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有期労働契約に関する実態調査の概要

3

〇厚生労働省による有期労働契約に関する実態調査の概要

①令和２年有期労働契約に関する実態調査（事業所）(※１) ②令和3年有期契約労働に関する実態調査（個人）(※１)

調査期間 2020年７月１日～７月29日 2021年１月15日～２月16日

調査時点 2020年４月１日時点 2021年１月１日時点

調査対象（※2）
常用労働者を５人以上雇用している全国の民営事業所
11,473事業所

事業所調査に回答のあった
常用労働者を５人以上雇用している事業所で働く
有期契約労働者、無期転換者10,016人

調査方法 郵送配布・郵送回収 郵送配布・郵送回収

有効回収(回答)率 49.4％（有効回収数 5,662事業所） 66.6％（有効回答数 6,668人）

（参考）調査時点と無期転換申込権発生時期の関係

１年ごとの更新の場合の例

３年ごとの更新の場合の例

2013.4.1
（無期転換ルール施行）

2016.4.1 2018.4.1 2019.4.1 2020.4.1

１年 申込可

３年 申込可

②の調査時点

※２ ①の調査の対象は、事業所母集団データベース（平成30年次フレーム）を母集団として日本標準産業分類に基づく16大産業に属する事業所のみ抽出。
②の調査の対象は、事業所調査の対象事業所のうち、回答のあった事業所に就業している有期契約労働者、無期転換ルール及び独自制度による無期転換者を母集団
として抽出。

2021.4.1

①の調査時点

申込可

申込可 申込可 申込可

※3 ①、②いずれの調査も標本調査のため、母集団に復元したものを調査結果として表章している。

※4 各グラフ、表においては復元した対象数を母数（＝ｎ）としている。

※１ 統計法第19条第1項に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査

無期契約
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多様化する労働契約の在り方に関する調査【速報値】の概要

4

〇独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）による多様化する労働契約の在り方に
関する調査【速報値】の概要

③多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業） ④多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）

調査期間 2021年１月15日～３月１日 2021年１月14日～１月28日

調査時点 2021年１月１日時点 2021年１月時点

調査対象 従業員規模30人以上の全国20,000の民間企業等（※１）
20歳以上の正社員、契約社員・嘱託、パート・アルバ
イト、派遣社員20,000人

調査方法 郵送配布・郵送回収 WEB調査

有効回収数 5,729件（有効回収率：28.6％） 20,000 件（※2）

※１ 調査対象は事業所ではなく、企業（会社企業（株式会社、有限会社等）とそれ以外の法人（学校法人や独立行政法人等））である。
「平成28年経済センサス活動調査」の「産業」「規模」の分布に合わせて、民間信用調査機関の企業データベースから層化無作為抽出した企業に調査票を配布した。

※２ 個人調査については、回収目標を20,000件として「就業構造基本調査（2017年）」の「性」「年齢」「就業形態」の分布に合わせた層化割付回収とした。

※３ 本調査結果は単純集計した結果である（業種と規模の分布の偏りを、母集団分布どおりに復元（補正）した集計結果ではない）。

※４ 当該調査結果は本資料では速報値を示している。

〇 以降、①令和２年有期労働契約に関する実態調査（事業所）は「有期／事業所」、②令和３
年有期契約労働に関する実態調査（個人）は「有期／個人」、また、③多様化する労働契約の
在り方に関する調査（企業）は「多様化／企業」、④多様化する労働契約の在り方に関する調
査（個人）は「多様化／個人」と表記する。
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有期労働契約に関する実態調査の概要
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〇調査の用語解説①

①令和２年有期労働契約に関する実態調査（事業所） ②令和3年有期契約労働に関する実態調査（個人）

常用労働者

①期間を定めずに、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇用されている者
②取締役、理事などの役員であっても常時勤務して一般の労働者と同じ給与規則又は同じ基準で毎月の給与の支払い
を受けている者、事業主の家族であってもその事業所に常時勤務して給与の支払いを受けている者又はパートタイ
ム労働者であっても、①に該当すれば常用労働者とする。

有期契約労働者
事業所から直接雇用されている常用労働者（正社員以外）であって、例えば３か月や１年など、事業所との労働契

約期間に定めのある者を指す。（「パート」、「アルバイト」、「契約社員」、「期間工」等の名称を問わない。）

無期契約労働者 －

事業所から直接雇用されている常用労働者であって、
事業所との労働契約で契約期間の定めがない者を指す。
（「正社員」、「パート」、「契約社員」等の名称を問
わない。）

無期転換者 －
「契約期間の定めがある働き方から定めがない働き方

に転換した」と回答した者を指す。（問１（６））

正社員
事業所において正社員・正職員として働いている者を指

し、育児・介護休業中の正社員も該当する。
６頁の社員区分参照。

労働契約法におけ
る無期転換ルール

労働契約法（平成19年法律第128号）第18条に規定されたルール。

無期転換制度
労働契約法における無期転換ルールのみならず、事業所独自の制度等の無期転換ルール以外の方法による無期転換

制度を含む。

クーリング期間
「クーリング期間」を置くとは、一定の更新回数又は勤続

年数に達した時に、いったん雇止めをし、一定期間をおいて
から再び労働契約を締結することをいう。

「クーリング期間」とは、有期労働契約の契約期間が
満了した後、次回の有期労働契約の締結（契約更新）ま
で使用者（企業）との間で労働契約が締結されない期間
を指す。（契約期間満了の直後に契約更新がなされた場
合、クーリング期間はない。）

解雇・雇止め
「解雇」とは、労働者の同意を前提としない使用者による一方的な労働契約の打ち切りをいう。
「雇止め」とは、有期労働契約の期間満了後、その有期労働契約を更新せずに、労働契約を打ち切ることをいう。（事

業所調査においては、「使用者が、期間満了後、有期労働契約を更新しないこと。」と定義）
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有期労働契約に関する実態調査の概要
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〇調査の用語解説②

①令和２年有期労働契約に関する実態調査（事業所） ②令和3年有期契約労働に関する実態調査（個人）

社員区分 －

①「正社員」雇用されている労働者で雇用期間の定めの
ない者のうち、他企業への出向者などを除いた、正社
員をいう（多様な正社員を含む）。

②「出向社員」他企業より出向契約に基づき出向してき
ている者（出向元に籍を置いているかは問わない）

③「契約社員」特定職種に従事し、専門的能力の発揮を
目的として雇用期間を定めて契約する者（※１）

④「嘱託社員」定年退職者等を一定期間再雇用する目的
で契約し、雇用される者（※１）

⑤「パートタイム労働者」常用労働者のうち、フルタイ
ム正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定
労働日数が少ない者

⑥「派遣労働者」労働者派遣法（※２）に基づく派遣元
事業所から派遣された者

⑦「その他」上記以外の労働者

※１ 定年退職者等の再雇用者であっても、「契約社員」の定義に当てはまる場合は「契約社員」とする。「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であって
も、「契約社員」の定義に当てはまる場合は、「契約社員」とし、「嘱託社員」の定義に当てはまる場合は「嘱託社員」とする。

※２ 労働者派遣法とは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）」をいい、「派遣元事業所」とは、
同法に基づく厚生労働大臣の許可を受けている事業所をいう。
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有期労働契約に関する実態調査の概要
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〇調査の用語解説③

①令和２年有期労働契約に関する実態調査（事業所） ②令和3年有期契約労働に関する実態調査（個人）

職務タイプ

有期契約労働者および無期契約労働者に転換した者（事業所調査については有期契約労働者のみ）が従事する職務につ
いて、勤務先の事業所における正社員との対比によって、以下の５つに分類した。
①正社員同様職務型（正社員と同様の職務に従事）
②高度技能活用型（正社員よりも高度な内容の職務に従事）
③別職務・同水準型（正社員とは別の職務であるが、高度でも軽易でもない職務に従事）
※正社員が管理業務で、有期契約労働者は販売業務である場合に、後者の業務内容が明らかに軽易とは言えないときな
どがこれに該当する。

④軽易職務型（正社員よりも軽易な職務に従事）
※正社員と業務は同じだが責任が軽い場合や、業務内容が単純である場合などがこれに該当する。

⑤事業所に正社員がいない
※比較対象となる正社員が不明な場合は、有期契約労働者の人事管理方針（転勤の範囲や昇進の方針など）や職務内容
（とりわけ責任の程度）に近い社員（「総合職」と「一般職」がある場合の一般職の正社員等）のグループを比較対象
とした。派遣会社の場合は、派遣元事業所と有期労働契約を締結している派遣労働者の職務について、派遣元事業所の
正社員の職務を比較対象とした。

事業所

販売部門

正社員 Ａ1、Ａ2、Ａ3…
一般職（転勤なし）

正社員 Ｃ1、Ｃ2、Ｃ3…
総合職（全国転勤）

有期 ｂ1、ｂ2、ｂ3…
（転勤なし）

有期 ａ1、ａ2…のグループについて、
正社員 Ａ1、Ａ2…のグループと比較
し、職務内容がほぼ同様であれば①へ、
職務内容が異なる場合は、②～④を判断

有期 ａ1、ａ2、ａ3…

管理部門経理部門

有期ｂ1,ｂ2…のグループは転勤がないため同じ部門に正社員はいないが、
同様に転勤のない販売部門の正社員Ａ1,Ａ2…のグループと比較し、②～④
を判断
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多様化する労働契約の在り方に関する調査【速報値】の概要
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〇調査の用語解説

③多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業） ④多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）

正社員
直接雇用されている無期労働契約の、いわゆる正規

従業員。

雇用されている労働者で雇用期間の定めのない正社
員。多様な正社員や他企業より出向契約に基づき出向
している方も含む。

有期契約労働者
フルタイム契約労働者やパートタイム契約労働者な

ど、企業が直接雇用している労働者であって、企業と
の労働契約期間に定めがある者を指す。

ー

フルタイム契約労働者
／パートタイム契約労
働者

企業に有期契約で直接雇用されている労働者（臨時
労働者・定年後再雇用者を除く）で、
所定労働時間が正社員とほぼ同じ者
／正社員より所定労働時間が短いか、１週間の所定労
働日数が少ない者

ー

無期転換社員
改正労働契約法の無期転換ルール又は会社独自の無期転換ルールにより、有期契約労働者から転換し、無期化

した社員

いわゆる正社員/
無限定正社員

勤務地、職務（職種）、労働時間等が限定されていない正社員

多様な正社員 正社員ではあるが、無限定正社員と比較すると、勤務地、職務、労働時間等が限定されている社員。

多様な正社員等 多様な正社員及び無期転換社員のことをいう。 ー

勤務地限定正社員 就業する地域が特定されているか、一定の範囲内にあらかじめ決められている働き方の正社員

職務限定正社員 従事する職務（職種）が特定されているか、一定の範囲内にあらかじめ決められている働き方の正社員

勤務時間限定正社員
所定の勤務時間を超えた勤務はないか、あっても一定の場合の限られた時間にあらかじめ決められている働き

方の正社員
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9

〇有期実態調査（事業所）における有期契約労働者を雇用している事業所及び有期契約労働者と
職務タイプ （有期／事業所・2020年４月時点）

【 n=有期契約労働者を雇用している事業所、単位：％（複数回答）】

【n=常用労働者を雇用している事業所、単位：％】

＜有期契約労働者を雇用している事業所＞
【 n=常用労働者、単位：％】

＜常用労働者に占める有期契約労働者＞

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者、単位：％】

○ 有期契約労働者を雇用している事業所の割合は４割超となっている。
○ 常用労働者に占める正社員の割合は約６割、有期契約労働者の割合は約２割であり、有期契約労働者の職務タイプとしては「軽易職
務型」の割合が最も高い。

○ 人事管理上、最も重要な職務タイプの割合が最も高いのは「軽易職務型」であり、次いで「正社員同様職務型」となっている。

有期労働契約に関する実態調査の概要 ー対象の属性等ー

有期契約労働者

を雇用している

事業所

41.7%

有期契約労働者

を雇用していな

い事業所

58.3%

雇用している有期契約労働者の職務タイプ

①正社員同様職務型 43.4

②高度技能活用型 4.8

③別職務・同水準型 19.7

④軽易職務型 62.1

⑤事業所に正社員がいない場合 4.0

無回答 0.2

正社員

62.3%
正社員以外で労働契

約期間の定めのない

労働者

15.3%

有期契約労働者

22.4%

有期契約労働者の職務タイプ

①正社員同様職務型 19.1

②高度技能活用型 0.9

③別職務・同水準型 12.2

④軽易職務型 64.1

⑤事業所に正社員がいない場合 3.0

無回答 0.7

＜人事管理上、事業所が最も重要と考
えている有期契約労働者の職務タイプ＞

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用
していた事業所、単位：％】

※１ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。 ※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照。

34.8%

3.2%

9.7%

37.1%

3.4% 11.8%

正社員同様職務型

高度技能活用型

別職務・同水準型

軽易職務型

事業所に正社員がいない場合

無回答
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10

〇有期実態調査（事業所）における企業規模別・常用労働者に占める各就業形態の割合
（有期／事業所・2020年４月時点）

【n=常用労働者、単位：％】

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

○ 概ね企業規模が大きい程、常用労働者に占める有期契約労働者の割合が高くなっている。

有期労働契約に関する実態調査の概要 ー対象の属性等ー

全数

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

62.3

60.8

62.5

60.9

64.1

65.6

15.3

10.8

9.8

12.9

21.2

25.2

22.4

28.4

27.7

26.2

14.7

9.2

正社員 正社員以外で労働契約期間の定めのない労働者（無期パートや他社からの出向者などを含む） 有期契約労働者

100％

33.9％

14.9％

16.7％

18.3％

16.2％

復元後の常用労働者数全体に占める当該企業規模の事業所の常用労働者数の割合

↓

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

企
業
規
模
別
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〇有期実態調査（事業所）における業種別・常用労働者に占める各就業形態の割合
（有期／事業所・2020年４月時点）

【n=常用労働者、単位：％】

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

○ 常用労働者に占める有期契約労働者の割合を業種別にみると、「教育、学習支援業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サー
ビス業、娯楽業」の順で割合が高くなっている。

有期労働契約に関する実態調査の概要 ー対象の属性等ー

全数

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

100％

0.0％

5.4％

16.7％

0.3％

3.1％

5.7％

20.7％

3.8％

1.6％

2.7％

8.9％

2.9％

3.5％

13.3％

0.8％

10.5％

62.3

50.0

34.1

44.7

57.1

53.7

59.1

67.8

71.6

65.4

78.7

76.5

76.1

85.0

86.5

87.6

88.9

15.3

10.7

27.7

20.4

8.3

23.6

18.6

11.5

8.2

14.7

8.1

10.4

11.3

5.9

4.5

5.0

4.8

22.4

39.3

38.1

34.9

34.6

22.8

22.3

20.7

20.2

19.9

13.3

13.1

12.6

9.1

9.0

7.3

6.3
正社員 正社員以外で労働契約期間の定めのない労働者（無期パートや他社からの出向者などを含む） 有期契約労働者

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

復元後の常用労働者数全体に占める当該業種の常用労働者数の割合

↓

＊0.1未満
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男性

35.1%女性

64.9%

12

〇有期実態調査（個人）の対象となる有期契約労働者又は無期転換者の詳細（有期／個人・2021年１月時点）

【n=有期契約労働者、単位：％】

＜性別、年齢の分布＞

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

○ 有期契約労働者、無期転換者とも女性の割合が高いが、無期転換ルールによる無期転換者は独自制度による無期転換者に比べて特に女
性の割合が高い。

○ 性別、年代ごとに見ると、男性の有期契約労働者では５割超が60代以上となっている。

有期労働契約に関する実態調査の概要 ー対象の属性等ー

※２ 有期実態調査（個人）の分析対象となる労働者は「有期契約労働者」、「無期転換ルールによる無期転換者」、「独自制度による無期転換者」である。

男性

28.5%
女性

71.3%

無回答

0.2%

男性

20.8%

女性

79.0%

無回答

0.2%

5.4

6.8

17.1

12.2

20.1

29.0

44.0

41.7

7.1

8.8

1.7

4.6

1.5

【n=無期転換ルールによる無期転換者、単位：％】

【n=会社独自の制度等による無期転換者、単位：％】

有期契約労働者

無期転換ルール
による無期転換者

会社独自の制度等
による無期転換者

1.9

0.7

10.4

8.7

11.2

20.0

12.7

31.0

9.6

23.7

47.4

12.9

6.1

2.0

0.6

1.0

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70歳

以上

無回答

男性

女性

男性

女性

男性

女性 2.9

19.1

16.7

32.6

26.0

27.8

23.3

18.6

26.1

1.8

4.4

0.5

※１ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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13

〇有期実態調査（個人）の対象となる有期契約労働者又は無期転換者の詳細
（有期／個人・2021年１月時点）

【n=有期契約労働者、単位：％】

＜勤務先の業種の割合（上位５つ）＞

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

○ 契約区分ごとの最も割合が高い業種は、有期契約労働者では医療、福祉、無期転換ルールによる無期転換者では卸売業、小売業、独
自制度による無期転換者では製造業となっている。

○ 契約区分ごとの就業形態では、有期労働契約、無期転換ルールによる無期転換者ではパートタイム契約労働者の割合が最も高く、約
５割を占めるのに対し、独自制度による無期転換者では正社員の割合が７割近くを占めている。

有期労働契約に関する実態調査の概要 ー対象の属性等ー

【n=無期転換ルールによる無期転換者、単位：％】

【n=会社独自の制度等による無期転換者、単位：％】

有期契約労働者

無期転換ルール
による無期転換者

会社独自の制度等に
よる無期転換者

医療,福祉

卸売業,小売業

25.9

21.9

11.9

11.2

5.7

製造業

サービス業（他に分類されないもの）

宿泊業,飲食サービス業

16.1

15.3

14.4

14.0

13.5

29.5

18.0

10.3

8.4

6.5

医療,福祉

卸売業,小売業

製造業

サービス業（他に分類されないもの）

宿泊業,飲食サービス業

医療,福祉

卸売業,小売業

製造業

サービス業（他に分類されないもの）

金融業,保険業

11.5

66.9

24.7

19.0

4.7

14.1
6.1

2.5

50.5
49.8

12.1

2.3
3.0

11.1
7.9 10.4

2.10.4 0.3 0.5

正社員 契約社員 嘱託社員 パートタイム労働者 派遣労働者 その他 無回答

＜就業形態の割合＞

有期契約労働者 無期転換ルール
による無期転換者

会社独自の制度等に
よる無期転換者

【n=有期契約労働者、単位：％】

【n=無期転換ルールによる
無期転換者、単位：％】

【n=会社独自の制度等による
無期転換者、単位：％】

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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無期転換社員が

いる企業

32.4%

無期転換社員

がいない企業

51.1%

無回答

16.4%

有期契約労働者がいる

企業

74.5％

有期契約労働者

がいない企業

24.0％

無回答

1.5%

14

〇多様化調査（企業）における有期契約労働者・無期転換者がいる企業（多様化／企業・2021年１月時点）

＜有期契約労働者がいる企業＞ ＜無期転換社員がいる企業＞

【 n=有期契約用労働者がいる企業、単位：％】

○ 回答企業のうち、有期契約労働者がいる企業の割合は74.5％、無期転換社員がいる企業の割合は32.4％となっている。
○ 有期契約労働者がいる企業のうち、パートタイム契約労働者がいる企業は９割超、フルタイム契約労働者がいる企業は８割超となって
おり、無期転換社員がいる企業のうち、フルタイムの無期転換社員がいる企業も、パートタイムの無期転換社員がいる企業も６～７割と
なっている。

多様化する労働契約の在り方に関する調査【速報値】の概要 －対象の属性等－

※１ 有期契約労働者とは「フルタイム契約労働者」又は
「パートタイム契約労働者」のことであり、「臨時労働
者」（契約期間１カ月未満）「定年再雇用者」は除いた。

【n=全有効回答企業、単位：％】

※２ 「フルタイムの無期転換社員」又は「パートタイ
ムの無期転換社員」のいずれかがいると回答した
企業を「無期転換社員がいる企業」とした。

【n=全有効回答企業、単位：％】

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=無期転換社員がいる企業、単位：％】

83.0

91.9

フルタイム契約労働者

がいる企業

パートタイム契約労働者

がいる企業

※３ 各種用語は８頁の用語解説参照

75.8

71.7

フルタイムの無期転換社員

がいる企業

パートタイムの無期転換社員

がいる企業
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15

〇 回答者全体に占める正社員（いわゆる正社員と多様な正社員も含む）の割合は63.6％。
〇 その正社員に占める多様な正社員の割合は12.3％。多様な正社員の内訳としては、勤務地限定正社員の割合が最も高く、職務限定正社
員、勤務時間限定正社員と続く。

〇多様化調査（個人）における回答者（労働者）の詳細（多様化／個人・2021年１月時点）

正社員

63.6%

パート・アルバイト

26.0%

契約社員

6.7%

嘱託

1.1%

労働者派遣事業所の派遣社員

2.6%

【 n=回答者、単位：％】

＜回答者（労働者）の就業状況＞

いわゆる正社員

87.7%

多様な正社員

12.3%

＜正社員に占める多様な正社員の割合＞

【 n=現在の就業状況を正社員と回答した者、単位：％】

【 n=多様な正社員、単位：％】

多様な正社員の内訳

勤務地限定正社員 50.6

職務限定正社員 33.4

勤務時間限定正社員 16.0
※１ 多様な正社員の限定内容はもっとも近いと思われるものを選択している。
※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】基に作成。

多様化する労働契約の在り方に関する調査【速報値】の概要 －対象の属性等－
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多様化する労働契約の在り方に関する調査【速報値】の概要 －対象の属性等－

16

○ 勤務地限定正社員は男性と女性の割合はほぼ同じで、年代では20代及び40代の割合が最も高い。
○ 職務限定正社員は男性の割合の方が若干高い。年代では40代、次いで20代の割合が高くなっている。
○ 勤務時間限定正社員は男性の割合の方が若干高く、年代では50代、次いで30代の割合が高い。
○ いずれの限定区分であっても、勤務先の業種は「製造業」の割合が最も高く、「医療、福祉」、「卸売業、小売業」が続いている。

〇多様化調査（個人）における多様な正社員の詳細（多様化／個人・2021年１月時点）

＜性別、年齢の分布＞

勤務地限定正社員

職務限定正社員

勤務時間限定正社員

男性

49.8%

女性

50.2%

男性

52.8%

女性

47.2%

男性

53.8%

女性

46.2%

22.7 18.9 23.6 20.4 14.5

22.3 23.5 19.5 24.7 10.0

29.2

11.4

10.6

9.9

8.1

22.1

21.1

10.5

9.7

9.1

27.9

12.7

10.4

9.6

8.4

＜勤務先の業種の割合 上位５つ＞

医療,福祉

製造業

サービス業（他に分類
されないもの）

卸売業,小売業

金融業,保険業

医療,福祉

製造業

サービス業（他に分類
されないもの）

卸売業,小売業

建設業

医療,福祉

製造業

サービス業（他に分類
されないもの）

卸売業,小売業

建設業

25.2 21.4 25.2 19.1 9.2

20代 30代 40代 50代 60歳以上

【n=勤務地限定正社員、単位：％】

【n=職務限定正社員、単位：％】

【n=勤務時間限定正社員、単位：％】

【n=勤務地限定正社員、単位：％】

【n=職務限定正社員、単位：％】

【n=勤務時間限定正社員、単位：％】

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】基に作成。※ 各種用語は８頁の用語解説参照
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Ⅱ 無期転換・有期労働契約に関する現状
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無期転換に関する現状 －無期転換申込権が生じた人の状況等－

18

〇無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人がいる事業所
（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=無期転換申込権が生じた人がいる事業所、単位：％（複数回答）】

＜2018年度・2019年度合算＞

○ 無期転換ルールによる無期転換を申込む権利が生じた人がいる事業所のうち、「実際に無期転換申込権を行使した労働者がいる事
業所」の割合は35.9％で、「無期転換申込権を行使せず継続雇用されている労働者がいる事業所」の割合は80.4％となっている。

2018年度・2019年度合算

無期転換を申込む権利を行使した人がいる事業所 35.9

無期転換を申込
む権利を行使し
なかった人がい
る事業所

継続して雇用されている人がいる事業所 80.4

既に退職してい
る人がいる事業

所

本人の都合により退職した
人がいる事業所 18.3

雇止め又は契約期間中に解
雇を行った人がいる事業所 2.2

その他の理由で退職した人
がいる事業所 2.6

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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無期転換を申

込む権利を行

使した人

32.4％継続して雇用

されている人

60.3％

本人の都合により退

職した人

5.8％

雇止め又は契約期間中に

解雇を行った人

0.7％

その他の理由で

退職した人

0.8％

○ 無期転換ルールにより無期転換申込権が生じた人のうち、「無期転換を申込む権利を行使した人」は約３割、「申込権を行使せず継
続雇用されている人」は６割超、「既に退職している人」は１割未満となっている。

○ 年度別にみると、2018年度では「無期転換申込権を行使した人」の割合は32.4％であったのに対し、2019年度は19.8％であった。

無期転換に関する現状 －無期転換申込権が生じた人の状況等－

19

〇 無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人の状況（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

＜ 2018年度・2019年度合算＞

無期転換を申込む

権利を行使した人

27.8%

継続して雇用されている人

65.5%

本人の都合により

退職した人

5.5%

雇止め又は契約期間中に

解雇を行った人

0.5%
その他の理由

で退職した人

0.6%

＜ 2018年度＞

＜ 2019年度＞

【 n=2018年度又は2019年度に無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人、
単位：％】

無期転換を申

込む権利を行

使した人

19.8％

継続して雇用されている人

74.8％

本人の都合により退職

した人4.9％

雇止め又は契約期間中に解雇を

行った人0.3％

その他の理由で

退職した人

0.2％

【 n=2018年度に無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人、
単位：％】

【 n=2019年度に無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人、
単位：％】

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 ページ 20 / 233



無期転換に関する現状 －無期転換申込権が生じた人の状況等－

20

〇 企業規模別・無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人の状況
（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

＜ 2018年度・2019年度合算：企業規模別＞

○ 企業規模別に見ると、無期転換ルールにより無期転換申込権が生じた人のうち、「無期転換を申込む権利を行使した人」の割合が最も
高いのは「1,000人以上」の企業規模で約4割となっているが、最も割合が低いのは「５～29人」の企業規模であり、１割未満となってい
る。

○ 既に退職した人の割合は、いずれの企業規模でも４～８％程度となっている。

全数

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

※１「既に退職している人」とは、「本人の都合により退職した人」、「雇止め又は契約期間中に解雇を行った人」、「その他の理由で退職した人」の割合を合算した割合

27.8

39.9

22.2

22.3

17.1

8.6

65.5

52.9

71.6

69.7

78.1

86.9

6.6

7.3

6.1

8.0

4.8

4.5

無期転換を申込む権利を行使した人 継続して雇用されている人 既に退職している人

【 n=2018年度又は2019年度に無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人、単位：％】

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

企
業
規
模
別
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無期転換に関する現状 －無期転換申込権が生じた人の状況等－

21

全数

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

〇 業種別・無期転換ルールにより無期転換申込権が生じた人の状況（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

＜ 2018年度・2019年度合算：業種別＞

○ 業種別に見ると、無期転換ルールにより無期転換申込権が生じた人のうち、「無期転換を申込む権利を行使した人」の割合が高いの
は「複合サービス業」、次いで「金融業、保険業」であり、ともに５割を超える。一方、「無期転換を申込む権利を行使した人」の割
合が最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」であり、１割未満となっている。

27.8

52.5

51.7

44.6

42.4

37.7

35.0

34.1

32.1

30.8

28.5

26.3

23.8

19.9

15.5

11.5

7.7

65.5

45.1

42.7

54.9

51.7

58.4

60.0

57.5

65.8

60.8

65.5

67.6

66.6

73.4

78.1

80.8

81.2

6.6

2.5

5.5

0.5

6.0

3.9

5.0

8.4

2.1

8.4

6.0

6.1

9.6

6.7

6.4

7.7

11.1

無期転換を申込む権利を行使した人 継続して雇用されている人 既に退職している人

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

【 n=2018年度又は2019年度に無期転換ルールによる無期転換申込権が生じた人、単位：％】

※１「既に退職している人」とは、「本人の都合により退職した人」、「雇止め又は契約期間中に解雇を行った人」、「その他の理由で退職した人」の割合を合算した割合
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無期転換に関する現状 －無期転換した人のいる事業所－

22資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

〇 業種別・有期契約労働者がいる事業所・無期転換した人がいる事業所（有期／事業所・2020年４月時点）

○ 「有期契約労働者を雇用している事業所」の割合は41.７％であるのに対し、「無期転換した人がいる事業所」の割合は全体で11.8％で
あった。業種別にみると以下のとおりである。

【 n=全有効回答事業所、単位：％】全数

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

11.8

21.6

19.9

19.7

19.0

17.2

14.6

13.9

12.8

12.5

11.3

10.6

7.9

7.6

7.0

6.0

5.3

41.7

55.3

61.9

59.4

53.3

63.2

44.3

44.0

46.9

35.8

39.2

31.1

34.7

60.0

18.2

45.5

33.6

2018年度又は2019年度に無期転換した人がいる事業所

有期契約労働者を雇用している事業所

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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無期転換ルールにより無期転換を

申込む権利を行使して無期転換し

た人

74.5%

事業所独自の制度などで

無期転換した人

25.5%

無期転換に関する現状 －無期転換した人の内訳－

23資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

○ 無期転換した人のうち、「無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人」の割合は74.5％、「事業所独自の
制度などで無期転換した人」の割合は25.5％となっている。

○ 企業規模別に見ると、「1,000人以上」の規模では「無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人」の割合が
最も高く、「５～29人」の規模で「事業所独自の制度などで無期転換した人」の割合が最も高い。

全数

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

〇2018年度・2019年度合算：無期転換した人の内訳 （有期／事業所・2020年４月時点）

【 n=無期転換した人、単位：％】

＜ 2018年度・2019年度合算：企業規模別＞

74.5

83.0

67.8

75.6

58.3

37.1

25.5

17.0

32.2

24.4

41.7

62.9

無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人

事業所独自の制度などで無期転換した人

2.9％

4.7％

3.2％

2.2％

1.4％

1.0％

【 n=無期転換した人、単位：％】＜ 2018年度・2019年度合算＞

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

復元後の常用労働者数に占める無期転換者の割合

↓

企
業
規
模
別
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無期転換に関する現状 －無期転換した人の内訳－

24資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

○ 業種別に見ると、無期転換した人のうち、「鉱業、採石業、砂利採取業」や「卸売業、小売業」では「無期転換ルールにより無期転換
を申込む権利を行使して無期転換した人」の割合が高く、「建設業」や「情報通信業」では「事業所独自の制度などで無期転換した人」
の割合が高い。

〇2018年度・2019年度合算：業種別・無期転換した人の内訳 （有期／事業所・2020年４月時点）

全数

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

74.5

96.5

95.0

92.1

91.6

90.1

83.7

76.5

71.7

70.9

68.8

68.4

64.3

57.6

51.7

38.0

34.9

25.5

3.5

5.0

7.9

8.4

9.9

16.3

23.5

28.3

29.1

31.2

31.6

35.7

42.4

48.3

62.0

65.1

無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人 事業所独自の制度などで無期転換した人

2.6％

5.9％

1.8％

2.6％

2.9％

4.7％

6.2％

2.2％

1.4％

1.7％

1.3％

2.4％

1.4％

1.8％

3.7％

0.5％

4.2％

【 n=無期転換した人、単位：％】

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

復元後の常用労働者数に占める無期転換者の割合

↓
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19.0

22.9

20.9

18.0

10.2

16.0

10.8

8.2

10.8

10.8

13.2

18.4

65.6

65.7

63.5

64.5

70.4

63.3

4.6

3.2

4.8

6.7

6.2

2.3

無期転換ルール以外の方法による無期転換制度がある

そうした制度はない

そうした制度があるかわからない

無回答

無期転換に関する現状 －無期転換ルール以外の無期転換制度の状況－

25

〇無期転換ルール以外の無期転換制度の状況（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成

＜無期転換ルール以外の無期転換制度の有無＞

全数

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

○ 無期転換ルール以外の方法による無期転換制度について、「制度がある」割合は19.0％となっている。
○ 無期転換ルール以外の方法による無期転換制度の種類としては、「無期転換ルールの５年よりも早期に無期転換できる独自の制度があ
る」割合が69.8％、「期間を問わず業績などに応じて無期転換できる独自の制度がある」割合が35.4％となっている。

＜無期転換ルール以外の独自の
無期転換制度の内容＞

【 n=無期転換ルール以外の方法による無期転換制度がある
有期契約労働者、単位：％（複数回答）】

無期転換制度の種類

無期転換ルールの５年よりも早期に無期
転換できる独自の制度がある 69.8

期間を問わず業績などに応じて無期転換
できる独自の制度がある 35.4

【 n=有期契約労働者、単位：％】

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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意識の変化

特に変わらない
（現在の業務量・労働条件に満足している） 43.6

変化の内容
（複数回答）

より長く働き続けたいと思う
ようになった 41.9

正社員と同様の業務量・労働
条件で働きたいと思うように
なった

11.9

早く退職・転職したいと思う
ようになった 2.5

無期契約労働者になる前の業
務量・労働条件に戻りたいと
思うようになった

0.8

その他 2.5

無回答 4.4

26

〇無期転換後の意識の変化及びその理由（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

【 n=左図で変化の内容として、「正社員と同様の業務量・労働条件で働きた
い」、「早く退職・転職したい」、「無期契約労働者になる前の業務量・労働条

件に戻りたい」を選択した無期転換者、単位：％（複数回答・最大３つ）】

【 n=無期転換者、単位：％】

＜無期転換後における勤務先への意識の変化の有無＞ ＜意識が変化した理由＞

正社員として雇用されるわけ
ではないから

その他

定期的又は不定期的に契約継
続のための要件（試験など）
を課されるようになったから

業務量が増大したから

責任が重くなったから

労働条件が変わらなかった
から

頑張ってもステップアップが
見込めないから

無回答

○ 無期転換後における勤務先への意識の変化について、「特に変わらない」の割合は43.0％、「より長く働き続けたいと思うように
なった」の割合が41.9％であった。

○ 「正社員と同様の業務量・労働条件で働きたいと思うようになった」等の意識の変化があった無期転換者にその理由について尋ね
たところ、「正社員として雇用されるわけではないから」の割合が最も高い。

無期転換に関する現状 －無期転換労働者の転換後の意識の変化－

45.9

39.6

39.2

25.1

12.3

1.5

5.3

8.0

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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27資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

○ 無期転換者のうち、現在の働き方について「満足している」割合は60.7％、「満足していない」割合は28.5％となっている。
○ 満足している理由としては、「労働時間・日数が自分の希望に合致しているから」「失業の心配が当面ないから」の割合が高くなっ
ており、満足していない理由としては、「賃金水準が正社員に比べて低いから」「賃金の絶対水準が低いから」の割合が高くなって
いる。

無期転換に関する現状 －無期転換労働者の満足感－

〇無期転換者の現在の働き方に関する満足感及びその理由 （有期／個人・2021年１月時点）

【 n=無期転換労働者、単位：％】

＜働き方に満足しているか＞
＜満足している理由（上位７つ）＞

【 n=満足していると回答した無期転換者、単位：％（複数回答・最大３つ）】

＜満足していない理由（上位７つ）＞
【 n=満足していないと回答した無期転換者、単位：％（複数回答・最大３つ）】

満足している理由

労働時間・日数が自分の希望に合致しているから 56.7
失業の心配は当面ないから 51.4
職場の人間関係が良いから 39.4
休暇制度や福利厚生に満足しているから 25.0
正社員に比べて責任が軽く、残業が少ないから 17.8
賃金水準に満足しているから 14.7
頑張れば正社員などにステップアップできるから 4.5

満足していない理由

賃金水準が正社員に比べて低いから 51.1
賃金の絶対水準が低いから 44.3
頑張ってもステップアップが見込めないから 34.5
職場の人間関係が悪いから 18.0
休暇制度や福利厚生がよくないから 13.3
責任が重く、残業が多いから 13.0
いつ解雇や雇止めされるかわからないから 12.8

満足している

60.7%

満足していない

28.5%

わからな

い

10.0%

無回答

0.9%

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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説明を受けた

28.7%

説明を受けていない

（通算した契約期間によっ

て方針に変更はない）

66.8%

無回答

4.5%

説明を受けた

92.7%

説明を受け

ていない

6.7%

無回答

0.6%

無期転換に関する現状 －有期契約労働の時の説明－

28

〇有期契約労働者（※）の契約更新に係る説明状況（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成

【 n=現在の通算契約年数が５年以内の有期契約労働者のうち契約締結時に
契約更新の方針に関する説明を受けた者、単位：％（複数回答）】

＜有期労働契約締結時の契約更新の方針に係る説明＞ ＜直近の有期労働契約更新時の契約更新の方針に係る説明＞

説明の内容

毎回の契約期間満了時に更新の可否を判断する 59.0
特別の事情がなければ直ちに更新する 41.7
労働契約法における無期転換ルールの利用が可能である 20.3
原則として更新しない 3.9
毎回一定のクーリング期間をおいて更新する 2.1
今回の契約期間満了後は正社員として採用する 1.8
その他 1.6

【 n=現在の通算契約年数が５年以内の
有期契約労働者、単位：％】

うち、
「労働契約法における
無期転換ルールの利用
が可能である」と説明

を受けた割合：74.2％

【 n=現在の通算契約年数が５年超、かつ、契約更新した
ことがある有期契約労働者、単位：％】

○ 有期労働契約締結時に契約更新について「説明を受けた」有期契約労働者（現在の通算契約年数が５年以内）は９割超となっている。
○ 有期労働契約更新時に契約更新について「説明を受けた」有期契約労働者（現在の通算契約年数が５年超、かつ、契約更新経験あり
が）は約３割となっており、そのうち「「労働契約法における無期転換ルールの利用が可能である」と説明を受けた割合」は74.2％と
なっている。

※１ 60歳以上の嘱託を除く。

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

17.6 27.1 54.5

0.8

無期転換することを希望する
無期労働契約への転換は希望しない（有期労働契約を継続したい）
わからない
無回答

【 n= 現在の通算契約年数が５年超、かつ、契約更新したことがある有期契約労働者のうち、
直近の契約更新時に無期転換ルールの利用が可能であると説明を受けた者、単位：％】

＜無期転換希望の有無＞

【 n=現在の通算契約年数が５年超、かつ、契約更新したことがある有期契約労働者のう
ち、直近の契約更新時に無期転換ルールの利用が可能であると説明を受けなかった者、

単位：％】

10.5 15.8 69.0 4.7
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〇無期転換できる機会の規定や説明（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=無期転換社員のいる企業（有期契約労働者がいない企業を除く）、単位：％】

＜無期転換できる機会の就業規則への規定の有無＞ ＜有期契約労働者に対する無期転換できる機会の説明状況＞

○ 「無期転換できる機会若しくは無期転換後の労働条件又はその両方を就業規則に規定している」企業の割合は63.5％、「現状でいずれ
も規定していない」企業の割合は31.8％となっている。

○ 無期転換できる機会の説明について、「説明している」企業の割合は67.1％、現状で「説明していない」企業の割合は28.4％となって
いる。

無期転換に関する現状 －無期転換できる機会の規定や説明－

無期転換出来る機会及び

無期転換後の労働条件に

ついて規定している

39.7%

無期転換出来る機会の

み規定し、無期転換後

の労働条件については

規定していない

20.3%
無期転換後の労働条件のみ規

定し、無期転換出来る機会に

ついては規定していない

3.5%

いずれも規定していない

が、今後規定する

17.7%

いずれも規定し

ていない・今後

の予定もない

14.1%

就業規則がない

0.8%

無回答

3.8%

説明している

67.1%

今後、説明する

14.2%

説明していな

い・今後の予定

もない

14.2%

無回答

4.6%

無期転換できる機会若しくは無期
転換後の労働条件又はその両方を
就業規則に規定している 63.5％

現状でいずれも
規定していない
31.8％

現状で説明して
いない 28.4％

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=無期転換社員のいる企業（有期契約労働者がいない企業を除く）、単位：％】
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〇無期転換できる機会や転換後の労働条件の案内の有無（多様化・企業）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

＜通算期間等を満たした労働者への無期転換
できる機会を案内しているか＞

＜無期転換機会の案内と同時に転換後の
労働条件を案内しているか＞

【 n=左図で案内していると回答した企業、単位：％】

○ ５年の通算期間を満たした労働者に対し、無期転換できることを「案内している」企業の割合は52.3％であり、「現状で案内してい
ない」企業の割合は40.4％となっている。

○ 無期転換できる機会を案内する際、同時に無期転換後の労働条件を「案内している」企業の割合は89.3％となっている。

無期転換に関する現状 －無期転換できる機会等の案内－

案内している

52.3%

今後、案内する

16.6%

案内していない・

今後の予定もない

23.8%

無回答

7.2%

案内している

89.3%

今後、案内する

3.5%

案内していない・

今後の予定もない

5.9%

無回答

1.3%

現状で案内して
いない 40.4％

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=無期転換社員のいる企業（通算契約期間等を満たした対象者がいない企業を除く）、
単位：％】
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無期転換に関する現状 －有期契約労働者の無期転換ルールの認知状況－

31

〇有期契約労働者の無期転換ルールの認知状況（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者、単位：％】

【 n=上図のうち無期転換ルールについて知っている内容がある有期契約労働者、
単位：％（複数回答）】

＜無期転換ルールに関する知識の有無＞

勤務先（派遣会社含む）

職場の同僚や友人、家族等

厚生労働省ホームページ

新聞報道やテレビ、雑誌や本

SNS

ポスターやパンフレット

セミナーやシンポジウム

その他

無回答

労働組合

【 n=左図のうち無期転換ルールについて知っている内容がある有期契約労働者、
単位：％（複数回答）】

＜無期転換ルールの情報入手ルート＞

○ 無期転換ルールに関する内容や名称について何らか「知っていることがある」有期契約労働者の割合は56.3％、「知らない」割合は
39.9％となっている。

○ 無期転換ルールに関する情報を入手したルートとしては「勤務先」の割合が最も高い。

無期転換ルールについて知っている内容

契約社員やパート、アルバイト、再雇用者など呼称を問わず、すべて
の労働者に適用される 68.9

契約期間を通算して５年を超えても、労働者から「申込み」を行わな
ければ無期転換されない 51.9

無期転換ル－ルが適用されるのは、平成25年４月１日以降に開始（更
新）された、有期労働契約である 46.0

職種や部署、事業所が変わっても、「同一の使用者」との間なら契約
期間は通算される 32.1

同一の使用者との間で、有期労働契約を締結していない期間が一定以
上ある場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外される（クーリ
ングされる）

19.5

55.5

18.6

13.2

10.4

3.7

2.0

1.4

0.8

3.5

12.8

内容や名称につい
て何らか知ってい
ることがある
56.3％

内容について

知っていること

がある

38.5%

名称だけ聞い

たことがある

17.8%

知らない

39.9%

無回答

3.8%

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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〇企業の無期転換ルールの認知状況（多様化／企業・2021年１月時点）

＜無期転換ルールに関する知識の有無＞
＜無期転換ルールの情報入手ルート＞

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」
（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=全有効回答企業、単位：％】

【 n=左図のうち無期転換ルールについて知っている内容がある企業、単位：％（複数
回答）】

行政や業界団体等のパンフレット・
冊子

ホームページ

新聞報道やテレビ

SNS（ツイッターや
フェイスブック等）

人事労務関係の雑誌や本

セミナーやシンポジウム

その他

無回答

労働組合や労働者等からの提案

社会保険労務士や弁護士等 47.4

39.8

31.1

30.7

25.4

23.1

0.7

0.6

2.8

1.8

○ 無期転換ルールに関する内容や名称について何らか「知っていることがある」企業の割合は85.4％、「知らない」割合は7.2％となって
いる。

○ 無期転換ルールに関する情報入手ルートとしては「社会保険労務士や弁護士等」や「行政や業界団体等のパンフレット・冊子」」」の
割合が最も高い。

無期転換ルールについて知っている内容

契約期間を通算して５年を超える有期契約労働者から申込みがあった場合に
は、更新後の契約から、無期転換しなければならない（使用者は承諾したと
みなされる）

91.5

契約社員やパート、アルバイト、再雇用者、嘱託、季節・臨時労働者など呼
称を問わず、また、高齢者を含めてすべての有期労働者に適用される 73.7

無期転換後の労働条件は、別段の合意が無い場合には、申込み時点の有期労
働契約の内容と同じになる（法が求めるのは無期労働契約化であり、正社員
にする必要はない）

59.4

同一の使用者との間で、有期労働契約を締結していない期間が一定以上ある
場合、それ以前の契約期間は通算対象から除外される（クーリングされる） 40.4

就業規則や労働契約で「別段の定め」を設ければ、申込み時点の有期労働契
約の内容とは異なる労働条件等を定めることもできる 38.6

無期転換に関する現状 －企業の無期転換ルールの認知状況－

【 n=上図のうち無期転換ルールについて知っている内容がある企業、単位：％（複数回答）】

内容や名称につい
て何らか知ってい
ることがある
85.4％

内容について知っている

ことがある

77.6%

名称だけ聞い

たことがある

7.8%

知らない

7.2%
無回答

7.4%

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
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1,000人以上

300～999人

〇企業規模別・企業の無期転換ルールの認知状況（多様化／企業・2021年１月時点）

＜無期転換ルールに関する知識の有無＞

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=全有効回答企業、単位：％】

○ 企業規模別に企業の無期転換ルールへの認知状況をみると、企業規模が大きいほど、「内容について知っていることがある」割合が高
くなり、企業規模が小さいほど、「知らない」割合が高くなっている。

無期転換に関する現状 －企業の無期転換ルールの認知状況－

100～299人

50～99人

49人以下

77.6

95.7

93.5

87.0

75.8

62.1

7.8

2.2

2.2

5.6

9.2

11.3

7.2

0.0

1.0

3.2

6.7

14.8

7.4

2.2

3.2

4.1

8.2

11.8

内容について知っていることがある 名称だけ聞いたことがある 知らない 無回答

全数

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

企
業
規
模
別
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〇企業規模別・企業の無期転換ルールの情報入手ルート （多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=無期転換ルールについて知っている内容があると回答した企業、
単位：％（複数回答）】

○ 企業規模別に無期転換ルールの情報入手ルートについてみると、最も割合が高いのは、1,000人以上の企業規模では「人事労務関係の
雑誌や本」、300～999人の企業規模では「行政や業界団体等のパンフレット・冊子」、299人以下の企業規模では「社会保険労務士や
弁護士等」となっている。

37.6

0.8

33.1

60.2

55.6

51.9

49.6

1.5

3.8

33.5

0.8

24.5

38.8

46.8

44.7

36.4

1.1

4.0

2.4

23.3

0.5

25.0

31.4

44.2

44.9

37.2

0.5

2.8

1.5

21.2

0.8

26.1

29.1

36.9

47.8

26.3

0.5

2.1

1.3

17.1

0.7

24.1

23.4

30.3

51.9

19.9

0.4

2.9

2.7

１，０００人以上 ３００～９９９人

１００～２９９人 ５０～９９人

４９人以下

ホームページ

SNS（ツイッターや
フェイスブック等）

新聞報道やテレビ

人事労務関係の雑誌
や本

行政や業界団体等の
パンフレット・冊子

社会保険労務士
や弁護士等

セミナーや
シンポジウム

労働組合や労働者等
からの提案

その他

無回答

無期転換に関する現状 －企業の無期転換ルールの情報入手ルート－

【企業規模】

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
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正社員としての働き口
がなかったから

上記以外の理由で有期
契約労働者となった

38.7

14.9

17.6

24.0

40.9

57.4

2.9

3.7

無期転換することを希望する 無期労働契約への転換は希望しない（有期労働契約を継続したい） わからない 無回答

35

〇有期契約労働者の無期転換の希望の有無（有期／個人・2021年１月時点） 【 n=有期契約労働者、単位：％】

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成

○ 有期契約労働者に、将来、無期転換することを希望するか尋ねたところ、「無期転換することを希望する」割合は18.9％、「無期労働
契約への転換は希望しない」割合は22.6％、「わからない」割合は53.6％であった。

○ 企業規模別に見ると、無期転換することを希望する労働者の割合が高いのは「300～999人」の企業規模の有期契約労働者、一方、無期
転換を希望しない割合が高くなっているのは「30～99人」の企業規模の有期契約労働者となっている。

無期転換に関する現状 －有期契約労働者の無期転換希望状況－

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

全数 18.9

19.5

26.8

14.1

13.6

21.1

22.6

19.4

18.2

24.2

29.8

29.2

53.6

56.3

51.2

55.5

51.9

44.9

4.9

4.7

3.8

6.2

4.7

4.7

男性

女性 21.3

13.2

16.9

36.8

57.3

44.1

4.5

5.9

60歳以上の嘱託を除く 20.6 15.7 58.8 4.9

企
業
規
模
別

性
別

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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〇無期転換を希望する理由（有期／個人・2021年１月時点）

【 n=有期契約労働者のうち無期転換することを希望する者、単位：％（複数回答・最大３つ）】

○ 無期転換することを希望する有期契約労働者の無期転換することを希望する理由について、最も割合が高いのは「雇用不安がなくな
るから」、次いで「長期的なキャリア形成の見通しや、将来歴な生活設計が立てやすくなるから」「その後の賃金・労働条件の改善が
期待できるから」となっている。

○ 性別、有期契約労働者となった理由別、 60歳以上かつ嘱託社員の就業形態の有期契約労働者を除いた結果についてみても、同様の傾
向である。

無期転換に関する現状 －無期転換を希望する理由－

合計

雇用不安がなくなるから 81.2

長期的なキャリア形成の見通しや、将来的な生活設計が立てや
すくなるから 55.6

その後の賃金・労働条件の改善が期待できるから 35.0

法定された権利だから 13.2

社会的な信用が高まるから 7.1

他者にすすめられたから 2.8

会社の中核メンバーになれるから 2.2

その他 2.3

無回答 1.1

正社員としての働き
口がなかったから

それ以外

84.8 79.4

56.0 56.3

36.8 34.7

10.1 15.0

8.4 6.6

1.8 3.5

2.4 2.2

1.1 3.1

1.2 0.4

男性 女性

71.8 83.5

46.5 57.9

34.0 35.2

11.7 13.6

10.6 6.2

2.3 2.9

5.6 1.4

6.6 1.3

2.2 0.8

60歳以上の嘱
託を除く

80.4

59.1

27.7

9.5

8.2

3.3

2.6

1.8

0.8

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成
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正社員としての働き
口がなかったから

それ以外

23.4 43.9

18.0 32.2

35.6 18.5

22.3 15.5

4.1 17.8

37.3 8.5

34.5 2.3

ー 6.4

ー 4.1

6.5 2.5

2.4 1.5

ー 0.4

27.5 6.1

0.3 0.5

37

〇無期転換を希望しない理由（有期／個人・2021年１月時点）

【 n=有期契約労働者のうち無期転換することを希望しない者、単位：％（複数回答・最大３つ）】

○ 無期転換することを希望しない有期契約労働者の無期転換を希望しない理由について、最も割合が高いのは「高齢だから、定年後の再
雇用だから」となっている。

○ 有期契約労働者となった理由別に見ると、「正社員としての働き口がなかったから」と回答した者で、最も割合が高いのは「頑張って
もステップアップが見込めないから」となっている。

○ 60歳以上かつ嘱託社員の就業形態の有期契約労働者を除いた結果についてみると「現状に不満はないから」の割合が最も高い。

無期転換に関する現状 －無期転換を希望しない理由－

合計

高齢だから、定年後の再雇用者だから 40.2

現状に不満はないから 30.2

契約期間だけ無くなっても意味がないから 20.5

辞めにくくなるから（長く働くつもりはないから） 15.9

責任や残業等、負荷が高まりそうだから 15.8

頑張ってもステップアップが見込めないから 13.0

無期労働契約ではなく正社員になりたいから 6.6

学生だから（他の会社に就職するから） 5.3

他に本業や副業があるから 3.4

制度や手続がよく分からないから 3.0

会社側に希望を伝えにくいから 1.6

育児・介護休業等の後、正社員に復帰するから 0.4

その他 9.4

無回答 2.0

男性 女性

59.6 23.2

22.5 36.5

21.7 19.6

13.5 18.0

18.3 13.6

6.3 19.0

3.5 9.4

7.5 3.4

2.9 3.9

3.8 2.3

0.5 2.5

ー 0.7

1.8 16.0

0.9 3.0

60歳以上の嘱
託を除く

2.6

38.3

25.3

13.9

22.2

15.2

13.2

11.0

5.9

2.0

2.8

0.7

17.0

1.4

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成
ページ 38 / 233



38

〇無期転換の希望の有無と無期転換ルールの認知状況の関係（有期／個人・2021年１月時点）

無期転換に関する現状 －無期転換の希望と無期転換ルールの認知の関係－

○ 無期転換の希望の状況と無期転換ルールの認知状況の関係についてみてみると、「無期転換することを希望する」、「無期労働契約へ
の転換は希望しない」と回答した有期契約労働者はいずれも、無期転換ルールの認知状況について「内容について知っていることがあ
る」割合が最も高くなっているが、無期転換の希望について「わからない」と回答した有期契約労働者については、無期転換ルールにつ
いて「知らない」割合が最も高くなっている。

54.0

54.5

28.4

20.0

20.0

16.7

24.7

21.9

53.8

1.3

3.7

1.1

内容について知っていることがある 名称だけ聞いたことがある 知らない 無回答

無期転換することを希望する

無期労働契約への転換は希望しない
（有期労働契約を継続したい）

わからない

＜無期転換の希望状況と無期転換ルールの認知状況の関係＞

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成。

【 n=無期転換の希望の有無について回答をした有期契約労働者、単位：％】

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 ページ 39 / 233



有期労働契約に関する現状 －契約締結時の明示－

39

〇有期契約労働者（※）に対する労働契約締結時の契約期間等の明示状況（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、単位：％】

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所のうち明示している事業所、単位：％（複数回答）】

＜契約期間の明示＞ ＜更新の有無の明示＞ ＜更新の判断基準の明示＞

○ 有期契約労働者に対して契約締結時に契約期間及び更新の有無を「明示している」割合は約９割、更新の判断基準を「明示してい
る」割合は約８割となっている。明示方法はいずれも「書面の交付」による割合が最も高い。

明示している

91.7%

明示して

いない

3.2%

無回答

5.1%

明示している

89.4%

明示して

いない

4.8%

無回答

5.8%

明示している

77.9%

明示して

いない

13.6%

無回答

8.5%

明示方法

書面の交付 97.8

口頭による明示 16.3

電子メール等により明示 0.5

その他 0.8

明示方法

書面の交付 95.1

口頭による明示 17.6

電子メール等により明示 0.7

その他 1.0

明示方法

書面の交付 87.1

口頭による明示 21.7

電子メール等により明示 1.3

その他 2.8

※１ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
※２ 人事管理上最も重要な職務タイプ
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〇職務タイプ別・有期契約労働者の契約更新に関する要件（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=各職務タイプの有期契約労働者を雇用している又はしていた事業所、
単位：％】

○ 雇用している有期契約労働者の職務タイプ別の契約更新の際の要件の有無についてみると、「軽易職務型」や「正社員同様職務型」で
は、「要件がある」割合が約５割となっている。

○ 要件の内容としては、「本人が希望し、上長等に申込みを行うこと」「人事評価が一定以上であること」の割合が高い。

有期労働契約に関する現状 －契約更新要件等－

正社員同様職務型

高度技能活用型

別職務・同水準型

軽易職務型

事務所に正社員が
いない場合

【 n=各職務タイプの有期契約労働者を雇用している又はしていた事業所のうち
契約更新の際に要件がある事業所、単位：％（複数回答）】

30.1

27.4

30.0

29.5

23.0

51.7

48.6

33.5

33.5

22.5

18.2

24.0

36.5

36.9

54.5

要件がない（自動的に更新している） 要件がある 無回答

62.8

8.2

39.3

17.0

6.3

14.8

59.8

15.2

48.3

17.5

4.9

16.3

63.1

9.8

48.6

19.6

5.2

21.3

46.1

17.0

54.6

17.4

3.9

10.3

68.6

9.4

32.2

28.7

22.7

14.0

軽易職務型

正社員同様職務型

別職務・同水準型

事業所に正社員がいない場合

高度技能活用型

＜有期契約労働者の契約更新の際の要件の有無＞

本人が希望し、上長等に
申込みを行うこと

筆記試験や適性試験、面接
試験等に合格すること

一定の年齢以下であること

更新後の通算勤続年数又は
契約更新回数が一定以上に

達しないこと

その他

人事評価が一定以上である
こと

＜要件の内容＞

55.8%

15.7%

14.1%

7.2%

3.4% 3.8%
更新の都度、契約期間等について詳
しく説明を行った上で、労働者の署
名又は記名押印を求めている

更新の都度、労働者の署名又は記名
押印を求めているが、詳しい説明は
行っていない

自動的に更新
している

契約書は交わしているが、期間満了
後に締結するなど、形式的なもので
ある

その他

無回答

＜有期契約労働者（※）の契約更新形態＞

【 n=各職務タイプの有期
契約労働者を雇用してい
る又はしていた事業所、

単位：％】

※１ 有期契約労働者の契約更新形態については、人事管理上最も重要な職務タイプについての回答。

※２ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。
※３ 各種用語は５～６頁の用語解説参照ページ 41 / 233



全数

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

83.7

85.2

83.2

86.1

79.2

83.8

13.4

12.0

15.4

12.1

19.3

10.0

2.9

2.8

1.4

1.8

1.5

6.2

５年以内の勤続年数の上限を設けていない ５年以内の勤続年数の上限を設けている 無回答

企
業
規
模
別

有期労働契約に関する現状 －勤続年数の上限設定－

41資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）を基に作成

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、単位：％】＜企業規模別・５年以内の勤続年数の上限設定の有無＞

〇有期契約労働者（※）の勤続年数の上限の設定（有期／事業所・2020年４月時点）

○ 有期契約労働者の勤続年数の上限について、「設けている」事業所の割合が14.2％、「設けていない」事業所の割合が82.9％。
○ 上限を設けている事業所のうち、５年以内の上限を設定している事業所の割合は94.0％である。
○ ５年以内の勤続年数の上限についてみると、「５年以内の勤続年数の上限を設けている」割合は13.4％、企業規模別にみると上限設
定を設けている割合が最も高いのは「30～99人」の企業規模となっている。

※１ 事業所が人事管理上最も重要と考えている職務タイプ

【 n=有期契約労働者を雇用している
又は雇用していた事業所、単位：％】

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所のうち
勤続年数の上限を設けている事業所、単位：％】

＜勤続年数の上限設定の有無＞

上限年数 ※単位：％

６か月以内 3.8
６か月超～１年以内 24.4
１年超～３年以内 16.5
３年超～５年以内 49.3
５年超～10年以内 5.0
10年超 1.0

設けていない

82.9%

設けている

14.2%

無回答

2.9%

５年以内の
上限がある
94.0％

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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有期労働契約に関する現状 －勤続年数の上限設定－

42

全数

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

＜５年以内の勤続年数の上限設定の有無＞

〇業種別・有期契約労働者（※）の勤続年数の上限の設定（有期／事業所・2020年４月時点）

○ 業種別に５年以内の勤続年数の上限についてみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「建設業」の順に５年以内
の勤続年数の上限を設けている事業所の割合が高い。

83.7

47.6

63.9

62.6

68.0

72.1

75.4

75.9

81.7

69.7

81.8

85.9

90.9

91.7

91.3

86.7

92.3

13.4

50.9

32.1

29.1

27.2

24.6

24.6

21.6

17.8

17.3

15.6

11.3

8.3

8.3

7.3

6.0

5.9

2.9

1.4

3.9

8.3

4.8

3.2

2.5

0.5

13.0

2.6

2.8

0.8

1.5

7.3

1.8

５年以内の勤続年数の上限を設けていない ５年以内の勤続年数の上限を設けている 無回答

※１ 事業所が人事管理上最も重要と考えている職務タイプ。

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）を基に作成

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、単位：％】
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〇有期契約労働者（※）の勤続年数及び契約更新回数の上限の設定状況（有期／事業所・2020年４月時点）

有期労働契約に関する現状 －勤続年数・更新回数の上限設定－

【 n=左図のうち、上限
を設けている事業所、

単位：％】

○ 勤続年数又は契約更新回数のいずれかの上限を設けている事業所の割合は18.3％となっている。
○ 契約更新回数の上限がある事業所のうち、「１回あたりの契約期間」の回答と組み合わせて、通算契約期間の上限が５年以内となる
事業所の割合は72.7％となっている。

＜勤続年数と契約更新回数の上限の
設定の別＞

上限を設けていない

78.8%

上限を設けている

18.3%

無回答

2.8%

通算勤続年数の

上限のみ設けて

いる

40.3%

契約更新回数上限のみ設けている

22.5%

いずれの上限

も設けている

37.2%

【 n=有期契約労働者を雇用している又は
雇用していた事業所、単位：％】

＜勤続年数の上限設定の有無＞

設けていない

82.9%

設けている

14.2%

無回答

2.9%

＜契約更新回数の上限設定の有無＞

【 n=有期契約労働者を雇用している又は
雇用していた事業所、単位：％】

設けていない

85.4%

設けている

11.0%

無回答

3.6% ＜勤続年数又は契約更新回数の上限
の設定の有無＞

【 n=有期契約労働者を雇用している又は
雇用していた事業所、単位：％】

うち、「契約更新回数
の上限」と「１回あた
りの契約期間」から、
通算契約期間の上限が
５年以内となる事業所

72.7％

※１ 事業所が人事管理上最も重要と考えている職務タイプ。

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）を基に作成
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有期労働契約に関する現状 －勤続年数の上限設定－

44

全数

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

○ 勤続年数の上限について有期契約労働者に聞いたところ、「上限がある」割合は約５割、上限がある有期契約労働者のうち５年以内
の上限年数がある割合は６割超となっている。

○ ５年以内の通算勤続年数の上限についてみると、「５年以内の通算勤続年数の上限がある」割合は34.9％、企業規模別にみると「５
～29人」の企業規模で「上限がある」割合が最も高い。

〇有期契約労働者の勤続年数の上限の設定状況（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成

【 n=有期契約労働者、単位：％】
＜企業規模別・５年以内の勤続年数の上限設定の有無＞

【 n=有期契約労働者、単位：％】

【 n=有期契約労働者のうち勤続年数に上限があるもの、
単位：％】

＜勤続年数の上限設定の有無＞

通算した勤続年数の上限

６か月以内 3.1
６か月超～１年以内 8.1
１年超～３年以内 25.6
３年超～５年以内 29.6
５年超～10年以内 15.0
10年超 18.6

上限はない

43.9%上限がある

52.5%

無回答

3.6%

61.5

59.3

63.0

65.2

66.0

51.2

34.9

35.0

35.3

32.8

30.7

45.3

3.6

5.7

1.7

1.9

3.3

3.5

５年以内の通算勤続年数の上限はない ５年以内の通算勤続年数の上限がある 無回答

５年以内の
上限がある
66.4％

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

企
業
規
模
別
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有期労働契約に関する現状 －勤続年数の上限設定－

45

○ 業種別に５年以内の通算勤続年数の上限についてみると、「５年以内の通算勤続年数の上限がある」割合が最も高いのは「電気・ガ
ス・熱供給・水道業」で約８割、「上限がない」割合が最も高いのは「宿泊業・飲食サービス業」で７割超となっている。

〇業種別・有期契約労働者の勤続年数の上限の設定状況 （有期／個人・2021年１月時点）

【 n=有期契約労働者、単位：％】
＜５年以内の勤続年数の上限設定の有無＞

全数

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)

情報通信業

鉱業，採石業，砂利採取業

61.5

18.0

37.7

48.7

50.5

51.5

55.1

60.0

59.9

66.0

68.7

68.8

68.2

67.6

68.9

64.7

72.6

34.9

79.7

60.0

49.6

49.3

47.8

40.9

38.1

34.8

31.3

30.7

29.9

29.2

29.1

27.3

26.1

17.9

3.6

2.3

2.3

1.7

0.2

0.6

4.0

1.9

5.3

2.7

0.6

1.3

2.5

3.3

3.8

9.2

9.5

５年以内の通算勤続年数の上限はない ５年以内の通算勤続年数の上限がある 無回答

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）を基に作成
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会社から特に説明は

なかった（説明を求

めたこともない）

53.5%

説明を求めても会社は

説明してくれなかった

3.2%

説明を求める前に

会社から説明が

あった

35.9%

説明を求めたら会社か

ら説明を受けられた

7.4%

有期労働契約に関する現状 －通算勤続年数の上限設定－

46

〇通算勤続年数の上限設定理由の説明の有無等（多様化／個人・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

会社に説明

を求めたい

16.2%

必要ない

37.6%

分からない

46.2%

【 n=パート・アルバイト、契約社員、嘱託で、通算勤続年数の
上限が５年以内の労働者、単位：％】

＜上限設定理由の説明希望＞＜通算勤続年数の上限設定理由の説明の有無＞

○ 通算勤続年数の上限設定理由の説明について、「上限が定まっている理由を会社から説明されたことがない」割合は56.7％となって
いる。

○ そのうち、上限設定の理由について「会社に説明を求めたい」割合は16.2％となっている。

上限設定の理由に
ついて会社から説
明がなかった

56.7％

【 n=パート・アルバイト、契約社員、嘱託で通算勤続年数の上限が５年
以内の労働者のうち、通算勤続年数の上限設定理由について説明がな

かった者、単位：％】

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
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47

〇改正労働契約法と上限設定との関係（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

＜フルタイム契約労働者についての上限設定時期＞

＜労働契約法改正に伴う変更の有無＞

88.1%

6.3%

4.8% 0.8%

変更していない

変更・上限引き上げ

変更・上限引き下げ

無回答

【 n=上図のうち以前から上限を設けている企業、単位：％】

【 n=更新回数又は通算勤続年数の上限を設けている企業、
単位：％】

56.9%
37.2%

5.9%
改正労働契約法の全面施行に

伴い、新設した

改正労働契約法に関係なく、

以前からある

無回答

○ フルタイム契約労働者に対して更新回数等の上限を設定している企業及びパートタイム契約労働者に対して更新回数等の上限を設定し
ている企業における上限の設定時期について、「改正労働契約法の前面施行に伴い、新設した」割合がいずれも約６割となっている。

有期労働契約に関する現状 －上限設定のタイミング－

※１ 上限を引き上げた」とは、例えば３年→５年など、
反対に、「上限を引き下げた」とは、例えば５年→３年など。

＜労働契約法改正に伴う変更の有無＞

【 n=上図のうち以前から上限を設けている企業、単位：％】

62.5%

33.1%

4.4%

改正労働契約法の全面施行に

伴い、新設した

改正労働契約法に関係なく、

以前からある

無回答

86.8%

8.8%

4.4%

変更していない

変更・上限引き上げ

変更・上限引き下げ

＜パートタイム契約労働者についての上限設定時期＞

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=更新回数又は通算勤続年数の上限を設けている企業、
単位：％】
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48

〇無期転換ルールに対する企業の対応状況（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=フルタイム契約労働者を雇用している企業、単位：％（複数回答）】

有期契約期間が更新を含めて通算５年
を超えないように運用している

無回答

その他

有期契約社員を、派遣労働者や
請負に切り替えていく

雇入れの段階から無期契約にする
（有期契約での雇入れは行わない

ようにする）

対応方針は未定・分からない

有期契約労働者の適性や能力など
を見ながら、無期契約にしている

通算５年を超える有期契約労働者
から、申込みがなされた段階で無

期契約に切り替えている
45.0 

26.6 

14.1 

10.3 

8.4 

0.7 

6.2 

8.6 

○ フルタイム契約労働者に係る無期転換ルールへの企業の対応状況について、「労働者から無期転換申込がなされた段階で無期契約に
切り替えている」割合が最も高いが、「通算５年を超えないように運用している」割合が8.4％となっている。

○ パートタイム契約労働者に係る無期転換ルールへの企業の対応状況について、「労働者から無期転換申込がなされた段階で無期契約
に切り替えている」割合が最も高いが、「通算５年を超えないように運用している」企業の割合が6.4％となっている。

無期転換に関する現状 －無期転換ルールへの企業の対応－

【 n=パートタイム契約労働者を雇用している企業、単位：％（複数回答）】

対応方針は未定・分からない

その他

無回答

45.3 

22.5 

17.1 

9.2 

6.4 

0.8 

6.5 

8.2 

通算５年を超える有期契約労働者
から、申込みがなされた段階で無

期契約に切り替えている

有期契約社員を、派遣労働者や
請負に切り替えていく

有期契約期間が更新を含めて通算５年
を超えないように運用している

雇入れの段階から無期契約にする
（有期契約での雇入れは行わない

ようにする）

有期契約労働者の適性や能力など
を見ながら、無期契約にしている

＜フルタイム契約労働者に対する対応＞ ＜パートタイム契約労働者に対する対応＞

※ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 49 / 233



38.8

30.3

28.6

26.6

16.4

9.9

7.6

4.5

4.0

15.9

4.5

49

〇通算５年を超えないように運用している場合の理由及び方法（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=フルタイム又はパートタイム契約労働者を雇用している企業のうち有
期契約期間が通算５年を超えないように運用していると回答した企業、

単位：％（複数回答）】

＜5年を超えないように運用している理由＞ ＜5年を超えないように運用している方法＞

景気の変動等に伴う雇用の調整余地を
残しておきたいから

定期的に人材の新陳代謝を図りたいから

高年齢の労働者は、無期で雇用するのが
困難であると考えるから

人件費を増加・固定化させたくないから

その他

その他

無回答

契約更新時の判断（人物や働き
ぶり等の選別）を厳格化する

有期契約労働者の業務は入札等に伴い、
なくなる恐れがあるから

（機械化や事業再編等により）有期契約者が
行ってきた業務の縮小が見込まれるから

無期転換後の処遇を決定するのが
困難だから

無期転換する者が増えると正社員の
新規採用に影響が出るから

従来からそのような契約管理を
行ってきたから 51.3

38.2

11.3

8.2

5.7

3.4

8.5

7.6無回答

有期契約労働者の新規採用や契
約更新の際、無期転換や正社員
登用を希望しない人を選別する

途中で随時、クーリング（空白）期
間を挟み、通算期間をリセットする

契約期間を一定の業務完了
までなどで設定し、更新は
原則行わないようにする

定年を段階的に設ける

更新回数や通算勤続年数の上限等
制限する

○ 無期転換ルールへの対応として通算５年を超えないように運用している理由として、最も割合が高いのは「従来からのそのような契約
管理を行ってきたから」となっている。

○ また、通算５年を超えないような運用方法として最も割合が高いのは「更新回数や通算勤続年数の上限等制限する」、次いで「契約更
新時の判断を厳格化する」となっている。

無期転換に関する現状 －無期転換ルールへの企業の対応－

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=フルタイム又はパートタイム契約労働者を雇用している企業のうち有
期契約期間が通算５年を超えないように運用していると回答した企業、

単位：％（複数回答）】
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50

〇雇止めの状況 （有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者を雇用している
又はしていた事業所、単位：％】

【 n=過去２年間に雇止めを行ったことがある事業所、単位：％（複数回答）】

＜雇止めに関する考え方＞

＜過去２年間の雇止めの有無＞

有期労働契約に関する現状 －事業所に聞いた雇止めの状況－

雇止めを行った理由

あらかじめ更新しないと契約（更新上限を設定）していたため 28.4

労働者の勤務態度の不良のため 24.9

業務量の減少のため 22.0

労働者の傷病などによる勤続不能のため 18.3

業務内容に照らした労働者の能力不足のため 15.8

経営状況の悪化のため 11.6

プロジェクトなど、従事していた業務の終了のため 10.3

今後、無期契約での雇用継続を行うことが困難と見込まれたため 2.5

雇止めをする

つもりはない

19.8%

雇止めはあるかもしれ

ないが、やむを得ない

場合に限って行う

39.5%

業務量の変動に応じて

雇止めは行う

2.2%

期間が満了したら

当然雇止めを行う

1.9%

雇止めのルール

はなく、個別に

判断する

18.4%

その他

2.4%

無回答

15.9%
雇止めを行った

ことがない

85.6%

雇止めを行っ

たことがある

10.7%

無回答

3.7%
【 n=有期契約労働者を雇用している
又はしていた事業所、単位：％】

やむを得ない場合等
には雇止めを行う
46.6％

○ 「過去２年間に雇止めを行ったことがある」割合は10.7％となっており、その理由としては「あらかじめ更新しない契約としていたた
め」の割合が最も高い。

○ また、雇止めに関する考え方を聞いたところ、やむを得ない場合等には「雇止めを行う」割合は約４割となっている。

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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〇雇止めに対するトラブルの状況（有期／事業所・2020年４月）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=雇止めを行ったことがある事業所、単位：％】
【 n=雇止めによりトラブルになったことがある事業所、単位：％（複数回答）】

＜過去２年間に雇止めをめぐってのトラブルの有無＞

○ 雇止めをめぐって過去２年間に「トラブルになったことがある」割合は11.0％となっている。
○ その原因としては、「雇止めの理由について納得してもらえなかったため」の割合が最も高く、次いで「更新後の労働条件について納
得してもらえなかったため」となっている。

有期労働契約に関する現状 －雇止めに対するトラブル－

トラブルになったことはない

86.9%

トラブルに

なったこと

がある

11.0%

無回答

2.1%

トラブルの原因

雇止めの理由（下記以外のもの）について納得してもらえな
かったため 57.2

更新後の労働条件について納得してもらえなかったため 45.7

更新への期待についての認識の違い 23.6

契約期間の定めの有無についての認識の違い 9.9

契約期間の長さについての認識の違い 4.6

雇止めの人選について納得してもらえなかったため 4.3

今後、無期契約での雇用継続が困難との理由による雇止めに
納得しもらえなかったため 1.1

雇止めを伝えたのが急だったため 1.1

無期転換を逃れるための雇止めだと思われたため 0.5

その他 7.2

＜トラブルの原因＞

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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〇有期契約労働者の雇止め及び解雇の状況（有期／個人・2021年１月時点）

有期労働契約に関する現状 －労働者に聞いた雇止めの状況－

【 n=有期契約労働者・無期転換者、単位：％】

＜過去５年間における有期労働契約時の
雇止めや解雇の経験の有無＞

【 n=雇止めの経験がある労働者、単位：％】

＜雇止めや解雇時の通算した契約期間＞

【 n=解雇の経験がある労働者、単位：％】

６か月以内

６か月超～
１年以内

１年超～
３年以内

３年超～
５年以内

５年超～
10年以内

10年超

わからない

無回答

10.6

9.8

36.5

18.8

5.4

7.1

3.1

8.8

9.3

26.2

6.7

15.3

17.3

1.3

10.8

13.1

52

○ 「過去５年間における解雇や雇止めのいずれか又はその両方の経験がある」割合は4.1％となっている。
○ 過去５年間に雇止めの経験がある労働者のうち、雇止めが行われた際の通算した契約期間で最も割合が高いのは「１年超～３年以内」と
なっている。

解雇や雇止めの経験はない

94.2%

期間途中の解雇

の経験がある

0.8%

期間満了時の雇止

めの経験がある

3.2%

解雇と雇止め両

方の経験がある

0.1% 無回答

1.6%

解雇や雇止めのい
ずれか又はその両
方の経験がある
4.1％

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）
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有期労働契約に関する現状 －通算契約期間及び契約更新回数－

〇有期契約労働者の通算契約期間及び契約更新状況（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者、単位：％】

＜現在の会社での通算契約期間＞

６か月以内

3.4%
６か月超～

１年以内

8.0%

１年超～３年以内

30.7%

３年超～

５年以内

17.7%

５年超～10年以内

17.6%

10年超

20.6%

無回答

2.0%

【 n=有期契約労働者、単位：％】

＜現在の契約の更新状況＞

通算契約期
間が５年超
38.2％

○ 有期契約労働者の現在の会社での通算した契約期間についてみると、通算契約期間が５年超の割合は38.2％となっている。
○ また、現在の契約の更新状況についてみると、「更新したことがある」割合は85.2％となっている。

現在の契約更新回数

１回 16.9

２回 14.6

３～５回 28.4

６～10回 16.9

11回以上 13.5

無回答 9.8

更新したこ

とがある

85.2%

更新したこと

はない

13.5%

無回答

1.3%

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 53

【 n=現在の契約を更新したことがある有期契約労働者、単位：％】
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有期労働契約に関する現状 －クーリング期間の設定状況－

54

〇クーリング期間（※）設定の有無及びその期間（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、単位：％】

＜クーリング期間を置いているか＞

＜クーリング期間の長さ＞

○ 「クーリング期間を置いている」割合は3.0％であり、そのうち平均的なクーリング期間としては「２か月以内」、「６か月超～９か
月以内」の割合が高くなっている。

※１ 「クーリング期間」を置くとは、一定の更新回数又は勤続年数に達した時に、いったん
雇止めをし、一定期間をおいてから再び労働契約を締結することをいう。

平均的なクーリング期間

２か月以内 26.7

２か月超～４か月以内 15.7

４か月超～６か月以内 13.9
６か月超～９か月以内 26.6
９か月超～１年以内 11.0
１年超 6.0

「クーリング期間」

を置いていない

92.9%

「クーリング期間」

を置いている

3.0%

無回答

4.1% 92.9

94.1

96.5

96.2

92.3

86.5

3.0

4.0

1.2

1.4

5.3

2.6

4.1

1.9

2.3

2.4

2.3

10.9

全数

1,000人以上

300～999人

100～299人

５～29人

30～99人

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所
のうちクーリング期間をおいている事業所、単位：％】

＜企業規模別・クーリング期間を置いているか＞

※３ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

※２ 事業所が人事管理上最も重要と考えている職務タイプ。
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〇有期労働契約の時の職務タイプ別無期転換後の労働条件等の変化（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=無期転換ルールにより無期転換を申込む権利を行使して無期転換した人、単位：％】

○ 無期転換者の無期転換後の状況について、「業務量・労働条件ともに変化なし」の割合が最も高く、８割近くとなっている。
○ 有期労働契約時の職務タイプ別にみると「正社員同様職務型」の有期契約労働者から無期転換した無期転換者については、「正社
員」に転換した割合が高くなっている。

無期転換に関する現状 －無期転換者の転換後の状況－

9.2

33.4

0.1

1.3

3.5

0.4

1.4

1.8

0.6

1.4

1.2

0.3

9.5

11.2

17.6

11.5

8.9

2.2

1.2

3.8

0.3

3.4

0.3

78.1

48.2

81.4

82.4

85.8

90.7

0.6

1.5

0.2

6.3

正社員 限定正社員

無期転換社員区分Ａ(業務量・変化なし 労働条件・改善) 無期転換社員区分B(業務量・増加 労働条件・改善)

無期転換社員区分C(業務量・変化なし 労働条件・変化なし) 無期転換社員区分D(業務量・増加 労働条件・変化なし)

正社員同様職務型

高度技能活用型

別職務・同水準型

軽易職務型

事業所に正社員が
いない場合

総数

※１ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。
※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 ページ 56 / 233



正社員同様職務型

64.8%

高度技能活用型

2.3%

別職務・同水準型

10.9%

軽易職務型

17.3%

事業所に正社員が

いない

0.7%

無回答

4.0%

無期転換に関する現状 －無期転換者の転換後の状況－

56

〇無期転換者の転換後の職務タイプ（※）の割合（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

【無期転換ルール】 【独自制度】
【 n=無期転換ルールによる無期転換者、単位：％】 【 n=会社独自の制度等による無期転換者、単位：％】

○ 無期転換ルールによる無期転換者の正社員と比較した際の現在の職務タイプについてみると、「軽易職務型」や「正社員同様職務
型」の割合が高くなっている。

○ 会社独自の制度等による無期転換者の正社員と比較した際の現在の職務タイプについてみると、「正社員同様職務型」の割合が最
も高くなっている。

正社員同様職務型

39.9%

高度技能活用型

1.0%

別職務・同水準型

15.0%

軽易職務型

42.6%

事業所に正社員が

いない

0.6%

無回答

0.9%

※１ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。
※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 ページ 57 / 233



57

〇職務タイプ別・無期転換後の残業や異動等の状況（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=職務タイプごとに当該職務タイプの有期契約労働者から無期転換した人、同じ職務タイプの有期契約労働者のいずれも回答が
あり、正社員にも回答がある、有期契約労働者を雇用している、又は、雇用していた事業所計、単位：％】

正社員同様職務型

高度技能活用型

別職務・同水準型

軽易職務型

事業所に正社員がいない場合

有期契約労働者

無期転換した人

42.0

43.8

58.0

56.2

45.4

44.3

54.6

55.7

68.1

68.2

31.9

31.8

＜残業の有無＞ ＜異動等の有無＞

63.7

64.9

36.3

35.1

75.5

75.9

24.5

24.1

58.9

60.4

41.1

39.6

50.9

53.9

49.1

46.1

異動・転勤することはない 異動・転勤することがある

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

22.7

19.6

77.3

80.4

残業することはない 残業することがある

有期契約労働者

無期転換した人

＜昇進の有無＞

78.8

80.5

21.2

19.5

59.1

68.4

40.9

31.6

昇進することはない 昇進することがある

91.8

91.9

8.2

8.1

87.6

91.7

12.4

8.3

81.6

81.6

18.4

18.4

75.5

75.5

24.5

24.5

73.2

73.3

26.8

26.7

無期転換に関する現状 －無期転換者の労働条件の状況－

○ 職務タイプ別に、その職務タイプの有期契約労働者から無期転換した無期転換者と同じ職務タイプの有期契約労働者の労働条件を比較
すると、「残業の有無」、「異動等の有無」、「昇進の有無」のいずれも、同じ職務タイプの有期契約労働者とほぼ同様の割合となっ
た。

※１ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。 ※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照ページ 58 / 233
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〇職務タイプ別・無期転換後の正社員と比較した基本給の水準の状況
（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

正社員同様職務型

無期転換に関する現状 －無期転換者の労働条件の状況－

高度技能活用型

別職務・同水準型

軽易職務型

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

0.2

0.1

14.7

12.7

31.3

28.3

32.4

36.3

16.1

17.3

5.4

5.3

2.5

2.8

47.6

46.9

23.3

23.6

16.1

16.2

7.2

7.1

3.3

3.3

0.5

0.3

14.1

13.1

25.8

25.6

40.1

48.5

17.1

10.6

2.4

1.8

0.6

0.7

45.4

41.1

25.9

31.2

16.1

15.9

11.0

10.2

0.9

0.8

比較対象となる正社員の水準を上回る 同額程度 ８割以上10割未満 ６割以上８割未満 ４割以上６割未満 ４割未満

○ 職務タイプ別に、その職務タイプの有期契約労働者から無期転換した無期転換者と同じ職務タイプの有期契約労働者の労働条件を比較
すると、「正社員と比較した基本給の水準」について、同じ職務タイプの有期契約労働者とほぼ同様の結果、又は、無期転換した人につ
いて「正社員と同程度」の割合が若干多い結果となった。

※１ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。
※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

【 n=職務タイプごとに当該職務タイプの有期契約労働者から無期転換した人、同じ職務タイプの有期契約労働者のいずれも回答がある、
有期契約労働者を雇用している、又は、雇用していた事業所計、単位：％】
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有期契約労働者

無期転換した人

正社員同様職務型

9.8

17.6

58.6

52.7

83.9

71.2

退職金 賞与 通勤手当

59

〇職務タイプ別・無期転換後の諸手当の状況（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

○ 職務タイプ別に、その職務タイプの有期契約労働者から無期転換した無期転換者について、同じ職務タイプの有期契約労働者の労働
条件を比較すると、「手当の有無」について以下のとおりとなった。

無期転換に関する現状 －無期転換者の労働条件の状況－

高度技能活用型

有期契約労働者

無期転換した人

2.9

3.3

21.4

21.7

53.1

45.0

別職務・同水準型
有期契約労働者

無期転換した人

9.4

10.6

31.1

29.1

78.0

73.6

軽易職務型
有期契約労働者

無期転換した人

7.6

8.5

45.1

44.2

83.3

78.4

事業所に正社員がいない場合

有期契約労働者

無期転換した人

2.4  

2.5

27.8  

13.3

62.0  

31.3

※１ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。 ※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

【 n=職務タイプごとに当該職務タイプの有期契約労働者から無期転換した人、同じ職務タイプの有期契約労働者、正社員のいずれも雇用している、
又は、雇用していた事業所計、単位：％】
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〇職務タイプ別・無期転換後の正社員と比較した教育訓練機会の状況
（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

正社員同様職務型

無期転換に関する現状 －無期転換者の労働条件の状況－

高度技能活用型

別職務・同水準型

軽易職務型

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

有期契約労働者

無期転換した人

0.1

0.1

32.5

32.0

30.9

30.9

20.0

20.5

12.9

12.9

3.6

3.6

0.1

0.2

27.1

25.4

43.9

44.6

13.5

14.5

14.0

14.1

1.3

1.3

0.6

0.6

14.7

12.6

40.2

40.2

24.0

25.8

18.9

19.2

1.7

1.7

0.1

1.2

51.8

48.2

27.9

26.8

13.0

15.9

6.5

7.0

0.8

0.8

正社員よりも教育訓練機会は充実している 全般的に正社員とほぼ同じ教育訓練機会が与えられている

教育訓練機会は正社員と比較して少ないが、業務に必要な教育訓練機会は正社員とほぼ同じ 全般的に教育訓練機会は正社員に比べて少ない

教育訓練機会はほとんどない その他

○ 職務タイプ別に、その職務タイプの有期契約労働者から無期転換した無期転換者と同じ職務タイプの有期契約労働者の「教育訓練機
会」の状況について比較すると、いずれも同じ職務タイプの有期契約労働者より若干「全般的に正社員とほぼ同じ教育訓練機会が与えら
れている」割合が高い。

※１ 「職務タイプ」については、７頁の用語解説参照。 ※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

【 n=職務タイプごとに当該職務タイプの有期契約労働者から無期転換した人、同じ職務タイプの有期契約労働者のいずれも回答がある、有期契約労働者を雇用している、
又は、雇用していた事業所計、単位：％】
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〇正社員と比較した無期転換者の所定労働時間の水準の状況 （有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

○ 正社員と比較した無期転換者の所定労働時間の水準について、「無期転換ルールによる無期転換者」は「正社員とほぼ同水準」、「正
社員と比べて短い」の順となっており、「会社独自の制度等による無期転換者」は「正社員とほぼ同水準」の割合が約８割となってい
る。

○ 正社員と比較した無期転換者の基本給の水準について、「無期転換ルールによる無期転換者」は「正社員と比べて低い」の割合が高
く、「会社独自の制度等による無期転換者」については「正社員とほぼ同水準」の割合が最も高い。

2.7

2.2

48.0

76.9

42.9

16.7

3.9

3.7

2.4

0.5

正社員と比べて長い 正社員とほぼ同水準 正社員と比べて短い わからない 無回答

【 n=無期転換ルールによる無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】

【 n=会社独自の制度等による無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】

無期転換ルールによる
無期転換者

会社独自の制度等
による無期転換者

無期転換に関する現状 －無期転換者の労働条件の状況－

〇正社員と比較した無期転換者の基本給の水準の状況 （有期／個人・2021年１月時点）

0.4

2.9

8.6

43.7

70.3

35.8

19.1

15.8

1.6

1.6

正社員と比べて高い 正社員とほぼ同水準 正社員と比べて低い わからない 無回答

無期転換ルールによる
無期転換者

会社独自の制度等
による無期転換者

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

※１ 所定内労働時間数とは、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時間と終業時刻の間の実労働時間数をいう。

【 n=無期転換ルールによる無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】

【 n=会社独自の制度等による無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】
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〇正社員と比較した無期転換者の退職金の水準の状況 （有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

無期転換ルールによる
無期転換者

会社独自の制度等
による無期転換者

無期転換に関する現状 －無期転換者の労働条件の状況－

○ 正社員と比較した無期転換者の退職金の水準について、「無期転換ルールによる無期転換者」では「制度がない」の割合が最も高い
が、「会社独自の制度等による無期転換者」については「正社員とほぼ同水準」の割合が最も高い。

○ 正社員と比較した無期転換者の賞与の水準について、「無期転換ルールによる無期転換者」では「正社員と比べて低い」の割合が最
も高いが、「会社独自の制度等による無期転換者」については「正社員とほぼ同水準」の割合が最も高い。

無期転換ルールによる
無期転換者

会社独自の制度等
による無期転換者

〇正社員と比較した無期転換者の賞与の水準の状況 （有期／個人・2021年１月時点）

0.2

2.0

6.1

39.4

53.3

29.1

8.3

12.3

31.6

15.7

0.5

1.5

正社員と比べて高い 正社員とほぼ同水準 正社員と比べて低い わからない 制度がない 無回答

0.1

2.0

4.1

33.0

20.3

16.8

12.7

16.0

62.2

30.8

0.6

1.6

正社員と比べて高い 正社員とほぼ同水準 正社員と比べて低い わからない 制度がない 無回答

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

【 n=無期転換ルールによる無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】

【 n=会社独自の制度等による無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】

【 n=無期転換ルールによる無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】

【 n=会社独自の制度等による無期転換者（職務タイプ「事業所に正社員がいない」と回答した者及び「無回答」の者を除く）、単位：％】
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10.1

9.9

6.1

5.5

4.7

4.2

3.4

3.2

3.1

2.2

0.1

68.3

事業所間の、転居を伴う転勤
があり得るようになった

働き方に変化はない

その他

事業所間の、転居を伴わない転勤
があり得るようになった

所定労働時間が長くなった（フ
ルタイムになった）

つける役職の上限
が引き上げられた

残業や休日出勤が増えた

事業所内の異動（配置転換）が
あり得るようになった

シフト勤務／交代制や変形
労働時間制等の勤務制度が
適用されるようになった

役職への登用があり得るよう
になった

難しい仕事を任されたり、
責任が重くなった

職種が変更になった

63

〇無期転換後の働き方や処遇の変化（多様化／個人・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=無期転換社員、単位：％（複数回答）】

＜無期転換後の働き方（契約内容）の変化＞

○ 無期転換後の働き方の変化について、「働き方に変化はない」の割合が最も高くなっている。
○ 無期転換者の無期転換後の賃金や労働条件の変化についても、「賃金や労働条件に変化はない」の割合が最も高くなっている。

無期転換に関する現状 －無期転換者の転換後の労働条件－

12.6

9.4

6.7

6.7

5.6

5.5

4.3

4.0

3.0

3.0

2.7

2.2

2.1

1.4

0.3

66.8賃金や労働条件に変化はない

基本的な賃金の水準がアップした

賃金の支払形態が変わった
（時給制→月給制等）

勤続年数等に伴う定期的な昇給があり得る
ようになったり、昇給水準がアップした

評価等に応じた個別の昇給があり得るように
なったり、昇給水準がアップした

賞与・一時金が新たに支給されたり、
その水準がアップした

新たな手当が支給されたり、これまで支給
されていた手当の水準がアップした

有給休暇の日数が増えた(病気休暇や慶弔休暇、
リフレッシュ休暇など法定外の休暇の付与等)

健康診断の内容が充実した

目標管理制度や人事評価制度が新たに
適用されるようになった

厚生年金・健康保険に新たに加入した

退職金・退職手当制度が新たに適用
されたり、その内容が充実した

福利厚生制度（施設・サービスの利用補助や共済加
入等）が新たに適用されたりその内容が充実した

職場内での教育訓練が充実した

職場外での教育訓練（自己啓発支援を含む）
が新たに行われたり、その内容が充実した

その他

＜無期転換後の賃金や労働条件（契約内容）の変化＞
【 n=無期転換社員、単位：％（複数回答）】

このうち変化した手当
（上位5つ：複数回答）
資格・役職手当 43.5％
通勤手当・出張手当 41.8％
時間外労働手当 34.9％
家族（配偶者・子供等）手当
30.6％
在宅手当 29.3％

※ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 64 / 233
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〇無期転換に当たって別段の定め（※）の活用状況（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

活用している

29.0%

活用していない

62.3%

無回答

8.7%

活用して

いる

9.2%

活用していない

76.9%

無回答

13.9%

【 n=フルタイムの無期転換社員がいる企業、単位：％】

○ フルタイムの無期転換社員がいる企業のうち、別段の定めを「活用している」企業の割合は29.0％となっている。
○ パートタイムの無期転換社員がいる企業のうち、別段の定めを「活用している」企業の割合は9.2％となっている。

※１ 別段の定めとは、労働契約法第18条第1項において、無期転換後の労働条件は原則契約期間以外は直前の有期契約と同一になるが、就業規則や個別の契約等に別段の定めを設け
れば労働条件の変更が可能であること。

無期転換に関する現状 －無期転換社員の別段の定め－

【 n=パートタイムの無期転換社員がいる企業、単位：％】

＜フルタイムの無期転換社員に係る
別段の定めの活用状況＞

＜パートタイムの無期転換社員に係る
別段の定めの活用状況＞

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 65 / 233



65

〇別段の定めによる変更の状況（多様化／企業・2021年１月）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

＜有期契約時から変更を求める労働条件＞

無回答

その他

特殊な勤務時間制の適用

服務規律（兼業規制等）

役職登用の有無・範囲

時間外労働の有無・長さ

勤務地・配置転換の範囲

所定労働時間の長さ

定年年齢

職務（業務の内容・範囲
や責任の程度）

38.5

21.8

16.6

14.1

10.2

10.2

8.8

5.2

2.7

37.4

【 n無期転換にあたって別段の定めを活用している企業、単位：％（複数回答）】

○ 別段の定めを活用している企業のうち、別段の定めにより変更を求める労働条件としては、「職務」の割合が最も高く、次いで「定
年年齢」となっている。

○ 別段の定めにより改善される処遇がある企業の割合は46.2％、労働者に不利になる処遇がある企業の割合は5.2％となっている。

＜有期契約時から改善される処遇の有無＞

＜有期契約時よりも労働者に不利になる処遇の有無＞

不利になる

処遇がある

5.2%

特にない

60.1%

無回答

34.7%

改善される

処遇がある

46.2%

特にない

17.5%

無回答

36.3%

【 n=無期転換にあたって別段の定めを
活用している企業、単位：％】

無期転換に関する現状 －無期転換社員の別段の定め－

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=無期転換にあたって別段の定めを
活用している企業、単位：％】

ページ 66 / 233



66

〇別段の定めによる変更の状況 （多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

教育訓練

法定外有給休暇

法定外健康診断

その他

特にない

無回答

基本給

賞与

退職金

通勤手当・住宅手当等
の手当

厚生年金保険／健康保険

福利厚生

＜有期契約時から改善される処遇＞

【 n=無期転換にあたって別段の定めを活用していると回答した企業、単位：％（複数回答）】

＜有期契約時よりも労働者不利になる処遇＞

【 n=無期転換にあたって別段の定めを活用していると回答した企業、単位：％（複数回答）】

○ 別段の定めにより有期契約時から改善される処遇の内容について、最も割合が高いのは「基本給」、次いで「賞与」となっている。
○ 有期契約時よりも労働者に不利になる処遇については、「特にない」の割合が約６割と最も高くなっている。

無期転換に関する現状 －無期転換社員の別段の定め－

36.3

17.5

0.2

3.4

4.8

5.7

10.2

10.4

12.5

23.6

29.9

36.3

34.7

60.1

0.7

0.2

0.2

0.0

0.0

0.5

1.1

1.4

2.3

3.2

※ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 67 / 233



いる

42.5%正社員はいるがほ

とんど同じ仕事の

正社員はいない

45.3%

正社員が

いない

12.2%

〇仕事がほぼ同じ正社員の待遇と比較した際の無期転換社員の処遇
（多様化／個人・2021年１月時点）

67
資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

＜仕事がほぼ同じ（※）いわゆる正社員の有無＞

【 n=無期転換社員（現在無限定正社員で
ある者を除く）、単位：％】

○ 無限定正社員である者を除いた無期転換社員のうち、現在の会社にほとんど同じ仕事をしている正社員がいる無期転換社員の割合は
42.5％。

○ そのうち、そうした正社員より賃金水準が低いという無期転換社員の割合は28.5％、手当等の処遇にも差があると回答した無期転換社
員が一定の割合でいた。

無期転換に関する現状 －無期転換社員と正社員との処遇－

10.3

29.0

28.5

32.2

【 n=仕事がほぼ同じ正社員がいる無期転換社員、単位：％】

＜基本的な賃金（基本給）の水準＞

＜いわゆる正社員との処遇の差の有無＞

【 n=仕事がほぼ同じ正社員がいる無期転換社員、単位：％】

29.5 

38.0 

35.7 

16.0 

24.7 

24.8 

17.3 

19.0 

19.8 

17.3 

19.7 

定期昇給

賞与

退職金

通勤手当

家族手当

住宅手当

健康保険／厚生年金保険

福利厚生（施設利用）

福利厚生（上記以外）

法定外健康診断

法定外有給休暇

※２ 正社員にのみ適用がある、又は、適用はあるが待遇が低いと回答した無期転換
社員の割合を抽出。

※３ 各種用語は８頁の用語解説参照

※１ 仕事がほぼ同じとは、労働者か
らみた業務内容と責任の範囲が同
じかどうかであり、職務内容・配
置の変更範囲等まで同じであるか
は本調査では把握していないこと
に留意が必要。

ほとんど同じ仕事をしている正社員
よりも高い賃金水準である

ほとんど同じ仕事をしている正社員
と同等の賃金水準である

ほとんど同じ仕事をしている正社員
より低い賃金水準である

ほとんど同じ仕事をしている正社員
の賃金がわからない
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42.7

22.5

16.5

14.2

13.6

9.8

9.5

8.5

6.0

5.4

2.5

68

〇仕事がほぼ同じ正社員の処遇等を比較した際の無期転換社員の満足度
（多様化／個人・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

労働時間と比較して、業務量が
過大である

共有がしっかりとなされない情報
が多い

正社員と他の社員区分との間の転換
制度が設けられていない

限定した職務内容以外の業務を手伝う
ように発注・指示される

その他

昇進に上限がある

不合理な昇進スピードの差がある

不合理な賃金差がある

福利厚生の適用で不合理な差がある
（食堂や更衣室などの利用制限など）

教育訓練で不合理な差がある

短時間労働しかできない中、締め切りま
でに十分な余裕のない仕事発注が多い

＜仕事がほぼ同じ正社員（※）と処遇等を比較した満足度＞

【 n=左図でやや不満又は非常に不満とした無期転換社員、単位：％（複数回答）】

無期転換に関する現状 －無期転換社員と正社員との処遇－

＜不満を感じた具体的な事柄＞【 n=仕事がほぼ同じ正社員が会社にいる無期転換社員、単位：％】

非常に満足

6.8%

やや満足

40.5%

やや不満

36.7%

非常に不満

16.0%

不満があると回答した者のうち会社に説明を
求めたい：30.4％、必要ない：27.2％、分からない：42.4％

【 n=仕事がほぼ同じ正社員が会社にいる無期転換社員、単位：％】

正社員と比較した待遇差への説明があったか

ある 15.7
ない 62.0
分からない 22.3

〇 仕事がほぼ同じ正社員と比較した待遇について、不満があるという無期転換社員の割合は52.7％。その不満の内容について、「不合理
な賃金差がある」の割合が最も高い。

〇 また、正社員と比較した待遇差について、会社から説明があったという無期転換社員は15.7％、説明がなかったの62.0％。

不満がある
52.7％

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

※１ 仕事がほぼ同じとは、労働者からみた業務内容と責任の範囲が同じかどうかで
あり、職務内容・配置の変更範囲等まで同じであるかは本調査では把握していな
いことに留意が必要。
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特に改善して

もらいたい点

はない

45.6%

改善してもらい

たい点がある

48.8%

無回答

5.6%

69

〇無期転換後の労働契約について改善してほしい点の内容（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

【無期転換ルール】 【独自制度】【 n=無期転換ルールによる
無期転換者、単位：％】 【 n=会社独自の制度等による

無期転換者、単位：％】

【 n=現在の労働契約について改善してもらいたい点がある無期転換ルール
による無期転換者、単位：％（複数回答・最大３つ）】

【 n=現在の労働契約について改善してもらいたい点がある会社独自
の制度等による無期転換者、単位：％（複数回答・最大３つ）】

＜無期転換後の労働契約について改善してほしい点＞

○ 無期転換ルールによる無期転換者について、現在の労働契約に「改善してもらいたい点がある」割合は71.1％であり、その内容として
は、「賃金等の労働条件を改善してほしい」割合が最も高い。

○ 無期転換ルール以外の会社独自の制度等による無期転換者について、現在の労働契約に「改善してもらいたい点がある」割合は48.8％
であり、その内容としては、「賃金等の労働条件を改善してほしい」の割合が最も高い。

無期転換に関する現状 －無期転換者の労働契約に関する改善希望－

特に改善し

てもらいた

い点はない

25.6%

改善してもらいたい

点がある

71.1%

無回答

3.2%

最も改善してほしいと思う点

賃金等の労働条件を改善してほしい 73.3
正社員のような責任の重い仕事はしたくないが、安
定した雇用形態としてほしい 26.2

正社員として雇用してほしい 20.5
契約更新や正社員への転換に必要な条件を明確に示
してほしい 11.8

会社の職業訓練を充実させてほしい 8.4
その他 7.0

最も改善してほしいと思う点

賃金等の労働条件を改善してほしい 68.2
会社の職業訓練を充実させてほしい 21.1
正社員のような責任の重い仕事はしたくないが、安定
した雇用形態としてほしい 17.8

正社員として雇用してほしい 10.4
契約更新や正社員への転換に必要な条件を明確に示し
てほしい 8.1

その他 6.9

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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〇 有期契約労働者のいわゆる正社員への転換希望について、「希望する」割合が27.4％、「希望しない」割合が72.6％であった。
〇 年齢別では「20-29歳」の有期契約労働者が正社員への転換を「希望する」割合が最も高く、雇用形態でいうと「派遣社員」「契約社
員」の有期契約労働者が正社員への転換を「希望する」割合が高い。

有期労働契約に関する現状 －有期契約労働者のいわゆる正社員への転換－

56.6

63.4

65.4

75.9

84.2

79.9

61.6

74.6

57.6

43.4

36.6

34.6

24.1

15.8

20.1

38.4

25.4

42.4

20-29歳

30-39歳

40-49歳

50-59歳

60歳以上

パート・アルバイト

契約社員

嘱託

労働者派遣事業所の派遣社員

希望しない 希望する
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〇有期契約労働者のいわゆる正社員への転換希望（多様化／個人・2021年１月）

＜いわゆる正社員への転換希望＞

【 n=有期契約労働者、単位：％】

希望しない

72.6%

希望する

27.4%

＜年齢・就業形態別＞

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=有期契約労働者、単位：％】
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無期転換に関する現状 －事業所独自の正社員転換制度－

71

〇事業所独自の正社員転換制度 （有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）を基に作成

＜正社員転換制度の有無＞

○ 事業所独自の制度による、職務タイプ別有期契約労働者が正社員に転換する制度について、「正社員転換制度がある」割合は「正社員
同様職務型」で54.6％と最も高い。

○ 正社員に転換する制度がある事業所における職務タイプ別の有期契約労働者の転換実績について、「正社員への転換実績がある」割合
は「正社員同様職務型」で65.9％と最も高く、「正社員への転換実績はない」割合は「軽易職務型」で38.6％と最も高くなっている。

＜正社員への転換実績＞

【 n=各職務タイプの有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、
単位：％】

※１ 正社員の転換制度や転換実績については、限定正社員によるものも含む。
※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照

54.6

29.0

16.4

21.7

32.8

45.5

36.2

40.5

23.2

34.3

47.6

18.1

正社員転換制度がある

（限定正社員含む）

正社員転換制度はない

（無期転換社員に転換）

無回答

正社員同様職務型 高度技能活用型 別職務・同水準型 軽易職務型

【 n=各職務タイプの正社員転換制度がある有期契約労働者を
雇用している又は雇用していた事業所、単位：％】

65.9

23.0

11.1

26.1

37.2

36.7

43.5

34.4

22.2

49.5

38.6

11.9

正社員（限定正社員含む）

への転換実績がある

正社員（限定正社員含む）

への転換実績はない

無回答
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〇有期契約労働者の正社員転換を実施する上での支障 （有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者を雇用している又はしていた事業所、単位：％（複数回答）】

○ 労働契約法の無期転換ルールや事業所独自の制度によって有期契約労働者の正社員転換を実施する上での支障について、「有期契約労
働者が正社員となることを希望しない」の割合が最も高く、次いで「正社員に転換するには能力が不足している」、「正社員としてのポ
ストが少ない」となっている。「特に支障はない」は23.9％となっている。

有期労働契約に関する現状 －正社員転換を実施する上での支障－

31.9

15.0

12.3

12.2

7.7

5.5

9.6

23.9

20.4

有期契約労働者が正社員と
なることを希望しない

正社員に転換するには能力が
不足している

応募が少ない

正社員に転換すると雇用調整が
しにくくなる

転換を受け入れる環境・意識が
整っていない

その他

特に支障はない

無回答

正社員としてのポストが少ない

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 ページ 73 / 233



73

〇「専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特例」の認知状況
（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

内容まで知って

いる

16.3%

規定されたことは

知っているが内容

まではよく分から

ない

31.6%

知らない・

分からない

43.4%

無回答

8.6% 内容まで知っ

ている

20.0%

規定されたことは

知っているが内容

まではよく分から

ない

29.1%

知らない・

分からない

42.3%

無回答

8.6%

【 n=全有効回答企業等、単位：％】 【 n=全有効回答企業等、単位：％】

＜定年後再雇用高齢者の有期労働者の無期
転換制度の特例に関する認知度＞

○ 有期特措法（※）に基づく特例について、「高度な専門的知識等を持つ有期労働者に関する特例」について知っている企業、「定年後
引き続いて雇用される高齢者についての特例」について知っている企業の割合はともに５割弱となっている。

有期特措法に関する現状 －特例に関する認知状況－

（※）専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成26年法律第137号。平成27年4月1日施行。）

有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期契約労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるもの。
１特例の対象者
Ⅰ）「５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識を有する有期契約労働者
Ⅱ）定年後に有期契約で継続雇用されている高齢者

２特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間（５年）を延長
⇒次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
Ⅰの者：一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間（上限10年）
Ⅱの者：定年後引き続き雇用されている期間

＜高度な専門的知識等を持つ有期労働者の無期
転換制度の特例に関する認知度＞

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

内容や規定された
ことについて知っ
ている 49.1％

内容や規定された
ことについて知っ
ている 47.9％
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〇高度な専門的知識等を持つ有期契約労働者に関する特例の活用状況
（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=全有効回答企業、単位：％】 【 n=左図で活用していないと回答した企業、単位：％】

＜高度な専門的知識等を持つ有期契約労働者に関する
特例の活用状況＞

＜特例を活用する上での課題＞

66.0

48.3

6.1

3.2

2.9

4.4

対象の要件に該当する
労働者がいない

５年を超えるプロジェクトがない

計画の申請・認定手続（方法
が分からない含む）

対象労働者の特性に応じた
雇用管理が困難

無回答

その他

今後活用する

予定である

2.3%

活用していない

82.6%

無回答

15.1%

○ 有期特措法（※）に基づく高度な専門的知識等を持つ有期契約労働者に関する特例を「今後活用する予定である」割合は2.3％となって
いる。

○ 特例を活用する上での課題としては、「対象の要件に該当する労働者がいない」が最も多く、次いで「５年を超えるプロジェクトがな
い」となっている。

有期特措法に関する現状 －特例の活用状況－

（※） 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成26年法律第137号。平成27年4月1日施行。）に基づき、有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期契約
労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間を延長する特例を設けるもの。

※ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 75 / 233



＜特例を活用している場合の更新上限の有無＞
5年未満の更新上限

を定めている

16.6%

5年超の更新

上限を定め

ている

3.6%

一定の年齢で更新

上限を定めている

41.6%

更新の上限

はない

28.0%

未定

2.3% 無回答

7.9%

活用している

22.0%

今後活用

する予定

である

5.0%
活用していない

70.1%

無回答

2.9%

75

〇定年後再雇用の有期契約労働者に関する特例の活用状況 （多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

＜定年後再雇用の有期契約労働者に関する特例の活用状況＞

【 n=定年制があり、
かつ、再雇用した満
60歳以上の有期契約
労働者がいる企業、

単位：％】

【 n=上図で特例を活
用していると回答し
た企業、単位：％】

○ 有期特措法（※）に基づく定年後再雇用高齢者の有期契約労働者に関する特例を「活用している」割合は22.0％となっている。
○ 活用している場合の更新上限について、一定の年齢で更新上限を定めている割合は61.8％。

有期特措法に関する現状 －特例の活用状況－

＜特例を活用していない理由＞

【 n=左図で特例を活用していないと回答した企業、
単位：％（複数回答）】

通算５年を超える前に他企業
にあっせんしているから

無回答

定年後の再雇用はして
いないから

通算５年を超えないよう
契約管理しているから

無期転換後の就業規則や労働
契約等で第二定年を規定して

雇用管理しているから

無期転換希望者がいないから

無期転換後は本人が希望する
限り働いてもらいたいから

特例の存在を知らなかったから 25.6

23.0

21.9

13.7

10.8

0.2

0.0

4.9

＊0.1未満

更新上限を
定めている
61.8％ ※ 各種用語は８頁の用語解説参照

（※） 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成26年法律第137号。平成27年4月1日施行。）に基づき、有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期契約
労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間を延長する特例を設けるもの。
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14.9

31.9

0.9

0.4

65.7

52.3

17.1

13.7

1.4

1.6

正社員と同一の労働組合に加入している 正社員とは別の労働組合に加入している 労働組合には加入していない わからない 無回答

76

〇有期契約労働者及び無期転換者の労働組合への加入状況（有期／個人・2021年１月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者、単位：％】

無期転換者

有期契約労働者

【 n=無期転換者、単位：％】

○ 労働組合への加入状況について、有期契約労働者、無期転換者のいずれについても「加入していない」の割合が最も高いが、有期契約
労働者と比べ無期転換者の方が「正社員と同一の労働組合に加入している」割合が高くなっている。

その他 －有期契約労働者及び無期転換者と労働組合との関係－

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照 ページ 77 / 233



77

〇就業形態別・労働組合への加入資格の有無等（多様化／個人・2021年１月時点）

○ 労働組合への加入資格を就業形態別に見ると、「加入資格がある」割合は「いわゆる正社員」と「多様な正社員」が７割超、「無期転換
社員」が５割超、「有期契約労働者」が４割超となっている。

○ 加入資格がある労働者について労働組合への加入状況を就業形態別に見ると、「加入している」割合はどの就業形態でも８割超となって
いる。

＜労働組合への加入資格の有無＞

【 n=労働組合がある企業に勤める労働者、単位：％】

＜労働組合への加入希望の有無＞

【 n=労働組合がない企業に勤める若しくは組合があるかわから
ない労働者又は労働組合がある企業に勤めているが労働組合へ

の加入資格がない若しくはわからない労働者、単位：％】

その他 －有期契約労働者及び無期転換者と労働組合との関係－

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

67.1

74.0

77.5

51.9

43.9

22.5

20.1

10.8

26.2

35.6

10.4

6.0

11.7

21.9

20.5

加入資格あり 加入資格ない わからない

20.7

24.8

21.3

14.0

17.6

27.4

27.6

22.9

27.5

28.8

51.9

47.6

55.8

58.5

53.6

加入したい 加入したくない わからない

全数

多様な正社員

いわゆる正社員

無期転換社員
（現在正社員で
ある者を除く）

有期契約労働者

87.9

89.4

88.8

82.4

81.3

10.5

9.5

9.2

14.7

15.6

1.6

1.1

2.0

2.9

3.1

加入している 加入していない わからない

＜労働組合への加入状況＞

【 n=労働組合に加入する資格がある労働者、単位：％】

※ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 78 / 233
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〇有期契約労働者を雇用できなくなった場合の影響（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、単位：％】

＜有期契約労働者を雇用できなくなった場合
の事業運営上の影響＞

○ 有期契約労働者を雇用できなくなった場合の事業運営への影響について、「有期契約労働者がいないと事業が成り立たない」割合は
62.4％であった。

○ 有期契約労働者がいないと事業が成り立たない理由としては「人件費コストが増大するから」、「有期契約で働いている労働者が多
く、必要な労働者数を確保できなくなるから」、「業務が季節・景気等により変動するので、正社員だけでは対応できないから」の割
合が高い。

＜有期契約労働者がいないと事業が成り立たない理由＞

【 n=左図のうち、事業が成り立たないと回答した事業所、単位：％（複数回答・最大２つ）】

＜事業運営上対応が可能又はあまり影響はない理由＞

【 n=左図のうち、深刻な影響があるが事業運営上対応が可能又はあまり影響はない
と回答した事業所、単位：％（複数回答・最大２つ）】

その他 －事業所の有期契約労働者に関する意見－

事業が成り立たない理由

人件費コストが増大するから 41.1

有期契約で働いている労働者が多く、必要な労働者数を確保で
きなくなるから

36.3

業務が季節・景気等により変動するので、正社員だけでは対応
できないから

34.7

将来業務量が急激に減少したときに対応できないから 15.4

本人の労働能力が低下したときなどに雇い止めをする必要があ
るから

5.5

その他 12.0

事業運営上対応が可能、又は、あまり影響はないと答えた理由

正社員だけで対応できるから 74.3

派遣労働者、業務請負を活用するから 14.3

その他 19.5

無回答 4.4

有期契約労働者がいないと

事業が成り立たない

62.4%

有期契約労働者が

いないと深刻な影

響があるが事業運

営上対応が可能

7.8%

有期契約労働者が

いなくてもあまり

影響はない

16.0%

無回答

13.7%

※ 各種用語は５～６頁の用語解説参照
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〇有期契約労働者を雇用する理由及び今後の活用方針（有期／事業所・2020年４月時点）

資料出所）「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）

○ 有期契約労働者について期間を定めて雇用する理由としては、「経験等を有する高齢者の活用のため」、「業務量の中長期的な変動
に対応するため」、「人件費を低く抑えるため」の割合が高くなっている。

○ また、有期契約労働者の今後の活用方針としては、「現状を維持する」の割合が約５割となっている。

＜有期契約労働者（※）を期間を定めて雇用する理由＞
【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、単位：％（複数回答・最大３つ）】

業務量の中長期的な変動に対応するため

業務量の急激な変動に際して雇用
調整ができるようにするため

人件費（賃金、福利厚生等）
を低く抑えるため

正社員の確保が困難であるため

基幹的労働力として活用するため

派遣労働者よりもメリットがあるため
（派遣会社でない事業所）

正社員とは異なる人事体系
の者を活用するため

その他

無回答

労働者の能力不足が判明した場合
に雇止めができるようにするため

専門的な能力を有する人材を
一定期間確保・活用するため

正社員としての適性があるか
どうかを見極めるため

経験等を有する高齢者の活用のため

その他 －有期契約労働者を雇用する理由及び今後の活用方針－

31.4

27.7

25.0

18.1

15.5

15.3

15.3

14.6

13.5

8.0

3.1

10.9

1.9

※１ 事業所が人事管理上最も重要と考えている職務タイプ。

【 n=有期契約労働者を雇用している又は雇用していた事業所、
単位：％】

＜有期契約労働者の今後の活用方針＞

一層積極的

に活用して

いきたい

11.6%

現状を維持する

48.8%

今後は活用を縮小してい

く方向で検討している

4.0%

特に決めていない

23.7%

無回答

11.8%

※２ 各種用語は５～６頁の用語解説参照ページ 80 / 233
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〇無期転換ルールに関する労働者の意見（多様化／個人・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

【 n=有期契約労働者又は無期転換社員、単位：％】

【 n=左図でどちらかといえば有効ではない又はまったく有効ではないと回答した
有期契約労働者又は無期転換社員、単位：％】

＜無期転換ルールは有期契約労働者の雇用
の安定に有効だと考えるか＞

23.7

23.4

23.2

22.6

16.1

11.8

10.6

9.4

1.2

＜有効ではないと考える理由＞

その他

有期労働契約でも、雇用はある程度、
安定しているから

勤続年数以外にも、無期転換に必要な
要件を会社が自由に追加できるから

更新等の上限設定やクーリング期間な
ど、ルール回避の抜け道があるから

会社側に希望を言い出しにくいから（自動
で無期転換するわけじゃないから）

労働者の多くは希望しないと思うから

罰則等の拘束力がないから

無期労働契約へ移行できても、正社員に
なれるわけではないから

かえって更新上限設定等による雇止めが
増える恐れがあるから

○ 無期転換ルールは有期契約労働者の雇用の安定化のために有効だと考える割合は38.2％、有効でないと考える割合は18.4％となってい
る。

○ 有効ではないと考える理由としては、「かえって更新上限等による雇止めが増える恐れがあるから」の割合が最も高く、次いで「労
働者の多くは希望しないと思うから」となっている。

その他 －労働者の無期転換ルールに関する意見－

大いに有効

11.2%

どちらかと

いえば有効

27.0%

どちらかと

いえば有効

ではない

14.6%

まったく有効ではない

3.8%

何とも言えない・

分からない

43.4%

有効ではない：18.4％

有効：38.2％

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
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Ⅲ 多様な正社員の雇用ルール等に関する現状
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5.6 

6.4 

9.9 

10.6 

13.1 

7.5 

82

〇企業規模別の多様な正社員がいる企業の状況（多様化／企業・2021年１月時点）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

〇 多様な正社員がいる企業は全体で18.3％となっており、企業規模が大きくなるにつれて多様な正社員がいる企業の割合が大
きくなっている。

〇 限定内容別でみると、従業員1,000人以上の企業規模で勤務地限定正社員がいる企業の割合が高くなっている。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の活用状況－

＜多様な正社員がいる企業＞

＜限定内容別＞
職務限定正社員がいる企業

n=全有効回答企業

勤務時間限定正社員がいる企業

12.9

16.0

22.8

28.4

43.4

18.3

6.0 

7.5 

11.4 

19.0 

37.9 

9.6 

1,000人以上

300～999人

100～299人

50～99人

49人以下

勤務地限定正社員がいる企業

n=全有効回答企業

1,000人以上

300～999人

100～299人

50～99人

49人以下

※１ 勤務地、職務、勤務時間のうち２つ以上の項目が限定された正社員がいる場合には、そのうち最も主要な限定項目が限定された社員区分に分類

【n=全有効回答企業、単位：％】

【n=全有効回答企業、単位：％】
【n=全有効回答企業、単位：％】 【n=全有効回答企業、単位：％】

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

企
業
規
模
別

企
業
規
模
別

7.3 

8.8 

13.2 

11.7 

15.2 

9.8 
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〇 限定内容別に多様な正社員がいる企業の上位を見てみると、「勤務地限定正社員がいる企業」は「金融業，保険業」が最
も割合が高く、「職務限定正社員がいる企業」は「鉱業，採石業，砂利採取業」が最も割合が高く、 「勤務時間限定正社員
がいる企業」は「宿泊業，飲食サービス業」が最も割合が高い。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の活用状況－

【 n=全有効回答企業、単位：％】

〇業種・限定内容別・多様な正社員がいる企業の状況（多様化／企業・2021年１月時点）

14.1 

16.1 

16.7 

17.2 

22.0 

9.6 

12.7 

13.8 

13.8 

18.6 

20.0 

9.8 

10.0 

11.2 

11.3 

12.7 

12.9 

7.5 

電気・ガス・
熱供給・水道業

卸売業，小売業

金融業，保険業

宿泊業，
飲食サービス業

運輸業，郵便業

学術研究，
専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業

鉱業，採石業，
砂利採取業

不動産業，
物品賃貸業

宿泊業，
飲食サービス業

医療，福祉

鉱業，採石業，
砂利採取業

不動産業，
物品賃貸業

宿泊業，
飲食サービス業

電気・ガス・
熱供給・水道業

運輸業，郵便業

※１ 割合の高い上位５つを記載

※２ 勤務地、職務、勤務時間のうち２つ以上の項目が限定された正社員がいる場合には、そのうち最も主要な限定項目が限定された社員区分に分類

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。

職務限定正社員がいる企業 勤務時間限定正社員がいる企業勤務地限定正社員がいる企業

※３ 各種用語は８頁の用語解説参照

n=全有効回答企業 n=全有効回答企業 n=全有効回答企業
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0

28.5

17.8

14.6

1.1

57.6

84

〇企業における多様な正社員の状況（多様化／企業・2021年１月時点）

〇 多様な正社員の限定されているもの以外も含めた労働条件等については以下のデータのとおりである。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の活用状況－

＜無限定正社員に比べて限定されている労働条件（主たる限定内容以外）＞

32.4

11.8

20.9

0.5

53.1

22.4

13.3

12.4

0.2

69.4

＜配置転換（異動）の有無＞

31.3

24.4

25.5

26.6

26.7

25.8

27.3

21.7

26.4

＜勤務地の範囲＞

【 n=各多様な正社員がいる企業、単位：％ （複数回答）】

【 n=各多様な正社員がいる企業、単位：％ 】

【 n=各多様な正社員がいる企業、単位：％ 】

34.9

33.3

6.0

5.1

23.5

31.9

8.4

13.2

27.1

29.4

6.3

11.7

職務限定正社員がいる企業 勤務時間限定正社員がいる企業勤務地限定正社員がいる企業

職種・職務

勤務地

労働時間
（時間外労働の有無を含む）

役職（昇進）の上限

その他

無回答

配置転換あり
（人事の広範な裁量）

配置転換あり
（やむを得ない場合のみ）

配置転換なし

事業所限定

事業所間異動あり
（転居なし）

事業所間異動あり
（転居あり）

元々事業所が１つしかない

※ 各種用語は８頁の用語解説参照 資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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〇 限定内容別に正社員全体に多様な正社員が占める割合を見てみると、「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」は正社員
全体に対して「10％未満」「10～20％未満」を占めるという企業の割合が高くなっており、「勤務時間限定正社員」は正社
員全体に対して「10％未満」を占めるという企業の割合が高い。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の活用状況－

【職務限定正社員】

【勤務地限定正社員】

【勤務時間限定正社員】

〇企業における正社員全体に多様な正社員が占める割合（多様化／企業・2021年１月時点）

【 n=各多様な正社員がいる企業、単位：％】

20.7

22.8

57.0

16.7

13.4

13.8

11.3

6.1

5.6

14.0

8.6

3.3

10.4

9.8

0.7

7.3

20.3

0.9

19.6

19.1

18.7

１０％未満 １０～２０％未満 ２０～３０％未満 ３０～５０％未満 ５０～８０％未満 ８０％以上 無回答

※１ 小数点以下は切り上げ

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。ページ 86 / 233
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〇 限定内容別に企業が多様な正社員を導入した理由を見てみると、「勤務地限定正社員」では「正社員の定着を図るため」が、
「職務限定正社員」は「職務を限定することで専門性や生産性の向上をより促すため」が、「勤務時間限定正社員」は「育児・
介護等と仕事との両立への対応のため」の割合が最も高く、限定内容に応じた導入理由となっている。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の活用状況－

【職務限定正社員】

【勤務地限定正社員】

【勤務時間限定正社員】

〇企業における多様な正社員を導入した理由（上位５つ）（多様化／企業・2021年１月時点）
【 n=各多様な正社員がいる企業、単位：％（複数回答）】

42.2

28.7

23.8

22.5

19.1

35.1

32.3

28.7

24.8

15.5

46.5

34.1

32.2

27.3

22.0

正社員の定着を図るため

優秀な人材を採用するため

ワーク・ライフ・バランスを支援するため

人材の特性に合わせた多様な雇用管理を行うため

育児・介護等との両立への対応のため

正社員の定着を図るため

優秀な人材を採用するため

ワーク・ライフ・バランスを支援するため

人材の特性に合わせた多様な雇用管理を行うため

職務を限定することで、専門性や生産性の
向上をより促すため

正社員の定着を図るため

優秀な人材を採用するため

ワーク・ライフ・バランスを支援するため

育児・介護等と仕事との両立への対応のため

女性や若者を採用・活用したいから

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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〇 多様な正社員がいない理由としては、「そもそも正社員は多様な働き方が可能だから」と「全事業所が転勤を伴わない範囲内
にある又は１つしか事業所がないから」の割合が高くなっている。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の活用状況－

〇企業における多様な正社員がいない理由（多様化／企業・2021年１月時点）

5.6

4.7

4.5

4.9

5.6

10.4

11.0

12.0

40.6

47.0

【 n=多様な正社員区分がない（正社員には、いわゆる正社員（無限定正社員）しかいない）企業、単位：％（複数回答）】

そもそも正社員は多様な働き方が
可能だから

労務管理が煩雑になるから

限定に応じた賃金等の労働条件の設定
が困難であるから

仕事の範囲が１つしかないから

非正社員を積極的に活用しているから

従業員や労働組合等からの要請がないから

導入方法・運用方法に関するノウハウ
がないから

その他

無回答

全事業所が転勤を伴わない範囲内にある
又は１つしか事業所がないから

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。ページ 88 / 233
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〇 無期転換社員がいずれかの社員区分であるかについては、無限定正社員であると回答した企業の割合は２割超、各多様な正社
員区分であると回答した企業は１割未満、無期転換社員独自の社員区分があると回答した企業は１割となっている。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の活用状況－

〇無期転換社員の社員区分（多様化／企業・2021年１月時点）
【 n=無期転換社員のいる企業、単位：％（複数回答）】

その他

無回答

無限定正社員

勤務地限定正社員

職務限定正社員

勤務時間限定正社員

無期転換社員独自の社員区分がある

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。

23.8

7.9

8.1

6.0

10.0

6.7

50.0

ページ 89 / 233



15.5

12.7

11.6

10.8

10.4

35.9

勤務時間や労働日数が短いから（残業がない・少ない等）

自分の都合のよい時間帯・曜日に働きたいから

勤務地が限定されているから（自宅・親族から近い等）

資格・技能を活かして働きたかったから

専門性のある仕事に就きたかったから

特に理由はない（たまたま採用された等）

89

〇 多様な正社員が現在の働き方を選んだ理由としては、いずれの限定内容であっても「特に理由はない」の割合が最も多いが、
「勤務地限定正社員」は「勤務地が限定されているから」が、「職務限定正社員」は「専門性のある仕事に就きたかったから」
が、「勤務地限定正社員」は「勤務時間や労働日数が短いから」と、限定内容に対応した理由の割合が高くなっている。

多様な正社員に関する現状 －労働者における多様な正社員の状況－

〇多様な正社員が今の働き方を選んだ理由（上位６つ）（多様化／個人・2021年１月）

【 n=限定内容別の多様な正社員、単位：％（複数回答）】

【職務限定正社員】

【勤務地限定正社員】

【勤務時間限定正社員】

20.6

13.0

9.2

8.8

6.9

44.9

勤務地が限定されているから（自宅・親族から近い等）

自分の都合のよい時間帯・曜日に働きたいから

専門性のある仕事に就きたかったから

資格・技能を活かして働きたかったから

勤務時間や労働日数が短いから（残業がない・少ない等）

特に理由はない（たまたま採用された等）

18.1

16.8

16.6

9.1

8.0

41.3

専門性のある仕事に就きたかったから

資格・技能を活かして働きたかったから

勤務地が限定されているから（自宅・親族から近い等）

自分の都合のよい時間帯・曜日に働きたいから

責任の重くない仕事に就きたかったから

特に理由はない（たまたま採用された等）

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。※ 各種用語は８頁の用語解説参照
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71.8

49.5

31.6

10.2

14.5

13.6

72.7

45.5

36.9

12.5

11.9

15.3

73.4

41.8

39.7

8.2

8.6

18.0

以下のいずれかで規定している

就業規則で規定している

個別契約で規定している

労働協約で規定している

特に規定していない

無回答

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

90

〇 多様な正社員の労働条件の限定内容について、いずれかの方法で規定している企業の割合が７割超となっている。
〇 規定方法については、「就業規則で規定している」「個別契約で規定している」企業の割合が高くなっている。
〇 「特に規定していない」理由について、「従業員の希望に応じて限定内容を柔軟に変更したいから」「企業の希望に応じて限
定内容を柔軟に変更したいから」「限定内容が明瞭でないから」の割合が高くなっている。

多様な正社員に関する現状 －企業における限定した労働条件の規定－

〇企業における多様な正社員の労働条件の限定内容の規定（多様化／企業・2021年１月）

＜多様な正社員の労働条件の限定内容の規定方法＞
＜多様な正社員の労働条件の限定内容を
規定していない理由＞

【 n=多様な正社員がいる企業、単位：％（複数回答）】

【 n=多様な正社員がいるが、限定内容を規定していないと
回答した企業、単位：％（複数回答）】

61.3

20.0

26.3

3.8

11.3

1.3

50.7

20.9

23.9

1.5

19.4

3.0

73.0

21.6

8.1

2.7

10.8

5.4

従業員の希望に応じて限定内容を

柔軟に変更したいから

企業の希望に応じて限定内容を柔

軟に変更したいから

限定内容が明瞭でないから

就業規則を変更するなどの手続が

大変だから

その他

無回答

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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80.5 

75.1 

5.5

5.1

14.4

82.4 

76.5 

5.9

2.9

14.8

81.1 

74.1 

7.0

1.4

17.5

書面で明示又は口頭で説明している

書面で明示している

書面で明示はせず、

口頭でのみ説明している

特に説明はしていない

無回答

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

91

〇 多様な正社員の労働条件の限定内容の説明方法について、「書面で明示又は口頭で説明している」企業の割合が８割超となっ
ている。「書面で明示していない」理由について、「従業員の希望に応じて限定内容を柔軟に変更したいから」「企業の希望に
応じて限定内容を柔軟に変更したいから」「限定内容が明瞭でないから」の割合が高くなっている。

多様な正社員に関する現状 －企業における限定した労働条件の説明－

〇企業における多様な正社員の労働条件の限定内容の規定（多様化／企業・2021年１月）

＜多様な正社員の労働条件の説明方法＞

＜多様な正社員の労働条件の限定内容を
書面で明示していない理由＞

【 n=多様な正社員がいる企業、単位：％】

【 n=多様な正社員がいるが、書面で明示していないと回答
した企業、単位：％（複数回答）】

58.6

20.7

19.0

15.5

1.7

51.0

22.4

20.4

24.5

4.1

63.9

33.3

13.9

8.3

13.9

従業員の希望に応じて限定内容を柔軟

に変更したいから

企業の希望に応じて限定内容を柔軟に

変更したいから

限定内容が明瞭でないから

その他

無回答

※ 各種用語は８頁の用語解説参照 資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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68.9

12.5

18.5

69.3

12.1

18.5

65.0

13.3

21.7

過去５年間に労働条件の

限定内容を変更したことはない

過去５年間に労働条件の

限定内容を変更したことがある

無回答

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

92

〇 過去５年間において多様な正社員の労働条件の限定内容について、いずれも１割超の企業が変更したことがあると回答した。
その変更した限定内容は、勤務地限定正社員は「勤務地の変更（転勤）」、職務限定正社員は「他職務（職種）への配転」、勤
務時間限定正社員は「所定勤務時間の変更」の割合が最も高かった。

多様な正社員に関する現状 －企業における限定した労働条件の変更－

〇企業における多様な正社員の労働条件の限定内容の変更（多様化／企業・2021年１月）

＜過去５年間における多様な正社員の限定した
労働条件の変更の有無＞ ＜多様な正社員の限定した労働条件の変更内容＞

【 n=各多様な正社員がいる企業、単位：％】

76.8

23.2

15.9

10.1

41.2

60.3

26.5

5.9

28.1

12.3

71.9

10.5

勤務地の変更

（転勤）があった

他職務（職種）

への配転があった

所定の勤務時間を

変更した

無回答

【 n=多様な正社員の限定した労働条件を変更したことのある企業、
単位：％（複数回答）】

※１ 多様な正社員の限定内容の変更とは、例えば、職務限定正社員の他職務への転換や、地域限定正社員の転勤の実施等をいう。
※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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〇 多様な正社員の労働条件の限定内容を変更した理由としては、「労働者の希望」と回答した企業の割合が最も高くなっており、
ほかに「事業所、部署の廃止」「人手不足」「事業再編」などがある。

〇 変更時の特別な配慮としては、勤務地限定正社員に対しては「居住地を踏まえた勤務地配慮をした」の割合が最も高く、職務
限定正社員は「職務（職種）に配慮した」の割合が最も高くなっている。勤務時間限定正社員は「特段配慮はない」が最も高い。

多様な正社員に関する現状 －企業における限定した労働条件の変更－

〇企業における多様な正社員の労働条件の限定内容の変更（多様化／企業・2021年１月）

＜多様な正社員の限定した労働条件を変更した理由＞ ＜多様な正社員の限定した労働条件を変更した
ときの特別な配慮＞【 n=多様な正社員の限定した労働条件を変更したことのある企業、

単位：％（複数回答）】

40.6

20.3

26.1

26.1

10.1

2.9

15.9

14.5

57.4

20.6

27.9

22.1

10.3

7.4

11.8

8.8

71.9

19.3

14.0

5.3

7.0

1.8

7.0

12.3

労働者の希望

事業所、部署の廃止

人手不足

事業再編

営業時間の変更

経営規模縮小

その他

無回答

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

52.2

23.2

18.8

15.9

11.6

7.2

13.0

5.8

22.1

38.2

20.6

11.8

14.7

7.4

25.0

5.9

21.1

17.5

17.5

7.0

5.3

0.0

42.1

15.8

居住地を踏まえた
勤務地配慮をした

職務（職種）に配慮をした

賃金を上げた

特別の手当を支給

役職を上げた

その他

特段配慮はない

無回答

【 n=多様な正社員の限定した労働条件を変更したことのある企業、
単位：％（複数回答）】

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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88.4 

65.2

33.3

2.9

1.4

1.4

0.0

7.2

82.4 

57.4

35.3

10.3

1.5

2.9

2.9

5.9

86.0 

70.2

24.6

5.3

0.0

0.0

1.8

8.8

個別の従業員の同意を得た

個別の従業員の同意を得て、

個別の契約により変更した

個別の従業員の同意を得て、

就業規則等に則り変更した

就業規則の改正等により変更した

個別の従業員の同意は得ず、

就業規則等に則り変更した

個別の従業員の同意を得ず、

企業の指示のみで変更した

その他

無回答

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

94

〇 多様な正社員の労働条件の限定内容を変更した際の手続としては、個別の従業員の同意を得た企業の割合が８割超で、個別の
従業員の同意を得て個別の契約により変更した企業の割合が約６割となっている。

〇 限定内容を変更した際の説明について、「書面で明示又は口頭で説明している」企業の割合が約９割となっている。

多様な正社員に関する現状 －企業における限定した労働条件の変更－

〇企業における多様な正社員の労働条件の限定内容の規定（多様化／企業・2021年１月）

＜多様な正社員の限定した労働条件の変更時の手続き＞ ＜多様な正社員の限定した労働条件の変更時
の説明方法＞【 n=多様な正社員の限定した労働条件を変更したことのある企業、単位：％（複数回答）】

【 n=多様な正社員の限定した労働条件を変更したことのある企業、
単位：％（複数回答）】

89.9 

79.7 

10.1

1.4

8.7

91.2 

77.9 

13.2

0.0

8.8

91.2 

86.0 

5.3

0.0

8.8

書面で明示又は

口頭で説明している

書面で明示している

書面で明示はせず、

口頭でのみ説明している

特に説明はしていない

無回答

書面で明示しない理由
としては「従業員の希
望に応じて限定内容を
柔軟に変更したいか
ら」の割合がいずれも
60％以上と最も高い。

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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現在の会社において、過去

5年間に変更はない

69.9%

会社の都合で変更

したことも、自分

（労働者）の都合

で変更したことも

ある

11.9%

会社の都合で変更

した11.1%

自分（労働者）の都合で変更した

7.1%

95

〇 限定した労働条件について、会社都合で変更したことがある多様な正社員の割合が23.0％であった。変更した労働条件の内容
について、勤務地の変更があったもののうち、転居転勤が合った勤務地限定正社員の割合は３割であった。

〇 労働条件に関する会社側の説明方法や会社から説明がなかったことにより、限定内容について変更を命じられるのではない
かと「不安に思ったことがある」多様な正社員の割合は28.9％となっている。

多様な正社員に関する現状 －労働者における限定した労働条件の変更－

〇多様な正社員の限定した労働条件の変更（多様化／個人・2021年１月）

＜過去５年間における限定した労働条件の変更の有無＞
＜変更した労働条件の限定内容＞

48.9

30.3

21.7

5.4

43.5

38.8

19.7

4.8

58.1

25.7

19.0

7.6

所定の勤務時間の変更があった

他の職務（職種）への配転

による変更があった

勤務地の変更があった

その他

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

【 n=多様な正社員、単位：％】
【 n=限定した労働条件を変更したことがある多様な正社員、単位：％】

勤務地の変更が
あった勤務地限定
正社員のうち、転
居転勤があった者
の割合は30.0％

＜個別契約で労働条件を変更した場合の本人の同意の有無＞

【 n=会社都合でのみ限定した労働
条件を個別契約で変更したことが
ある多様な正社員、単位：％】

同意を得て労働条

件を変更した

75.0%

同意を得ずに労働条

件を変更された

25.0%

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

＜説明方法や説明がなかったことによる限定内容を変更
されることへの不安＞

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=多様な正社員、単位：％】

不安に思った

ことがある

28.9%
不安に思った

ことがない

71.1%
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〇 多様な正社員の採用・補充方法では「中途・通年採用」である企業の割合が最も多い。
〇 「有期契約労働者からの転換」や「無期転換者からの転換」により多様な正社員を補充している企業の割合も約２割となっ
ている。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の採用・補充－

〇企業における多様な正社員の採用・補充方法（多様化／企業・2021年１月）
【 n=多様な正社員いる企業、単位：％（複数回答）】

38.2

66.2

25.8

20.4

20.0

21.1

0.9

23.6

37.3

68.4

27.3

18.2

17.1

13.9

1.6

22.6

20.1

49.5

22.7

15.4

18.5

28.3

1.9

29.9

新規学卒採用（卒後３年以内含む）

中途・通年採用

有期契約労働者からの転換

無期転換社員からの転換

多様な正社員からの転換

無限定正社員からの転換

その他

無回答

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。ページ 97 / 233
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〇 企業における多様な正社員等と無限定正社員の転換制度について、「多様な正社員等から無限定正社員への転換」及び「無限
定正社員から多様な正社員等への転換」の両方の制度があると回答した企業が約２割であった。

〇 転換制度がある企業のうち、多様な正社員等から無限定正社員に転換した従業員がいる企業も、無限定正社員から多様な正社
員等に転換した従業員がいる企業も約５割であった。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の転換－

〇企業における多様な正社員等と無限定正社員の転換制度及び転換実績（多様化／企業・2021年１月）

両方向転換可能

21.8%

多様から無限

定のみ可能

8.5%

無限定から多様

のみ可能

1.2%

いずれも転換

制度なし

32.1%

無回答

36.5%

＜無限定正社員と多様な正社員等の転換制度＞

【 n=多様な正社員又は無期転換社員のいる企業、単位：％】

※１ 「無限定正社員から多様な正社員等への転換制度の有無」と「多様な正社
員等から無限定正社員への転換制度の有無」について尋ねた問から集計し
たため、いずれかの転換制度があると回答したものの、もう一方の転換制
度について無回答の場合は、集計の際に無回答に含めている。

※３ 各種用語は８頁の用語解説参照

※２ 多様な正社員等には無期転換社員も含む

いる

48.0%
いない

51.4%

無回答

0.6%

いる

49.7%いない

48.8%

無回答

1.5%

＜過去5年間に多様な正社員等から無限定正社員
に転換した従業員の有無＞

【 n=多様な正社員等から
無限定正社員への転換制度
がある企業、単位：％】

＜過去5年間に無限定正社員から多様な正社員等
に転換した従業員の有無＞

【 n=無限定正社員から多様
な正社員等への転換制度が
ある企業、単位：％】

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。
ページ 98 / 233



62.7

34.4

34.2

29.5

29.5

21.6

14.2

9.1

8.6

7.2

4.3

3.6

1.9

本人の同意があること

育児や介護の必要性の要件に合致すること

仕事内容等の変化に対応できること

上司の推薦があること

転換後の勤務時間に対応できること

転換後に必要なスキル等を持っていること

勤務成績がいいこと

従業員の希望のみで転換できる

選考に合格すること

勤続年数

その他

転換（応募）回数が一定以下であること

無回答

98

〇 多様な正社員から無限定正社員への転換の際の条件については「本人の同意があること」が最も多く、 「上司の推薦がある
こと」「仕事内容等の変化に対応できること」の順に割合が多い。

〇 一方、無限定正社員から多様な正社員への転換の際の条件について、「本人の同意があること」が最も多く、「育児や介護
の必要性の要件に合致すること」「仕事内容等の変化に対応できること」の順に割合が多い。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の転換－

〇企業における多様な正社員と無限定正社員の転換条件（多様化／企業・2021年１月）

【 n=無限定正社員から多様な正社員等への転換制度のある企業、
単位：％（複数回答）】

＜多様な正社員等から無限定正社員への転換条件＞ ＜無限定正社員から多様な正社員等への転換条件＞

【 n=多様な正社員等から無限定正社員への転換制度のある企業、
単位：％（複数回答）】

66.0

47.0

46.3

35.5

34.2

30.6

27.8

21.1

15.2

4.1

2.2

1.7

1.7

本人の同意があること

上司の推薦があること

仕事内容等の変化に対応できること

転換後の勤務時間に対応できること

転換後に必要なスキル等を持っていること

勤務成績がいいこと

選考に合格すること

転居を伴う異動への対応が可能であること

勤続年数

従業員の希望のみで転換できる

その他

転換（応募）回数が一定以下であること

無回答

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照※１ 多様な正社員等には無期転換社員も含む

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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〇 現在の就業形態になった経緯について、他の就業形態から転換した多様な正社員の割合が16.8％であった。
〇 転換して多様な正社員になった者の、転換前の就業形態としては「いわゆる正社員」の割合が最も高い。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の転換状況－

〇多様な正社員になった経緯・転換前の職業形態（多様化／個人・2021年１月）

＜多様な正社員になった経緯（転換の有無）＞
＜多様な正社員に転換する前の職業形態＞

【 n=多様な正社員、単位：％】

【 n=多様な正社員に転換した者、単位：％】転換したことで

現在の就業形態

になった

16.8%

転換したことで現在の就業

形態になったわけではない

（※）

83.2%

18.0

15.2

16.3

勤務地限定正社員

職務限定正社員

勤務時間限定正社員

＜転換したことで多様な正社員になった割合＞

67.8

66.3

65.9

12.6

12.5

19.5

7.7

8.8

9.8

9.8

5.0

0.7

2.5

2.4

1.4

5.0

2.4

勤務地限定正社員

職務限定正社員

勤務時間限定正社員

いわゆる正社員 ほかの多様な正社員 パート・アルバイト

契約社員 嘱託 派遣社員

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

【 n=各多様な正社員、単位：％】

※１ 新規採用や中途採用、求人応募などで現在の就業形態になった。
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〇 多様な正社員や無限定正社員に他の就業形態に転換することができるか聞いたところ、いずれも「わからない」と回答した
割合が最も高い。

〇 多様な正社員からいわゆる正社員への転換ができると回答した多様な正社員は27.4％であった。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の転換状況－

〇多様な正社員と無限定正社員の転換（多様化／個人・2021年１月）

【 n=多様な正社員、単位：％（複数回答）】

＜多様な正社員からの転換＞ ＜無限定正社員からの転換＞

【 n=多様な正社員いる企業で働く無限定正社員、単位：％（複数回答）】

36.8

28.0

9.8

5.4

22.4

40.8

以下のいずれかの

多様な正社員に転換できる

勤務地限定正社員に転換できる

職務限定正社員に転換できる

勤務時間限定正社員に転換できる

以上のいずれにも転換できない

わからない

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

27.4

4.4

14.0

56.3

いわゆる正社員に転換できる

他の限定正社員に転換できる

いわゆる正社員や多様な正社員のいず

れにも転換できない

わからない
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24.3

19.0

17.4

16.7

15.5

15.1

14.7

9.3

9.0

8.9

6.0

5.6

2.1

3.6

自分の都合のよい時間で働けなくなるから

精神的、体力的に対応できないから

転勤がありうるのは困るから／いやだから

通勤時間が長くなるのは困るから／いやだから

賃金や待遇が特によくなるわけではないから

配置転換などで現在の仕事や職場で働けなくなるのはい…

勤務時間や労働日数が長くなるのはいやだから

家事・育児・介護等と両立できなくなるから

管理監督などの責任を負うのがいやだから

仕事内容が難しくなる／仕事の範囲が広がるのがいやだ…

自分の都合で辞めることができなくなるから

組織に縛られる働き方はいやだから

賃金の調整ができなくなるから

その他

101

〇 いわゆる正社員への転換希望について、「希望する」多様な正社員の割合が約３割、「希望しない」割合が約７割であった。
〇 いわゆる正社員への転換を希望する理由としては、「賃金が上昇するから」の割合が最も高く、「希望しない」理由としては、
「自分の都合の良い時間で働けなくなる」の割合が最も高い。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の転換状況－

〇多様な正社員のいわゆる正社員への転換希望（多様化／個人・2021年１月）

＜いわゆる正社員への転換希望＞
＜正社員に転換を希望しない理由＞

【 n=多様な正社員、単位：％】

【 n=いわゆる正社員への転換を希望しない多様な正社員、単位：％（複数回答）】

配置転換などで現在の仕事や職場で働けなくなるのはいや
だから

希望しない

68.1%

希望する

31.9%

仕事内容が難しくなる／仕事の範囲が広がるのがいやだから

＜正社員に転換を希望する理由＞
【 n=いわゆる正社員への転換を希望する多様な正社員、

単位：％（複数回答）】

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

正社員に転換を希望する理由

賃金が上昇するから 75.2

職務や権限の範囲が拡大するから 35.5

昇進が早くなるから 13.2

その他 2.8

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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〇 今後５年先を見据えたときに多様な正社員として働くことを希望する可能性について、いわゆる正社員のうち「ある」と回
答したのは26％で、その理由としては「余暇時間を大切にしたい」「仕事と育児の両立」等がある一方、「ない」と回答した
のは74％で、その理由は「賃金が低下する」「職務を限定すると、キャリア設定も限定される」等がある。

多様な正社員に関する現状 －正社員における多様な正社員の認識－

〇いわゆる正社員が多様な正社員として働くことを希望する可能性等
（多様化／個人・2021年１月）

【 n=いわゆる正社員、単位：％】

＜いわゆる正社員が今後５年先を見据えたときに多様
な正社員として働くことを希望する可能性の有無＞

希望する可能性

がある

26.0%

希望することは

ない

74.0%
【 n=多様な正社員として働くことを希望することはない

いわゆる正社員、単位：％（複数回答）】

【 n=多様な正社員として働くことを希望する可能性がある
いわゆる正社員、単位：％（複数回答）】

多様な正社員を希望しない理由（上位５つ）

賃金が低下する 40.1

職務を限定すると、キャリア設計も限定される 23.1

職務を限定し専門性を向上させても、それに見合った額の
賃金が払われない 19.5

多様な経験を通じて、能力を向上させたい 12.5

昇進が遅れる 8.6

多様な正社員を希望する可能性がある理由（上位５つ）

余暇時間を大切にしたい 43.9

仕事と育児の両立 28.8

勤務地を限定して働きたい
（転勤等で住み慣れた場所を離れたくない） 24.6

賃金が上がる 22.4

雇用が保障される・維持される 18.7

※１ いわゆる正社員から多様な正社員になる制度が会社にある前提で回答。

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照
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〇 多様な正社員制度利用に必要な支援や配慮についていわゆる正社員に聞いたところ、「採用段階から多様な正社員の採用枠
を設けてほしい」、「多様な正社員の人数を増やしてほしい」、「勤務地や職務等の限定内容に応じて、将来のキャリア展望
の情報開示をしてほしい」の順に割合が高くなっている。

多様な正社員に関する現状 －正社員における多様な正社員の認識－

〇多様な正社員制度利用に必要だといわゆる正社員が考える支援や配慮
（多様化／個人・2021年１月時点）

【 n=いわゆる正社員、単位：％（複数回答）】

4.7

9.5

9.8

10.3

12.6

13.3

16.4

19.0

19.8

24.0

28.7採用段階から多様な正社員の採用枠を設けてほしい

多様な正社員の人数を増やしてほしい

希望を出せる勤務地・職務の選択肢を
増やしてほしい

多様な正社員への転換で生じる賃金低下を
納得できるものにしてほしい

多様な正社員といわゆる正社員との
相互転換を容易にしてほしい

勤務地や職務等の限定内容を書面等で明示してほしい

多様な正社員への転換によって昇進スピード
が遅れないようにしてほしい

転勤希望を出せる頻度を増やしてほしい
（転勤意向聴取時期を増やす等）

勤務地や職務等の限定でキャリア形成に支障
がでないように研修を強化してほしい

その他

勤務地や職務等の限定内容に応じて、
将来のキャリア展望の情報公開をしてほしい

※１ いわゆる正社員から多様な正社員になる制度が会社にある前提で回答。

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照
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2.5

44.5

16.7

7.8

2.5

0.5

0.5

24.7

4.5

50.1

7.8

6.6

3.9

0.9

0.4

25.8

1.4

38.8

11.4

14.5

5.6

1.9

0.5

25.9

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

104

〇 多様な正社員の無限定正社員と比較した基本賃金の水準としては、「正社員と同じ」の割合が最も高い。
〇 その他の諸手当については、無限定正社員に適用がある場合はいずれにおいても８割超の多様な正社員にも適用がある。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の処遇－

〇無限定正社員と比較した多様な正社員の処遇（多様化／企業・2021年１月時点）

＜多様な正社員の基本賃金の水準＞ ＜同じ企業で働く無限定正社員に適用がある手当等
の制度について多様な正社員への適用状況＞【 n=各多様な正社員のいる企業、単位：％】

92.6 

88.8 

94.3 

87.0 

81.7 

95.4 

94.8 

93.7 

95.4 

94.4 

89.5 

83.6 

93.1 

84.0 

84.0 

94.4 

94.7 

93.6 

91.6 

92.9 

88.9 

85.1 

94.3 

82.6 

85.4 

93.0 

95.6 

94.3 

95.6 

93.9 

【 n=各多様な正社員のいる企業、単位：％】

無回答

正社員より高い

正社員と同じ

正社員の
５割程度以下

正社員の９割程度

正社員の８割程度

正社員の７割程度

正社員の６割程度

通勤手当

退職金

家族手当

住宅手当

法定外有給休暇

賞与

法定外健康診断

福利厚生（上記以外）

福利厚生（施設利用）

健康保険／
厚生年金保険

※ 各種用語は８頁の用語解説参照
資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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〇 現在の会社にほとんど同じ仕事をしている正社員がいるという多様な正社員の割合は約６割。
〇 そのうち、そうした正社員より賃金水準が低いという多様な正社員の割合は17.9％。手当等の処遇にも差があると回答が
あった多様な正社員が一定の割合でいた。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の処遇－

〇仕事がほぼ同じ正社員の待遇と比較した際の多様な正社員の処遇
（多様化／個人・2021年１月時点）

＜仕事がほぼ同じ（※）いわゆる正社員の有無＞

＜基本的な賃金（基本給）の水準＞

【 n=多様な正社員、単位：％】

【 n=仕事がほぼ同じ正社員がいる多様な正社員、単位：％】

いる

62.2%

正社員はいるがほ

とんど同じ仕事の

正社員はいない

30.8%

正社員がいない

7.0%

＜いわゆる正社員との処遇の差の有無＞

17.1

21.1

17.3

10.8

11.5

11.7

9.3

9.1

9.0

8.5

9.9

定期昇給

賞与

退職金

通勤手当

家族手当

住宅手当

健康保険／厚生年金保険

福利厚生（施設利用）

福利厚生（上記以外）

法定外健康診断

法定外有給休暇

【 n=仕事がほぼ同じ正社員がいる多様な正社員、単位：％】

※３ 正社員にのみ適用がある、又は、適用はあるが待遇が低いと回答し
た割合を抽出。

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

※１ 各種用語は８頁の用語解説参照

※２ 仕事がほぼ同じと
は、労働者からみた業務
内容と責任の範囲が同じ
かどうかであり、職務内
容・配置の変更範囲等ま
で同じであるかは本調査
では把握していないこと
に留意が必要。

9.1

44.1

17.9

28.9

ほとんど同じ仕事をしている正社員よりも
高い賃金水準である

ほとんど同じ仕事をしている正社員と
同等の賃金水準である

ほとんど同じ仕事をしている正社員より
低い賃金水準である

ほとんど同じ仕事をしている正社員の
賃金がわからない
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〇 仕事がほぼ同じ正社員と比較した待遇について、不満があるという多様な正社員の割合は46.6％。その不満の内容について、
「不合理な賃金差がある」の割合が最も高い。

〇 また、正社員と比較した待遇差への説明について、説明があったという多様な正社員は15.7％、説明がなかったのは59.8％。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の処遇－

〇仕事がほぼ同じ正社員の処遇等と比較した際の多様な正社員の満足度
（多様化／個人・2021年１月時点）

【 n=仕事がほぼ同じ正社員が会社にいる多様な正社員、単位：％】

非常に不満

11.7%

やや不満

34.9%

やや満足

44.6%

非常に

満足

8.8%

【 n=仕事がほぼ同じ正社員との待遇差に不満がある多様な正社員、単位：％】

【 n=仕事がほぼ同じ正社員が会社にいる多様な正社員、単位：％】

不満があると回答した者のうち会社に説明を
求めたい：30.8％、必要ない：25.1％、分からない：44.2％

36.0

23.5

18.9

16.3

14.5

11.4

7.9

5.1

4.6

3.1

3.1その他

不合理な賃金差がある

共有がしっかりとなされない
情報が多い

労働時間と比較して、業務
量が過大である

昇進に上限がある

不合理な昇進スピードの差
がある

正社員と他の社員区分との
間の転換制度が設けられて

いない

限定した職務内容以外の業務を
手伝うように発注・指示される

教育訓練で不合理な差がある

短時間労働しかできない中、
締切までに十分な余裕のない

仕事発注が多い

福利厚生の適用で不合理な
差がある（食堂や更衣室な

どの利用制限など）

正社員と比較した待遇差への説明があったか

ある 15.7

ない 59.8

分からない 24.6

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

＜仕事がほぼ同じ正社員（※）と処遇等を比較した満足度＞
＜不満を感じた具体的な事柄＞

不満がある
46.6％

※１ 仕事がほぼ同じとは、労働者からみた業務内容と責任の範囲が同じか
どうかであり、職務内容・配置の変更範囲等まで同じであるかは本調査で
は把握していないことに留意が必要。
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〇 多様な正社員と就労状況・処遇・昇進を比較した際に不満について、「不満がある」といういわゆる正社員の割合は約４割 。
〇 不満を感じた事項としては、「合理的な賃金差が設けられていない」「合理的な昇進スピードの差が設けられていない」
「労働時間と比較して、業務量が課題になった」の順に割合が高い。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の処遇－

〇多様な正社員と比較した際のいわゆる正社員の不満（多様化／個人・2021年１月時点）

＜多様な正社員と就労状況・処遇・昇進を
比較した際の不満＞

＜不満を感じた事柄＞

【 n=職場に多様な正社員がいるいわゆる正社員、単位：％】

【 n=多様な正社員との就労状況・処遇・昇進を比較して不満
があるいわゆる正社員、単位：％（複数回答）】

非常に不満

である

10.1%

まあ不満である

29.3%
あまり不満はない

48.3%

まったく不

満はない

12.3%

0.9

11.3

12.2

13.9

14.5

21.5

27.7

32.5

47.9

いわゆる正社員と多様な正社員との
間の転換制度が設けられていない

その他

合理的な賃金差が設けられて
いない

合理的な昇進スピードの差が
設けられていない

労働時間と比較して、業務量が
過大になった

多様な正社員の就労状況に配慮
するため、自身の計画的な休暇

が取得しづらくなった

職務内容が限定された従業員に
対する仕事の割振りや調整が難

しくなった

多様な正社員以外の社員
の転勤が増えた

多様な正社員以外の社員の
望まない配置転換が増えた

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

不満がある
39.4％
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〇 事業所閉鎖や事業の縮小等に直面した場合の多様な正社員の雇用の対応方針について、「無限定正社員の取扱いと全く同じ
く、できる限りの雇用維持努力を行う」と回答した企業の割合が最も高い。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の雇用対応方針－

〇企業における多様な正社員の事業所閉鎖等に直面した際の対応方針
（多様化／企業・2021年１月時点）

＜多様な正社員の雇用維持方針＞ 【 n=多様な正社員がいる企業、単位：％】

59.8

10.5

0.0

7.8

21.8

54.9

9.6

0.2

11.8

23.5

57.7

8.4

0.0

8.2

25.7

勤務地限定正社員

職務限定正社員

勤務時間限定正社員
無回答

無限定の正社員の取扱いとは実
質的に異なるが、出来る限りの

雇用維持努力を行う

雇用維持努力を行うことなく、
解雇（契約解除）する

分からない・考えたことがない

無限定の正社員の取扱いと
全く同じく、出来る限りの

雇用維持努力を行う

※１ 事業所閉鎖等に直面した場合とは、例えば、勤務地限定正社員で通勤圏内の事業所が閉鎖したり、職務限定正社員で事業縮小等に伴い担当職務がなくなった場合
を指す。

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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〇 事業所閉鎖や事業の縮小等に直面した場合の雇用対応方針について、「あらかじめ明示している」企業の割合が約１割で、
明示している内容としては「他の職務や勤務地に勤務させる」の割合が最も高い。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員の雇用対応方針－

〇企業における多様な正社員の労働条件の限定内容の変更（多様化／企業・2021年１月時点）

＜事業所閉鎖等に直面した際の雇用対応方針の明示＞

70.9

10.9

18.2

69.7

8.2

22.1

65.9

7.0

27.1

勤務地限定正社員 職務限定正社員 勤務時間限定正社員

【 n=多様な正社員がいる企業、単位：％】

75.0

10.0

3.3

11.7

78.3

8.7

4.3

8.7

70.0

10.0

3.3

16.7

＜明示している雇用対応方針＞

【 n=左図であらかじめ明示していると回答した多様な正社員がいる企業、
単位：％】

労働契約を終了させる

無回答

その他

他の職務や勤務地に
勤務させる

あらかじめ明示
している

無回答

あらかじめ明示は
していない

※ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。
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あった

1.9%

ない

59.8%

無回答

38.3%

110

〇 過去５年間において多様な正社員等とトラブルがあった企業の割合は1.9％であった。
〇 そのトラブルの原因は、「会社から限定区分の変更を申し入れたが拒否された」の割合が最も高く、「多様な正社員等から
無限定正社員との待遇差に不満が出た」「会社の指示が就業規則や個別の契約に明記した限定内容に反していると拒否され
た」と続く。トラブルの解決方法としては、「本人との話し合いで解決」の割合が最も高い。

多様な正社員に関する現状 －企業における多様な正社員とのトラブル－

〇企業における多様な正社員等とのトラブル（多様化／企業・2021年１月）

＜過去５年間における多様な正社員等とのトラブル＞ ＜トラブルの原因＞

【 n=多様な正社員等がいる企業、
単位：％】

＜トラブルの解決方法＞ 【 n=トラブルがあった多様な正社員等
がいる企業、単位：％（複数回答）】

【 n=トラブルがあった多様な正社員等がいる企業、単位：％（複数回答）】

※１ 多様な正社員等には無期転換社員も含む

28.3

21.7

13.0

8.7

6.5

21.7

6.5

会社から限定区分の変更（職務変更や

勤務地変更等）を申し入れたが拒否…

多様な正社員等から無限定正社員との

待遇差に不満が出た

会社の指示が就業規則や個別の契約に

明記した限定内容に反していると拒…

限定内容・規程面で会社と多様な正社

員等とで折り合わなかった

会社の指示が口頭で約束していた限定

内容に反していると拒否された

その他

無回答

会社から限定区分の変更（職務変更
や勤務地変更等）を申し入れたが

拒否された

会社の指示が就業規則や個別の契約
に明記した限定内容に反していると

拒否された

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（2021年１月１日調査時点） 【速報値】を基に作成。

会社から限定区分の変更（職務変更
や勤務地変更等）を申し入れたが

拒否された

会社の指示が就業規則や個別の契約
に明記した限定内容に反していると

拒否された

76.1

2.2

2.2

2.2

19.6

21.7

4.3

本人との話合いで解決

労働組合との話合いを通じて解決

社内の苦情処理機関で解決

労働審判で解決

その他

解決しなかった（従業員が離職した）

無回答 ページ 111 / 233



あった

6.3%

なかった

93.7%

111

〇 過去５年間における現在の会社とトラブルがあった多様な正社員等の割合は6.3％であった。
〇 解決方法としては、「会社との話し合いで解決」が36.9％、「解決しなかった」が31.2％であった。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員における会社とのトラブル－

〇多様な正社員等における企業とのトラブル（多様化／個人・2021年１月時点）

＜過去５年間における現在の会社とのトラブル＞

【 n=多様な正社員等、単位：％】

＜トラブルの解決方法＞

【 n=トラブルがあった多様な正社員等、単位：％（複数回答）】

その他

会社との話合いで解決

労働組合との話合いを通じて
解決

社内の苦情処理機関で解決

労働審判で解決

裁判で解決（和解を含む。）

解決しなかった

外部の苦情処理機関で解決

36.9

12.1

11.5

8.9

3.8

3.8

0.6

31.2

※１ 多様な正社員等には無期転換社員も含む

資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 112 / 233



112資料出所）「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（2021年１月１日調査時点）【速報値】を基に作成。

〇 多様な正社員等の会社とのトラブルの原因は、「会社の指示が限定内容に反していたから」の割合が最も高く、「限定区分
の変更に納得がいかなかった」「限定区分の変更に対する説明が不十分」「正社員との待遇差に不満があった」と続く。

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員における会社とのトラブル－

〇多様な正社員等における企業とのトラブル（多様化／個人・2021年１月時点）

＜トラブルの原因＞ 【 n=トラブルがあった多様な正社員、単位：％（複数回答）】

その他

会社の指示が限定内容に反していたから

正社員との待遇差に不満があった

限定区分の変更（職務（職種）変更や勤務地変更等）
を受け入れた場合の補償や配慮が足りない

限定内容・規程面で会社側と多様な
正社員側とで折り合わなかった

限定区分や限定内容の変更に関する
協議に会社側が応じない

正社員に転換出来る制度がないこと
に不満があった

限定区分の変更（職務（職種）変更や勤務地
変更等）に対する説明が不十分

限定区分の変更（職務（職種）変更や勤務地
変更等）に納得がいかなかった

29.3

22.3

21.7

21.0

19.1

10.8

10.2

4.5

6.4

※１ 多様な正社員等には無期転換社員も含む

※２ 各種用語は８頁の用語解説参照 ページ 113 / 233
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今後、本検討会の資料として提出予定。
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2008年９月15日
リーマンブラザーズ破綻

完全失業率 5.5％
（2009年７月）

完全失業率 4.0％
（2008年９月）

有効求人倍率 0.83
（2008年９月）

有効求人倍率 0.42
（2009年8月）

有効求人倍率 1.64
（2019年１月）

有効求人倍率 1.10倍
（前月差＋0.05）
（2021年１月）

（単位：％） （単位：倍）

（月）
（年）

完全失業率（左軸）

有効求人倍率（右軸）

完全失業率 2.9％
（前月差▲0.1）
（2021年１月）

○ 足下の雇用情勢は、求人が底堅く推移する中、求人が求職を上回って推移しているものの、求職者が引き続き高水準にあり、厳しさがみられ
る。有効求人倍率が１倍を下回る地域がある等、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に、より一層注意する必要がある。

〇 なお、リーマン・ブラザーズの経営破綻（2008年9月15日）後には、完全失業率は10ヶ月で4.0％→5.5％にまで悪化し、有効求人倍率は11ヶ月
で0.83倍→0.42倍に低下した。

（資料出所）総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」により作成
（注）完全失業率及び有効求人倍率は季節調整値。シャドー部分は景気後退期。

雇用を取り巻く環境 ー足下の雇用情勢ー
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〇 人口が減少する中にあっても、2015年以降労働力人口は増加が続いている。他方、推計にお
いては2020年以降減少する見込みであり、人手不足の傾向が継続するものと考えられる。

〇 男女別の労働力人口比率（※）をみると、男女ともに全世代において、2020年における比率は
1990年における比率を上回っているか、ほぼ同等となっている。

（※）労働力人口比率 ＝ 労働力人口 ÷ 15歳以上人口

〇 特に女性はいわゆるＭ字カーブといわれる、20代後半から30代にかけての労働力人口比率の
落ち込みが大幅に解消されており、人口減少下の労働力人口増加に寄与している。

５

〇労働力人口の推移 〇労働力人口比率の推移

（出所）総務省「労働力調査」、独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計―労働力需給モデル（2018年度版）による将来推計―」
（注）労働力人口の推計値は、「ベースライン・労働参加漸進シナリオ」による推計結果。

推計値実績値

男性（2020年）

男性（1990年）

雇用を取り巻く環境 ー労働力人口の推移ー

3,596

3,791
3,966

4,014
3,901

3,850
3,773

3,781
3,784

3,817
3,828

3,823
3,600

3,460
3,299 3,123

2,367
2,593

2,701
2,753

2,750
2,783

2,852
2,892

2,937

3,014
3,058

3,044

2,952
2,889

2,811
2,772

5,963

6,384
6,666

6,766
6,651

6,632
6,625

6,673
6,720

6,830
6,886

6,868

6,552
6,349

6,111
5,846

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（万人）

（年）

労働力人口（男性）

労働力人口（女性）

女性（2020年）

女性（1990年）
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〇 労働力人口の中でも、就業者数（非農林業）の推移をみると、就業者の大宗が雇用者である状
況が続いており、2020年において雇用者が就業者に占める割合は約91.4％となっている。

〇 現在は、雇用者の中でも、非正規の職員が４割近くを占めている。

６

〇非農林業における就業形態別就業者数の推移（年平均）

（出所）総務省「労働力調査」
（注）自営業者等には、内職者・家事従業者を含み、非雇用者の合計を示している。契約社員・嘱託等には、上記の就業形態に分類されないその他の非正規雇用労働者を含む。

正規の職員

役員

パート・アルバイト

派遣労働者

契約社員・嘱託等

自営業者等

雇
用
者

雇用を取り巻く環境 ー就業者数の推移ー

5,300 5,299 5,334 5,371 5,439 5,509 5,487 
5,418 5,416 5,463 5,485 5,525 

5,573 
5,657 5,748 5,859 5,930 5,896 

393 362 337 

3,471 3,323 3,503 

1,043 1,177 

1,450 

43 96 

137 
351 457 

468 742 574 

518 
6,050 6,028 6,052 6,077 6,111 6,148 6,125 6,022 6,003 6,028 6,072 6,119 6,155 6,213 6,312 

6,437 6,495 6,452 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

非正規（2020）

39.9％
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有期契約労働者に関する現状
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8

有期契約労働者に関する現状 －非正規雇用労働者と有期契約労働者の数－

役員を除く雇用者（全産業）：5,629万人【2020年】

資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」年次結果（2020年）

※「正規の職員・従業員」、「パート」、「アルバイト」等の区分は、勤め先での呼称による。

正規の職員・従業員（3,539万人）

契約社員・嘱託
（395万人）

パート・アルバイト
（1,473万人）

派遣社員
（138万人）

その他
（85万人）

有期の契約：273万人（正規の職員・従業員のうち7.7％）

非正規の職員・従業員：2,090万人

有期の契約：304万人
（契約社員・嘱託のうち

77.0％）

有期の契約：708万人
（パート・アルバイトのうち

48.1％）

有期の契約

101万人
（派遣社員の
うち73.2％）

有期の契約

44万人
（その他の

うち51.8％）

有期契約労働者

1,429万人

ページ 122 / 233



9

有期契約労働者に関する現状 －有期契約の労働者数及び割合の推移－

5,210 5,249 5,293 5,381 5,469 5,605 5,669 5,629 

1,458 1,503 1,512 1,549 1,569 1,563 1,467 1,429 

28.0 28.6 28.6 28.8 28.7 27.9 
25.9 25.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

役員を除く雇用者数 有期契約労働者 役員を除く雇用者数における有期契約労働者の割合

資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」年次及び月次結果より作成

※・2012年以前は「有期の契約」を調査していないため不算出。
・2013年～2017年の有期契約労働者数は役員を除く雇用者のうち、①「有期の契約」（雇用契約期間が１年超）、②「臨時雇」（同1ヶ月以上１年以下）、

③「日雇」（同1ヶ月未満）の３者を合計した数値。
・2018年以降は「有期の契約」のみ（雇用契約期間の定めのある雇用者数の合計であり、実質的には①～③の合計と同様の内容）の数値。

〇役員を除く雇用者に占める有期契約労働者の割合
（万人） （％）

2018.1 2018.4 2018.7 2018.10 2019.1 2019.4 2019.7 2019.10 2020.1 2020.4 2020.7 2020.10 2021.1

役員を除く雇用者数
（万人） 5,566 5,572 5,626 5,678 5,628 5,616 5,699 5,721 5,665 5,582 5,621 5,645 5,610

有期契約労働者数
（万人） 1,677 1,651 1,508 1,444 1,466 1,446 1,502 1,482 1,435 1,426 1,405 1,418 1,398

有期契約労働者の割合
（％） 30.1 29.6 26.8 25.4 26.0 25.7 26.4 25.9 25.3 25.5 25.0 25.1 24.9

＜月次データ＞
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有期契約労働者に関する現状 －雇用契約期間別有期契約労働者の割合の推移－

10

1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1 1.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 
6.4 6.4 6.9 7.2 7.2 7.2 7.1 6.7 7.4 7.2 7.3 6.9 8.0 

9.8 9.7 11.3 11.6 10.9 10.9 10.6 11.5 10.6 10.8 10.5 10.2 10.2 

28.3 29.7
32.0 33.3 33.1 33.7 34.7 34.5 33.5 35.2 35.4 35.7 34.1 

14.8
15.9

15.9
17.4 17.0 17.7 17.0 17.3 17.1

18.5 18.5 17.6 17.9 3.9
4.1

4.3
4.6 4.7 4.4 4.3 4.3 4.5

3.6 4.1 3.9 3.9 
10.9

11.2
9.6

8.8 8.7 9.3 9.4 9.4
8.6

8.3 7.7 7.8 7.4 

24.6 22.0 19.1 16.2 17.5 15.8 15.8 15.2 17.4 15.4 15.8 17.1 17.5 

2018.1 2018.4 2018.7 2018.10 2019.1 2019.4 2019.7 2019.10 2020.1 2020.4 2020.7 2020.10 2021.1

1か月未満 1ヶ月以上3ヶ月以下 3ヶ月超6ヶ月以下 6ヶ月超1年以下

1年超3年以下 3年超5以下 5年超 わからない

〇１回当たりの雇用契約期間別有期契約労働者の割合 ※単位：％

資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」月次結果

（総数）1,677 1,651 1,508 1,444 1,466 1,446 1,502 1,482 1,435 1,426 1,405 1,418        1,398

万人

1年以下計

53.3％
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有期契約労働者に関する現状 －勤続年数別有期契約労働者の割合の推移－

11

18.5 18.0 17.6 16.9 16.2 16.2 16.1 15.6 15.4 16.6

26.8 25.8 27.0
24.3 24.1 24.1 25.0 23.7 23.0 23.6

15.3 15.2 15.9
15.1 14.7 13.6 14.5

14.6 14.1
14.1

18.1 19.1 19.4
21.3 21.1 20.7 19.7

19.3
18.4 16.4

7.0 7.9 7.5 8.7 9.4 9.4 9.4 10.3
10.2 9.4

3.9 3.6 3.3 3.7 3.9 4.2 4.3 4.7
5.3 5.4

2.5 2.3 2.5 2.3 2.4 2.4 2.1 2.4 2.6 2.7

1.4 1.4 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7
2.3 2.0

6.5 6.7 5.8 6.2 6.6 7.7 7.2 7.7 8.7 9.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

0年 1～2年 3～4年 5～9年 10～14年 15～19年 20～24年 25～29年 30年以上

〇勤続年数別有期契約労働者の割合（※） ※単位：％

資料出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成

５年以上計

45.7％

※定年後の再雇用の場合は、定年以前の勤続年数も通算して回答。
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15.3 

15.9 

17.7 

19.4 

19.9 

19.9 

21.1 

24.0 

24.8 

25.0 

25.0 

26.7 

27.6 

28.4 

30.2 

33.3 

33.7 

33.8 

35.0 

35.7 

25.5 

100.0 

77.5 

80.8 

79.7 

80.6 

74.8 

75.9 

77.3 

72.0 

68.3 

75.0 

60.4 

66.0 

66.3 

61.1 

56.2 

50.0 

44.0 

45.5 

57.0 

58.4 

66.5 

7.2 

3.3 

2.5 

5.4 

4.2 

1.6 

4.0 

6.8 

14.6 

7.3 

6.1 

10.5 

13.6 

16.7 

22.3 

20.8 

8.0 

5.8 

8.0 

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

情報通信業

金融業，保険業

電気・ガス・熱供給・水道業

製造業

学術研究，専門・技術サービス業

公務（他に分類されるものを除く）

複合サービス事業

運輸業，郵便業

林業

農業

医療，福祉

不動産業，物品賃貸業

卸売業，小売業

生活関連サービス業，娯楽業

漁業

宿泊業，飲食サービス業

分類不能の産業

サービス業（他に分類されないもの）

教育，学習支援業

全産業

有期契約 無期契約 わからない

有期契約労働者に関する現状 －産業別有期契約労働者・無期契約労働者割合－

12

〇産業別有期契約労働者・無期契約労働者割合 ※単位：％

資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」年次結果（2020年）

※労働力調査の数値は、表章単位未満の位で四捨五入されている等の理由により、総数と内訳が一致しないことから、割合が100％となるよう内訳の合計数を母数として割合を算出。ページ 126 / 233



有期契約労働者に関する現状 －有期契約労働者の属性－

13

〇有期契約労働者の年齢階級及び世帯の状況別割合 ※単位：％

資料出所）総務省「労働力調査（基本集計）」年次結果（2018，2020年）より作成

15～24歳

11.5 
25～34歳

13.7 

35～44歳

11.1 

45～54歳

11.3 

55～64歳

26.1 

65歳以上

26.3 

＜男性＞ ＜女性＞

15～24歳

8.4 
25～34歳

12.9 

35～44歳

18.7 

45～54歳

25.7 

55～64歳

21.9 

65歳以上

12.4 

世帯主

8.9 

世帯主の配偶者

56.6 

子又は子の配偶者

18.4 

その他の親族世帯員

2.3 単身世帯

13.9 

世帯主

55.5 

世帯主の配偶者

0.8 

子又は子の配偶者

21.4 

その他の親族世帯員

1.7 
単身世帯

20.2 

（
年
齢
階
級
別
）

（
世
帯
の
状
況
別
）

11.9 

14.0 

13.0 

12.7 

25.0 

23.3 

9.0 

14.0 

21.0 

25.0 

20.2 

10.8 

（2018年・648万人）

＜女性・2020年（836万人）＞＜男性・2020年（593万人）＞

（2018年・915万人）

（2020年・836万人）（2020年・593万人）
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有期契約労働者に関する現状 －有期労働契約で雇用している理由－

14

○有期労働契約で雇用している理由 (企業･2019年７月時点）

資料出所）JILPT「「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査」（2019年７月１日調査時点）

【n=有期雇用の労働者を雇用している企業）、単位：％（複数回答）】

1.5 

4.0 

7.1 

7.8 

9.7 

10.2 

10.9 

13.3 

13.8 

18.9 

19.3 

20.0 

27.2 

30.0 

49.8 定年退職者の再雇用のため

経験や知識、技能のある人を活用するため

労働者自身が（正社員・正職員とは異なる動き方を）
希望したため

人件費が割安なため（労務コストの効率化）

正社員・正職員として採用できるか、能力や適性を
見極めるため

簡単な内容の仕事や、責任が軽い仕事のため

採用が簡単で人手を確保しやすいため

正社員・正職員を募集しても採れない、採用しても定着
しないため

季節的・一時的な繁忙や、受注に対応するため

正社員・正職員を増やせないため（人件費の上限等）

忙しい時間帯や早朝・深夜等の特殊な時間帯に対応するため

仕事量が減った場合の雇用調整が容易なため

その他

障がい者や外国人等多様な人材を活用するため

無回答

休業中の正社員・正職員の代替要員を確保するため

※ここにいう「正社員・正職員」は、直接雇用され
ている、いわゆる正規型の労働者及び無期雇用で
フルタイムの労働者を指す。

※数値は産業別、常用雇用者規模別に、
総務省統計局「経済センサス」における比率と一致するよう
復元（ウェイトバック集計）したもの
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有期契約労働者に関する現状 －有期労働契約で働く理由－

15

○有期雇用労働者が現在の働き方を選択した理由 (個人･2019年７月時点）
【n=現在の雇用契約に「期間の定めがある（有期契約）」と回答した者、単位：％（複数回答）】

9.2 

2.5 

5.5 

6.2 

7.2 

9.8 

16.5 

16.7 

20.5 

42.3 

定期的に働き方等の見直しや賃金・労働条件の交渉ができるから

仕事や働き方、賃金・労働条件等が希望に合致したから

正社員を定年退職した後に再雇用されたから

正社員や無期雇用としての働き口が見つからなかったから

自身の都合で辞めやすいから（健康・体力的な問題を含む）

正社員や無期雇用になりたくないから

長く働くつもりはないから（就職や転居等の予定がある等）

一定期間働けば正社員や無期雇用になれると言われたから

正社員より、仕事や賃金・労働条件等が魅力的だったから

その他

無回答

資料出所）JILPT「「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査・労働者調査（「働き方等に関する調査」）」（2019年７月１日調査時点）

※ここにいう「正社員」は、直接雇用されている、
いわゆる正規型の労働者及び無期雇用で
フルタイムの労働者を指す。
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56.0

42.1

56.2

50.6

63.7

63.6

67.7

80.5

82.1

87.9

40.0

50.3

37.2

45.7

31.6

29.9

25.1

14.3

7.9

3.1

0.0

0.7

2.2

1.6

0.3

1.7

1.3

1.0

3.9

4.9

4.0

2.1

1.8

1.6

2.8

1.4

1.7

1.0

3.1

0.6

0.0

4.8

2.7

0.4

1.7

3.3

4.3

3.1

3.1

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳～

現在の契約のまま働きたい 正社員で働きたい 働くのをやめたい その他 無回答

16

有期契約労働者に関する現状 －今後の働き方の希望－

○今後の働き方の希望(個人･2019年７月時点）
【n=現在の雇用契約に「期間の定めがある（有期契約）」と回答した者、単位：％】

資料出所）JILPT「「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査・労働者調査（「働き方等に関する調査」）」（2019年７月１日調査時点）

※ここにいう「正社員」は、直接雇用されている、いわゆる正規型の労働者及び無期雇用でフルタイムの労働者を指す。
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有期契約労働者に関する現状 －今後の働き方の希望－

17

○正社員としての働き方の限定を選べるとしたらどのような限定を希望するか (個人･2019年７月時点）

資料出所）JILPT「「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査・労働者調査（「働き方等に関する調査」）」（2019年７月１日調査時点）

【n=現在の雇用契約に「期間の定めがある（有期契約）」と回答した者、単位：％（複数回答）】

2.5 

11.4 

15.0 

1.0 

19.3 

32.8 

40.3 

42.2 所定労働時間・日数の限定

勤務地の限定

仕事（職種）の限定

責任の程度や役職の範囲の限定

その他

働き方の限定の必要はない

分からない・考えたことがない

無回答

※ここにいう「正社員」は、直接雇用されている、いわゆる正規型の労働者及び無期雇用でフルタイムの労働者を指す。
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有期契約労働者に関する現状 －勤務先や仕事に対する満足度－

18

○現在の勤務先や仕事に対する満足度及び不満の理由 (個人･2019年７月時点）

資料出所）JILPT「「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査・労働者調査（「働き方等に関する調査」）」（2019年７月１日調査時点）

【n=現在の雇用契約に「期間の定めがある（有期契約）」と回答した者、単位：％】

満足

17.5 

どちらかというと満足

44.1 

何とも言えない・

分からない

20.2 

どちらかと

いうと不満

13.2 

不満

2.2 

無回答

2.8 

不満である理由 ※複数回答、単位：％

仕事や働きぶりに、賃金や労働条件が見合わない 59.1

正社員に比べて、賃金や労働条件が低い 49.8

仕事の変化や勤続年数等が賃金に反映されない 46.0

働かない人がいる 33.1

人事評価が無い、あっても公正に評価されない 30.4

職場の人間関係や雰囲気が悪い 26.6

いつ解雇・雇止めされるか分からない 23.4

有給休暇が取れない、取りにくい 20.6

正社員や無期雇用になれない 17.7

仕事がきつい、就労環境が悪い 16.7

パワハラ、セクハラ、いじめ・嫌がらせがある 13.9

教育訓練の機会が無い、少ない 12.7

残業が多い、長い 9.1

契約の更新回数や勤続年数に上限がある 7.3

所定の労働時間や労働日数が希望に合わない 6.7

交通費が支払われない 6.0

社会保険に入れない 3.8

（勤務先が引き留めて）辞められない 1.8

その他 6.9

※ここにいう「正社員」は、直接雇用されている、
いわゆる正規型の労働者及び無期雇用でフルタイムの労働者を指す。
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無期転換ルール等に関する現状
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○ 契約期間中は、やむを得ない事由がある場
合でなければ解雇できない

○ 同一の使用者との間で有期労働契約が更新
され通算５年を超えたときは、労働者の申込
みにより、無期労働契約に転換できる

（平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約
が通算の対象）

○①過去に反復更新された有期労働契約で、そ
の雇止めが無期労働契約の解雇と
社会通念上同視できると認められる場合か、
あるいは②労働者において、有期労働契約の
契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新
されるものと期待することについて合理的な
理由があると認められる場合であって、使用
者が雇止めをすることが、「客観的に合理的
な理由を欠き、社会通念上相当であると認め
られないとき」は、雇止めが認められず、従
前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新
される

○ 有期契約労働者と無期契約労働者との間で
の労働条件が相違する場合には、その相違は、
職務の内容等を考慮して不合理と認められる
ものであってはならない

（※）この規定は、働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律（平成30年法律第71号）にて削除（令和2年
４月１日施行（中小企業については令和3年４月１日））

○ 労働契約は、労使が対等な立場での合意に基づき締結・変更すべきもの
○ 労働契約は、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結・変更すべきもの、

仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきもの
○ 労働条件・契約内容について労働者の理解を深めるようにし、契約内容をできる

限り書面により確認すること
○ 使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができる

よう必要な配慮をすること

○ 労働契約の締結時に、使用者が合理的な内容の就業規則を労働者に周知させてい
た場合、就業規則の内容が労働契約の内容となる

○ 合意により契約内容を変更できる
○ 就業規則の変更により労働者の合意なく労働条件の不利益変更はできない
○ 変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、労働者の受ける不利益の程度、労

働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉状
況その他の就業規則の変更に係る事情を考慮して就業規則の変更が合理的な場合に
は、変更後の就業規則の内容が労働条件となる

【就業規則の不利益変更についての最高裁判例の法定化】

○ 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場
合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

○ 出向・懲戒の権利濫用は無効

就業形態の多様化・個別労働関係紛争の増加等に対応し、個別の労働者及び使用者の労働関係が良好なものとなる
ようにルールを整えるもの 《労働契約に関する基本的な民事ルールを定める》

労働契約の基本原則

労働契約の成立・変更

労働契約の継続・終了

有期労働契約の継続・終了

（平成19年12月5日公布）

労働契約法の概要
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無期労働契約

５年

←

締
結

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←

更
新

１年

←
転
換

１年

申
込
み

１年 無期労働契約

←

更
新

←

転
換

申
込
み

１年

【平成25年4月開始で契約期間が１年の場合の例】

通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約
期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次
の更新以降でも無期転換の申込みが可能。

H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4

無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となる。
別段の定めをすることにより、変更可能。

○ 有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労
働契約（無期労働契約）に転換できるルール。（労働契約法第18条：平成25年4月1日施行）

※ 通算期間のカウントは、平成25年４月１日以後に開始する有期労働契約が対象。平成25年３月31日以前に開始した有期労
働契約は、通算契約期間に含めない。

※ 通算期間をリセットするクーリング期間（原則６ヶ月でリセット）の規定あり（第18条第２項）

無期労働契約

←

締
結

３年

←

更
新

←

転
換

３年

５年

【契約期間が３年の場合の例】

申
込
み

無期転換ルールの概要

※ 施行から５年が経つ平成30年４月１日以降に、多く
の有期契約労働者に無期転換申込権が発生している。
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対象となる
有期労働契約

 次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約が対象。

① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視でき

ると認められるもの

② 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待

することについて合理的な理由（※）があると認められるもの

(※)１．合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあら

ゆる事情が総合的に勘案される。

２．いったん、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前に更新年数や更新回数の上限な

どを使用者が一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに合理的な理由の存在が否定されることにはならない。

要件と効果

 上記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由

を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めが認められない。従前と同一の労働条件

で、有期労働契約が更新される。

○ 「雇止め法理」とは、過去の最高裁判例により確立された、雇止めについて一定の場合にこれを無効とする判
例上のルールを、その内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法第19条に条文化されたものをいう。

（労働契約法第19条：公布日（平成24年８月10日）施行）

※ 「雇止め」…有期労働契約において、使用者が更新を拒否したときに契約期間の満了により雇用が終了すること。

「雇止め法理」の概要

無期転換申込権発生前の雇止めも、「雇止め法理」に照らして司法で有効性が判断される。
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無期転換ルール等に関する現状 －実態調査の概要－

23

〇独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）による実態調査の概要

①改正労働契約法とその特例への対応状況
及び多様な正社員の活用状況に関する調査

②無期転換ルールへの対応状況等に関する調査

調査期間 2016年10月５日～11月14日 2018年11月１日～12月末日

調査時点 2016年10月１日時点 2018年11月１日時点

調査対象（※１）
常用労働者を10人以上雇用している
全国の民間企業30,000社

常用労働者を10人以上雇用している
全国の企業等20,000社と
その企業等で働く有期契約労働者等約55,000人（※２）

調査方法 郵送配布・郵送回収 郵送配布・郵送回収

有効回収(回答)率 32.1％（有効回収数 9,639社）
企業等：23.4％（有効回答数 4,685社）
有期契約労働者等：7.7％（有効回答数 4,215人）

※２ 会社企業に加え、学校法人や独立行政法人など、法人格を有する団体も対象としているため「企業等」と総称。
有期契約労働者に加え、無期労働契約への転換者や派遣労働者等も対象としているため、「有期契約労働者等」と総称。

（参考）調査時点と無期転換申込権発生時期の関係

１年ごとの更新の場合

３年ごとの更新の場合

2013.4.1
（無期転換ルール施行）

2016.4.1 2018.4.1 2019.4.1 2020.4.1

１年 申込可 無期

３年 申込可 無期

①の調査時点 ②の調査時点

※１ ①の調査の対象は、民間信用調査機関が所有する企業データベースを母集団として抽出。
②の調査の対象は、総務省「平成28年経済センサス活動調査」の企業等情報を母集団として抽出。
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無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

24

〇無期転換できる機会の整備状況(企業･2018年11月時点)

＜フルタイム有期契約労働者を雇用している企業＞ ＜パートタイム有期契約労働者を雇用している企業＞
【n=フルタイム有期契約労働者を雇用している企業、単位：％】 【n=パートタイム有期契約労働者を雇用している企業、単位：％】

通算勤続年
数又は契約
更新回数

申請書の
提出

無期転換後
の労働条件
等への同意

上長や職場
の推薦

試験での
合格

一定以上の
人事評価

一定以下の
年齢

一定の
資格・免許
等の保有

その他

フルタイムの有期契約労働者
を雇用している企業等 11.0 50.5 40.0 41.5 19.0 54.5 1.5 19.0 2.0

パートタイムの有期契約労働
者を雇用している企業等 9.1 58.8 45.5 39.0 15.5 49.2 2.1 17.1 1.1

〇その他の要件（通算契約期間以外）の内容 【n=その他の要件を設けている企業（複数回答）、単位：％】

※企業規模が大きいほど、無期転換できる機会を設けている企業等が増加する。（1000人以上の企業等では、「何らかの形で設けている」が
フルタイム有期契約労働者を雇用している企業等については87.3%、パートタイム有期契約労働者を雇用している企業等については88.5%）

通算契約期間のみを要件

とする無期転換の機会

（★）

43.8 

★に加え他の内容でも

無期転換できる

20.1 

★はないが他の内容

で無期転換できる

13.1 

今後何らかの形で設ける

6.7 

今後設ける予定もない

2.7 

今後の対応方針は未定

11.1 

無回答 2.6 

通算契約期間のみを要件

とする無期転換の機会

（★）

48.6 

★に加え他の内容でも

無期転換できる

13.2 

★はないが他の内容で

無期転換できる

11.8 

今後何らかの形で設ける

7.4 

今後設ける予定もない

3.1 

今後の対応方針は未定

13.4 

無回答 2.5 

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）
ページ 138 / 233



無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

25

○無期転換できる機会を設けている理由 (企業･2018年11月時点）
【n=フルタイムあるいはパートタイムの有期契約労働者について何らかの形で無期転換できる機会を設けている企業等、単位：％（複数回答）】

1.1 

2.2 

4.9 

5.9 

10.0 

10.8 

15.2 

16.3 

18.7 

20.5 

23.3 

24.0 

47.3 

61.6 

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

無期転換ルールを遵守するため（コンプライアンス）

優秀な人材がいれば、確保したいから

試行的に雇用し、働きぶりを見極めた上で正式に採用したいから

以前よりそうした雇用管理を行ってきたから

人手不足だから（無期労働契約への移行で定着等が期待できるから）

処遇を改善したいから（雇用不安の払拭やモチベーションアップ
につながると思うから）

労働者自身が希望しているから（労働組合の要求だから）

より高度な仕事や責任のある仕事を、任せられるようになるから

経験・技能の蓄積やノウハウの伝承が、図られるようになるから

若年者（新規学卒者を含む）の採用が難しくなっているから

職場の一体感が醸成される（人間関係が良好になる）から

有期労働契約を反復更新して、いつまでも雇用し続けるのは
おかしいと思うから

教育訓練投資を行いやすくなるから

その他

無回答

ページ 139 / 233



無期転換ルール等に関する現状 －無期転換ルールの認知度－

26

〇企業の認知度(企業･2018年11月時点) 〇労働者の認知度(個人･2018年11月時点)

内容について知って

いることがある

63.8
名称だけ聞いた

ことがある

12.9

知らない

14.1

無回答

9.1

内容について知って

いることがある

35.5

名称だけ聞いた

ことがある

16.9

知らない

32.0 

無回答

15.7

【n＝全有効回答企業等、単位：％】 【n＝有期契約労働者計、単位：％】

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

※労働者であれば、下記について１つでも知っていることがあれば、「内容について知っていることがある」にカウント。（企業に対しては、一部異なる選択肢あり。）
・呼称を問わず、また高齢者を含めてすべての有期労働契約に適用される
・無期転換ルールが適用されるのは、2013年４月１日以降に開始（更新）された有期労働契約である
・職種や部署、事業所が変わっても、「同一の使用者」との間なら契約期間は通算される
・同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間が一定以上あるとクーリングされる
・通算契約期間が５年を超えても、労働者から「申込み」を行わなければ無期転換されない

※ここにいう「正社員」は、直接雇用かつ無期労働契約で、当該企業において正社員・正規職員として処遇されている者を指す。

情報入手ルート（上位３つ） ※複数回答、単位：％

新聞報道やテレビ 42.4

社会保険労務士や弁護士等 34.5

行政や業界団体等のパンフレット・冊子 31.6

情報入手ルート（上位３つ） ※複数回答、単位：％

勤務先（派遣会社含む） 45.1

新聞報道やテレビ、雑誌や本 41.6

職場の同僚や友人、家族等 13.7
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無期転換ルール等に関する現状 －無期転換ルールの認知度－

27

○企業等とそこで働く労働者の無期転換ルールの認知度の関係(個人･2018年11月時点)
【単位：％】

3.0 

18.9 

41.1 

5.4 

32.3 

17.3 

74.4 

36.0 

27.1 

17.2 

12.8 

14.5 

無期転換ルールについて具体的に知っている

具体的には知らないが、無期転換ルールという名称は聞いたことがある

無期転換ルールについては何も知らない・聞いたことがない

無回答

n=無期転換ルールについて具体的に知っている
企業等で働いている有期契約労働者

n=具体的には知らないが、無期転換ルールのと
いう名称は聞いたことがある企業等で働いて
いる有期契約労働者

n=無期転換ルールについては何も知らない・聞
いたことがない企業等で働いている有期契約
労働者

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）ページ 141 / 233



説明している

60.8
今後説明する

23.4

規定していない・

今後の予定もない

13.7 

無回答

2.1

案内している

48.3

今後案内する

29.2

案内していない・

今後の予定もない

19.9 

無回答

2.6

無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

28

〇無期転換できる機会の規定や説明、案内の状況(企業･2018年11月時点)

規定している

52.5今後規定する

24.3

規定していない・

今後の予定もない

19.6 

就業規則がない・無回答

3.6

＜就業規則での規定＞ ＜無期転換できる機会の内容の説明＞ ＜無期転換のための要件を満たした者への案内＞

【n=有期契約労働者について何らかの形で無期転換できる機会を設けている企業等、単位：％】

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）ページ 142 / 233



無期転換ルール等に関する現状 －無期転換申込権の状態に係る認識－

29

○無期転換申込権の状態に係る認識(個人･2018年11月時点) 【単位：％】

11.8 

10.9 

8.5 

3.2 

3.1 

50.2 

49.1 

50.1 

16.4 

14.8 

8.8 

7.3 

7.1 

31.6 

31.4 

25.3 

29.4 

31.3 

41.9 

44.1 

4.0 

3.4 

2.8 

7.0 

6.6 

無期転換申込権が発生し、既に申し込んだ 無期転換申込権が発生したが、申し込んでいない

無期転換申込権が発生していない 分からない

無回答

① n=有期契約労働者計

n=無期転換できる機会について、就業規則で
規定している企業等で働く有期契約労働者

n=無期転換できる機会の内容を有期契約労働者に
説明している企業等で働く有期契約労働者

n=通算契約期間等の要件を満たした個別の対象者
に、無期転換できることを個別に案内している
企業等で働く有期契約労働者

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

ｎ＝無期転換申込権が発生したと回答した有期契約労働者とすると、「既に申し込んだ」の割合は17.３％（※）

※自らの無期転換申込権の状態について、「分からない」「無回答」とした有期契約労働者においても、実際には無期転換申込権が発生している
可能性があることに留意が必要。

② n=定年後の再雇用者と派遣労働者を除いた
有期契約労働者計

②
の
う
ち
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通算５年を超えない

よう運用

8.0 

通算５年を超え、申込みがな

されたら無期契約にする

40.0 
適性を見ながら通算

５年を超える前に無

期契約にする

16.2 

雇入れの段階から無期契約に

する（有期契約をやめる）

2.7

有期契約労働者を派遣

か請負に切り換え

0.5

未定・分からない

31.3

無回答

1.4

何らかの形で無期契約に切り換える計：58.9％

無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

30

〇無期転換ルールへの対応方針(企業･2016年10月時点)

通算５年を超えない

よう運用

8.5

通算５年を超え、申込みがな

されたら無期契約にする

35.2

適性を見ながら通算５年を

超える前に無期契約にする

25.0 

雇入れの段階から無期契約に

する（有期契約をやめる）

2.7

有期契約労働者を派遣

か請負に切り換え

0.4
未定・分からない

26.9

無回答

1.3

資料出所）JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016年10月１日調査時点）

＜フルタイム契約労働者を雇用している企業＞ ＜パートタイム契約労働者を雇用している企業＞
【n=フルタイム契約労働者を雇用している企業、単位：％】 【n=パートタイム契約労働者を雇用している企業、単位：％】

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

何らかの形で無期契約に切り換える計：62.9％
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無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

31

〇通算５年を超えないように運用していく理由 (企業･2016年10月時点)

資料出所）JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016年10月１日調査時点）

【n=フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者について「有期契約が通算５年を超えないように運用していく」と回答した企業、単位：％】

15.1

7.9

8.2

11.7

23.8

26.8

28.0 

40.3従来からそうした契約管理を行ってきたから

景気の変動等に伴う雇用の調整余地を残して
おきたいから

定期的に人材の新陳代謝を図りたいから

人件費を増加・固定化させたくないから

無期転換後の処遇を決定するのが困難だから

有期契約労働者の業務は入札等に伴い、
無くなる恐れがあるから

（機械化や事業再編等により）有期契約労働者
が行ってきた業務の縮小が見込まれるから

その他

無回答
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無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

32

〇通算５年を超えないように運用していく方法 (企業･2016年10月時点)

資料出所）JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016年10月１日調査時点）

【n=フルタイム契約労働者あるいはパートタイム契約労働者について「有期契約が通算５年を超えないように運用していく」と回答した企業、単位：％】

11.0 

4.3

3.8

7.5

12.7

24.5

64.5更新回数上限や通算勤続年数等で制限する

契約更新時の判断（人物や働きぶり等の選別）
を厳格化する

契約期間を一定の業務完了までなどで設定し、
更新は原則行わないようにする

途中で随時、クーリング（空白）期間を挟み、
通算期間をリセットする

有期契約労働者を新規に採用する際、無期転換や
正社員登用を希望しない人を選別する

その他

無回答

※ここにいう「正社員」は、直接雇用かつ無期労働契約で、当該企業において正社員・正規職員とされている者を指す。
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無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

33

〇クーリング の実施状況(企業･2018年11月時点）

行っている（行う）

6.2

行っていない（行わない）

89.9

無回答

3.9

【n=有期契約労働者を雇用している企業等、単位：％】

クーリング期間の長さ ※単位：％

6ヶ月未満 32.7

6ヶ月 38.2

6ヶ月超１年以内 18.2

1年超 7.3

無回答 3.6

クーリングの仕組みの導入時期 ※単位：％

無期転換ルールの施行に伴い、新たに導入した 38.2

以前から行っているが、期間の長さを変更した 1.8

以前から行っており、何も変更していない 50.9

無回答 9.1

クーリング後の再雇用 ※単位：％

約束している 14.5

約束していない 43.6

未定・分からない 40.0

無回答 1.8

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。
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無期転換ルール等に関する現状 －企業の対応の状況－

34

〇契約更新上限の設定状況(企業･2018年11月時点)

6ヶ月以内

0.9
6ヶ月超～1年以内

0.9

1年超～3年以内

28.3

3年超～4年6ヶ月

3.8

4年6ヶ月超～5年以内

63.2

5年超～10年以内

2.8

＜フルタイム有期契約労働者を雇用している企業＞ ＜パートタイム有期契約労働者を雇用している企業＞

【n=フルタイム有期契約労働者を雇用している企業のうち
通算の勤続年数で上限を設けている企業等、単位：％】

【n=パートタイム有期契約労働者を雇用している企業のうち
通算の勤続年数で上限を設けている企業等、単位：％】

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

6ヶ月以内

1.4

1年超～3年以内

26.4

3年超～4年6ヶ月

2.8

4年6ヶ月超～5年以内

66.7

5年超～10年以内

1.4

10年超

1.4

５年以内計：97.1％ ５年以内計：97.3％

○フルタイムの有期契約労働者を雇用している企業等のうち、
契約の更新回数や通算の勤続年数の上限を設けている企業等は11.9％
（通算の勤続年数で上限を設けている企業等に限ると6.9％）。

○パートタイムの有期契約労働者を雇用している企業等のうち、
契約の更新回数や通算の勤続年数の上限を設けている企業等は8.5％
（通算の勤続年数で上限を設けている企業等に限ると4.5％）。
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無期転換ルール等に関する現状 －無期転換の実績－

35

〇無期転換ルールの施行から2018年３月末まで
の無期転換者の有無(企業･2018年11月時点)

無期転換者がいた

26.8

いなかった

65.8

無回答

7.4

※通算勤続年数のみを要件として無期転換できる機会を設けている
企業に限った場合、無期転換者がいた企業は25.9％

〇無期転換後の形態(企業・2018年11月時点)

フルタイムの
有期契約労働者

パートタイムの
有期契約労働者

正社員 27.2 1.6

限定正社員 8.1 0.3

無期転換社員A 47.7 95.6

無期転換社員B 0.8 0.2

無期転換社員C 16.2 2.3

※各社員区分の定義は以下のとおり。
・正社員：「直接雇用かつ無期労働契約で、貴社の正社員・正

規の職員として処遇されている者」
・限定正社員：仕事や責任、勤務地等の限定がもっとも少な

く、労働時間がもっとも長い「正社員」に比べて
「働き方に何らかの限定がある正社員」（一般には
その分、賃金や労働条件が低減。有期契約労働時と
比べて、働き方が変化し、賃金・労働条件は改善。）

・無期転換社員A：有期労働契約時と比べて、働き方や賃金・
労働条件が変化しなかった無期転換社員

・無期転換社員B：有期契約労働時と比べて、働き方は若干
負荷増となったものの、賃金・労働条件は変化し
なかった無期転換社員

・無期転換社員C：有期契約労働時と比べて、働き方は変化し
なかったものの、賃金・労働条件は若干改善した
無期転換社員

【n=有期契約労働者について何らかの形で無期転換できる機会を設けている企業等、単位：％】

【n=2,017年度中までに無期転換した者がいる企業等、単位：％】

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。
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無期転換ルール等に関する現状 －無期転換までの期間の見通し－

〇採用されてから無期転換されるまでの期間の見通し(企業･2018年11月時点)

※企業規模別に見ると、「１年以内」は小規模な企業等ほど多く、「５年超６年以内」は大規模な企業等ほど多い。

＜フルタイム有期契約労働者を雇用している企業＞ ＜パートタイム有期契約労働者を雇用している企業＞
【n=フルタイム有期契約労働者について何らかの形で無期転換できる機会を
設けている企業等、単位：％】

【n=パートタイム有期契約労働者について何らかの形で無期転換できる機会を
設けている企業等、単位：％】

（制度設計上の）
最短の見通し

平均的な見通し

１年以内 25.6 14.2

１年超２年以内 12.5 9.3

２年超３年以内 6.7 7.7

３年超４年以内 4.3 6.2

４年超５年以内 6.5 8.2

５年超６年以内 21.7 22.4

６年超 1.3 2.0

分からない 17.2 21.5

無回答 4.2 8.4

36

（制度設計上の）
最短の見通し

平均的な見通し

１年以内 17.2 9.9

１年超２年以内 7.6 6.3

２年超３年以内 4.2 5.1

３年超４年以内 3.9 3.7

４年超５年以内 8.2 9.8

５年超６年以内 27.2 27.5

６年超 1.2 1.7

分からない 22.5 29.0

無回答 7.9 7.0

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）ページ 150 / 233



無期転換ルール等に関する現状 －無期転換希望の状況－

37

〇無期転換ルールに基づく無期転換の希望とその理由(個人･2018年11月時点)

希望する

26.6

希望しない

33.1

分からない

34.6

無回答

5.7

※ 定年後再雇用者と派遣労働者を除いた有期契約労働者について見ると、
「希望する」が29.2％に増加し、「希望しない」が29.8％に減少する。

希望する理由（主なもの） ※複数回答、単位：％

雇用不安が無くなるから 83.7
長期的なキャリア形成の見通しや、将来的な
生活設計が立てやすくなるから 39.9

その後の賃金・労働条件の改善が期待できる
から 27.3

法定された権利だから 16.1

社会的な信用が高まるから 13.2

【n＝有期契約労働者計、単位：％】

希望しない理由（主なもの） ※複数回答、単位：％

高齢だから、定年後の再雇用者だから 31.7

現状でも雇用は比較的安定しているから 28.6

契約期間だけなくなっても意味がないから 27.5

現状に不満はないから 25.3
辞めにくくなるから（長く働くつもりはない
から） 20.2

責任や残業等、負荷が高まりそうだから 20.0

※ 無期転換ルールの認知度が高いほど「希望する」割合は増加する。
（内容を具体的に知っている有期契約労働者では、「希望する」が37.5％）

※ 年齢が低いほど「希望する」割合は増加する。
（満29歳以下の有期契約労働者では、「希望する」が35.8％）

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。
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無期転換ルール等に関する現状 －無期転換ルールの有効性に対する見解－

38

〇無期転換ルールの有効性に対する見解 (個人･2018年11月時点）

大いに有効

7.9 

どちらかといえば有効

29.5 

どちらかといえば

有効ではない

11.5 

まったく有効ではない

2.0 

なんとも言えない・

分からない

42.0 

無回答

7.0 

「有効でない」計：13.5％

【n=全有効回答労働者、単位：％】

有効ではないと思う理由 ※複数回答、単位：％

無期労働契約へ移行できても、
正社員になれるわけではないから 66.1

かえって雇止めが増える恐れがあるから 43.3

会社側に希望を言い出しにくいから
（自動で無期転換するわけではないから） 22.8

更新等の上限設定やクーリング期間など、
ルール回避の抜け道があるから 20.9

勤続年数以外にも、無期転換に必要な要件を
会社が自由に追加できるから 20.5

有期労働契約でも雇用はある程度安定しているから 19.8

罰則等の拘束力が無いから 17.0

労働者の多くは希望しないと思うから 12.5

その他 5.4
※無期転換者について見ると、「大いに有効」「どちらかといえば有効」

の合計が45.1％に増加し、「まったく有効でない」「どちらかといえば
有効でない」の合計は12.8％に減少する。

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

※ここにいう「正社員」は、直接雇用かつ無期労働契約で、
正社員・正規の職員として処遇されている者を指す。

「有効である」計：37.4％
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無期転換ルール等に関する現状 －無期転換後の心境の変化－

39

〇無期転換後の心境の変化 (個人･2018年11月時点） 【n=無期転換者計、単位：％】

8.8 

10.1 

14.1 

11.4 

18.8 

12.7 

21.5 

19.3 

19.3 

29.5 

26.0 

31.6 

27.0 

33.0 

19.8 

16.4 

12.6 

15.9 

9.6 

13.9 

11.0 

26.8 

28.5 

18.2 

21.9 

17.2 

23.5 

13.6 

21.7 

21.3 

22.1 

21.0 

20.0 

19.7 

17.8 

3.6 

4.4 

3.4 

3.7 

2.9 

3.2 

3.3 

当てはまる どちらかというと当てはまる

どちらかというと当てはまらない 当てはまらない

何とも言えない 無回答

雇用不安が減り、定着を考えるようになった

賃金・労働条件に対する満足感が高まった

働くモチベーション（やる気）が高まった

長期的なキャリア形成の見通しや、
将来の生活設計が描けるようになった

会社への帰属・貢献意識が高まった

有給休暇が取りやすくなった

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

不本意な雇用形態や賃金・労働条件で働かされて
いるという意識が緩和された
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無期転換ルール等に関する現状 －無期転換ルールに対応する上での課題－

40

○無期転換ルールに対応する上での課題 (企業･2018年11月時点）

【n=有期契約労働者を雇用している企業等（定年後再雇用者のみを除く）、単位：％（複数回答）】

27.1

0.1

0.8

2.4

2.7

3.1

3.1

3.7

7.7

9.1

9.9

10.3

11.5

11.8

14.9

17.7

18.6 

19.8

21.7

26.3

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

正社員の新規採用に対する影響（無期転換者の増加に伴う新規採用枠の縮小等）

有期労働契約と無期転換後、正社員の間の仕事や働き方、賃金・労働条件のバランスと納得感

業務量の変動等に伴う人員数や労働時間、労働条件等の調整

定年のあり方

人件費の増加とそれに見合う生産性の向上

契約管理や就業規則の複雑化と社内（当事者や管理者等）への周知・浸透

（定年後再雇用者以外の）高齢者の取扱い

無期転換後のあり方（統合・整理を含む）

有期契約労働者の活用のあり方・考え方の見直し（人事制度改定を含む）

無期転換後のモチベーションを維持するための方策

特に課題はない

定年後再雇用者（特例活用）とそれ以外の高齢者の取扱いの違いに係る不公平感（無期転換機会等）

事業の再編（事業所閉鎖）等に伴う雇用調整のあり方

派遣労働者の取扱い

訴訟リスクの高まり（有期契約労働者とのコミュニケーションの強化を含む）

障がいをもつ労働者の取扱い

（無期転換ルールの回避等による）人手不足の深刻化や優秀な人材の流出

外国人労働者の取扱い

（無期転換ルールの回避等による）企業イメージの悪化

その他

無回答
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11,997 12,472 

14,442 

12,307 
13,110 

534
564

728

595

525
493

472

545

448

479

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

相談 助言・指導 あっせん

13,024
14,11413,350

15,715

13,508

無期転換ルール等に関する現状 －労働局における相談、助言・指導、あっせん－

41

〇雇止め（※）に関する相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数

資料出所）厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

※単位：件

※無期転換ルール関連に限らず、雇止め全般を含む

・都道府県労働局長による助言・指導：民事上の個別労働紛争について、紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すこと
により、紛争当事者による自主的な解決を促進する制度

・紛争調整委員会によるあっせん：労働問題の専門家であるあっせん委員が、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより
紛争の解決を図る制度

＜個別労働関係紛争解決制度＞
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労契法による無期転換前に雇止めが行われるケース等の具体例 ※過去の裁判例や労働局への相談事例等をもとに作成

① 無期転換申込権が発生する直前に合理的な理由のない雇止め
… 契約が更新されて無期転換できるという期待が相当高い通算５年直前期に、合理的な理由なく（労働者の勤務態度や
経営上の理由等の名目で）、雇止めを行う場合

５年

１年 １年 １年 １年 １年

H25.4 H30.4

締結 更新 更新 更新 更新 雇止め

直前期

② 無期転換申込権発生前に新たに（一方的に）不更新条項を設定して当該条項を理由に雇止め
… 契約が更新されて無期転換できるという期待が相当高い通算５年直前期に、一方的に合理的な理由なく労働契約や就
業規則において、契約更新上限（５年等）を新たに規定・適用し、通算期間が５年を超える前に雇止めを行う等、無期転換
申込権が発生する前に雇止めを行う場合

５年

１年 １年 １年 １年 １年

H25.4 H30.4

締結 更新 更新 更新 更新 雇止め

直前期

労働契約や就業規則において、通算５年を超えて契約しない旨を規定

42

※個別の雇止めや就業規則の変更等が認められるか否かは、最終的には司法判断となる。
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労契法による無期転換前に雇止めが行われるケース等の具体例 ※過去の裁判例や労働局への相談事例等をもとに作成

③ 5年の更新上限を設けた上で一定の場合に無期雇用する制度を設けているものの、不合理な要件や厳しい試
験等を課し実際は不合格とする
… ・ 次の契約更新で無期転換できるという期待が相当高い直前期に新たに競争試験や更新要件を課すように、

一方的に合理的な理由なくルールを変更し、合格した者のみに契約更新が認められる場合
・ 一定の合格者等が出ると示唆していたにもかかわらず、実際には無期転換する者が発生しないような厳しい要件や試験等
を課していたり、不合理な基準・評価方法が用いられていたりする場合

１年 １年 １年 １年

H31.4 R2.4H25.4 H30.4

５年

不合格／要件非合致＝雇止め
無期転換申込権発生の直前期だけ
競争試験or更新要件を課す

合 格／要件合致＝無期転換

無期雇用１年

④ 再雇用を約束した上で雇止めをし、クーリング期間経過後に再雇用
… 無期転換申込権発生前に雇止めをするが、通算期間の算定がリセットされるクーリング期間（６か月）をおいて再度雇い入れ

ることを明示的に約束しているような場合

５年

１年 １年 １年 １年 １年

H25.4 H30.4 H31.4 R2.4

6か月以上

締結 更新 更新 更新 更新 再雇用を
約束した上で
雇止め

再雇用

１年

更新

１年

更新

･･
･

43

※個別の雇止めや就業規則の変更等が認められるか否かは、最終的には司法判断となる。
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労契法による無期転換前に雇止めが行われるケース等の具体例 ※過去の裁判例や労働局への相談事例等をもとに作成

⑥ 無期転換後の労働条件について不合理な「別段の定め」をすることによる無期転換申込みの抑制
… 職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件が、実質的に無期転換申込権の行使を妨げるような内

容となっている場合

（例 ・ 無期転換後の労働条件を従前よりも大幅に低下させる【施行通達において望ましくない旨を明記】
・ 実際上の必要性がないにもかかわらず、無期転換の申込みを抑制する目的で無期転換後の労働者に適用される就業
規則に配転条項等を定める 等

⑤ 無期転換申込権が生じる前に派遣や請負を偽装して形式的に他の使用者に切替え
… 就業実態が変わらないにもかかわらず、無期転換申込権の発生を避ける目的で、派遣形態や請負形態を偽装して、労働契約

の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合
【施行通達で、上記の場合には「同一の使用者」との労働契約が継続していると解される旨を明記】

⑦ 無期転換申込みの拒否
… 労働者から労働契約法第18条の要件を満たした無期転換申込みがなされたにもかかわらず、合理的な理由なく無期転換を
拒否し、当該労働者を有期労働契約の期間満了時に雇止めする場合

１年 １年 １年 １年

H31.4H25.4 H30.4

５年

雇止め
（解雇）

１年 １年

無期転換申込み＝無期労働契約の成立

５年

１年 １年 １年 １年 １年

H25.4 H30.4 H31.4 R2.4

締結 更新 更新 更新
別の契約を締結

１年 １年

更新 更新
元の契約主体と契約

１年

締結 更新 更新 更新更新 更新

44

※雇止めや就業規則の変更等が認められるか否かは、最終的には司法判断となる。
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労契法による無期転換前に雇止めが行われるケース等の具体例 ※過去の裁判例や労働局への相談事例等をもとに作成

⑧ 無期転換申込権の事前放棄の強要
… 無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とする等、有期
契約労働者にあらかじめ無期転換申込権を放棄させること。
【施行通達において、こうした有期契約労働者の意思表示は公序良俗に反し、無効と解される旨を明記】

５年

１年 １年 １年 １年 １年

H25.4 H30.4 H31.4 R2.4

締結 更新 更新 更新 更新 更新

１年１年

更新 更新

無期転換申込権の放棄を条件に契約更新

45

➈ 細切れな定年を設定し、無期転換後、数年で定年退職
… 無期転換後、いずれの年齢であったとしても、数年で定年退職となるように、無期転換する際の年齢に対応して、細切れな定年

を就業規則に設定する場合

【細切れ定年の例】

無期転換申込時満年齢 定年日

65歳未満 満66歳誕生日

65歳以上67歳未満 満68歳誕生日

67歳以上69歳未満 満70歳誕生日

69歳以上71歳未満 満72歳誕生日

… …

※個別の雇止めや就業規則の変更等が認められるか否かは、最終的には司法判断となる。
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労契法による無期転換前に雇止めが行われるケース等の具体例 ※過去の裁判例や労働局への相談事例等をもとに作成

46

⑩ 当初の契約締結時から更新上限を設定して無期転換申込権発生前に雇止め
… 労働者に５年を超える有期労働契約の更新についての合理的な期待が生じないよう、当初の契約締結時に契約更新上限
（５年等）を労働者に対して提示した場合

５年

１年 １年 １年 １年 １年

H25.4 H30.4

締結 更新 更新 更新 更新 雇止め

当初の契約締結時に更新上限を労働者に提示

※個別の雇止めや就業規則の変更等が認められるか否かは、最終的には司法判断となる。

ページ 160 / 233



有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生ま
での期間に関する特例を設けるもの。【施行日：平成27年４月１日】

１ 特例の対象者
Ⅰ） 「５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ） 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

２ 特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間（現行５年）を延長

→次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者 ： 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間（上限：１０年）
②Ⅱの者 ： 定年後引き続き雇用されている期間

※特例の適用に当たり、事業主は、
①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等

の適切な雇用管理を実施し、本社・本店を管轄する都道府県労働局に認定申請を行う必要がある。

主な内容

５年

無期労働契約

定年

１年 １年１年 １年１年 １年 １年 ・・・・・

無期転換申込権は発生しない

【要件を満たした上で定年後に有期契約で継続雇用される高齢者の場合】

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要
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無期転換ルールに関する現状 －無期転換ルールの特例の利用状況－

48

〇有期特措法（※）に基づく第一種計画及び第二種計画の申請件数・認定件数（累計）

資料出所）都道府県労働局からの報告をもとに厚生労働省において集計

3,486 

10,210 

50,938 

62,613 
66,749 

3,287 

9,520 

46,697 

61,853 
66,046 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

申請件数 認定件数

①特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者（高度専門職と継続雇用の高齢者）
に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成

※高度専門職については第一種計画、継続雇用の高齢者については第二種計画を作成

②事業主は、都道府県労働局に作成した計画を提出

③都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば認定

④認定を受けた事業主に雇用される特例の対象労働者について特例適用

（※）専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成26年法律第137号。平成27年４月１日施行）

（参考）有期特措法に基づく無期転換ルールの特例適用の流れ

※変更申請の件数を除いた件数

※第一種計画の申請（認定）件数は、
平成30年度の２（１）件のみ。

①②計画作成、提出

③認定

④特例適用

事業主 都道府県労働局

特例対象労働者

※継続雇用制度の導入企業（31人以上のみ。65歳以上の
定年を設けている企業は除く。）は、125,352企業。
（厚生労働省「令和２年高年齢者の雇用状況」）

※「無期転換ルール」とは、労契法18条に規定する無期転換ルールのことであり、
「無期転換」とは、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む）へ移行すること（無期転換ルール以外の方法によるものも含む）である。
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【労使双方向け】
○ポータルサイトの開設（無期転換ルールの概要、先進的に取り組んでいる企業事例、厚労省の支援策、Ｑ＆Ａ、無期転換社員インタ
ビューなどについて情報発信）
※アクセス件数：405,296件（令和元年度実績）

○セミナーの開催（無期転換ルールをはじめとする労働契約法等について解説。令和２年度は主にオンラインで開催）
※セミナー参加者数：10,986人（令和２年度実績）。一般労働者・事業主向けセミナー（182回）、中小・小規模企業等向けセミナー（66
回）、労働者向けセミナー（3回）、追加セミナー（80回）の参加者数の合計。）
○広告用動画の作成・配信 ※再生回数：労働者向け 約67万回、使用者向け 約46万回（令和３年３月17日時点）

【使用者向け】
○労働局等が実施する改正法の説明会など、あらゆる機会を活用した周知
○経団連、日商、中央会、社労士会に「無期転換ルールハンドブック」等を提供し、会員企業等に対する周知への協力依頼

【労働者向け】
○インターネット（ヤフー、グーグル、フェイスブック等）を活用した周知広報
※ヤフー、グーグルのリスティング広告等のクリック件数：264,538件（令和元年度実績）

○連合に「無期転換ルールハンドブック」等を提供し、連合が開催する会議、勉強会等での周知への協力依頼

○モデル就業規則の作成（無期転換ルールや多様な正社員関係のモデル就業規則（飲食・小売・製造・金融の４業種に加え、平成29年
度に全業種版を約５万部作成）をポータルサイト、労働局等で周知）
○パンフレットとして、「無期転換ルールハンドブック」、「無期転換ルールのよくある質問（Q&A）」の作成（約15万部（令和２年度実績）。
無期転換ルールの導入手順等をまとめたハンドブック等を作成し、ポータルサイト、労働局等で周知）

○企業に対するコンサルティングの実施（無期転換ルールへの対応を検討中の企業に無料で実施）
※コンサルティング社数：69社（令和元年度実績）
○演習を通じて無期転換ルールへの対応手順を実践できる「無期転換ルールに対応するための取組支援ワークブック」の作成
○キャリアアップ助成金の支給（有期契約労働者を無期契約労働者等に転換した場合、一定の条件のもと、支給）

①無期転換ルールを知らない層に対して、知ってもらうための取組

②無期転換ルールを知っている層に対して、その導入のためのツール提供の取組

③無期転換ルールを知っていて、導入しようとする層に対する支援の取組

下線部は直近の実績

49

無期転換ルールに関する現状 －無期転換ルールの周知啓発等－
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多様な正社員の雇用ルール等に関する現状
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51

多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の活用状況－

【単位：％】〇多様な正社員の活用状況 (企業･2018年11月時点）

2.7 

3.5 

5.6 

3.3 

6.9 

3.3 

10.2 

10.7 

13.4 

14.8 

31.0 

11.1 

11.5 

16.7 

23.2 

22.0 

32.8 

14.8 

6.9 

8.7 

14.6 

20.3 

46.6 

9.1 

16.7 

16.5 

21.7 

22.5 

41.4 

17.6 

24.8 

30.0 

37.3 

41.8 

65.5 

28.6 n=全有効回答企業等

1000人以上

300～999人

100～299人

30～99人

29人以下

（
企
業
規
模
別
）

n=全有効回答企業等

1000人以上

300～999人

100～299人

30～99人

29人以下

（
企
業
規
模
別
）

＜多様な正社員区分がある企業＞

＜限定内容別＞
【職種、職務、職域】 【勤務地（配転等の範囲）】 【役職、役割】 【労働時間の長さ】 【その他】

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）ページ 165 / 233



多様な正社員に関する現状 －多様な正社員の活用状況－

52

全員

9.9

9割以上

2.6 ７～９割

2.1

５～７割

3.1

３～５割

6.3

１～３割

17.7

１割未満

50.4

無回答

7.8

※今後の増減方針について尋ねたところ、「現状維持」が48.7％と最も多く、次いで「分からない」が37.6％となっている。

【n=多様な正社員区分がある企業等、単位：％】

〇多様な正社員の人数割合 (企業･2018年11月時点）

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）ページ 166 / 233



多様な正社員に関する現状 －企業が多様な正社員を導入する理由－

53

【n=多様な正社員を導入する意向があると回答した企業、単位：％】〇多様な正社員を導入する理由(企業･2016年10月時点）

資料出所）JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016年10月１日調査時点）

1.1

7.9

13.4

16.6

19.6

23.1 

30.0 

30.3

37.9

54.5労働力の（量的な）確保に対する危機感が高まっているから

労働者の価値観の多様化への対応や、仕事と生活の両立支援等のため

もっと女性や若者、高齢者を採用・活用したいから

非正社員からの転換を促し、優秀な人材を確保（囲込み）したいから

正社員の働き方を見直すための（長時間労働やメンタルヘルスの改善等）

（有効求人倍率の上昇等に伴い）これまでの正社員や非正社員の処遇・
労働条件では、良い人材が採用しがたくなっているから

仕事の専門化・高度化や勤務地範囲の拡大に伴い、
正社員の区分を多様化する必要性を感じているから

改正労働契約法や改正労働者派遣法等に対応するため

人件費の抑制につながるから

労働組合や労働者代表等からの要望に応えるため

無回答

その他

※ここにいう「正社員」は、直接雇用かつ無期労働契約で、当該企業において正社員・正規職員とされている者を指す。
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多様な正社員に関する現状 －導入する上での課題等－

54

【n=多様な正社員を導入する意向があると回答した企業、導入する意向はないと回答した企業、単位：％】

〇多様な正社員を新設（増員）する上での課題や導入が難しい理由(企業･2016年10月時点）

資料出所）JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016年10月１日調査時点）

2.9 

7.0 

1.4 

2.8 

5.5 

13.3 

15.2 

19.9 

23.1 

23.2 

25.1 

26.6 

41.0 

42.8 

49.5 

1.6 

0.6 

0.9 

4.1 

10.3 

9.6 

8.7 

5.6 

7.1 

11.2 

14.4 

23.4 

19.8 

n=導入する意向があると回答した企業

n=導入する意向がない企業

区分が増加することで、労務管理が煩雑・複雑になる

区分間の仕事や処遇・労働条件のバランスの取り方が難しい

多様な正社員は働き方が限られるため、人材育成や
モチベーション維持が難しい

人事異動が硬直的になる（制限される）

多様な正社員に対する従業員ニーズが見極めにくい

事業の範囲や事業所数等が限定されている（多様な働き方を
形成し難い）

正社員と非正社員の違いが分かり難くなる

事業の縮小や事業所の閉鎖等に直面した場合の雇用維持が
難しい

固定的な要員層が厚くなり、人件費負担が重くなる

従来からの（無限定）正社員を希望する者がいなくなる
恐れがある

無回答

その他

労働組合や労働者代表等との調整が難しい

これまでに廃止・縮小してきた区分との整合性が
図りにくい

※ここにいう「正社員」は、直接雇用かつ無期労働契約で、当該企業において正社員・正規職員とされている者を指す。
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限定あり→なし

のみ

11.9

限定なし→ありのみ

3.0 

相互に移行可能

75.2

分からない

6.3 

無回答

3.5

多様な正社員に関する現状 －企業における転換制度の整備状況－

55

〇正社員と多様な正社員の間の移行制度の有無(企業･2018年11月時点)

制度がある

17.8

制度はないが

慣行がある

20.8制度も慣行もない

34.9

分からない

21.0 

無回答

5.4

＜移行の方向性別割合＞

【n=多様な正社員区分がある企業等、単位：％】

【n=多様な正社員区分がある企業等のうち移行制度
又は慣行がある企業等、単位：％】

（制度又は慣行がある）

資料出所）JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018年11月１日調査時点）

※ここにいう「正社員」は、直接雇用かつ無期労働契約で、当該企業において正社員・正規職員として処遇されている者を指す。

「制度又は慣行がある」計：37.6％
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多様な正社員に関する現状 －事業所閉鎖等に直面した際の対応－

56

【n=多様な正社員区分がある企業、単位：％】

〇事業所閉鎖等に直面した場合にはどう対応する方針か (企業･2016年10月時点）

資料出所）JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016年10月１日調査時点）

（無限定）正社員と全く

同じ、出来る限りの雇用

維持努力を行う

49.2
（無限定）正社員と異なる

が、出来る限りの雇用維持

努力を行う

19.1雇用維持努力を行わず

解雇する, 

1.4

分からない・考えたこ

とがない

24.1 

無回答

6.2

39.9

19.7

1.7

29.6 

9.1

＜事業所数が１ヶ所の企業の場合＞

52.7

19.1

1.2

22.1 

4.9

＜事業所数が２ヶ所以上の企業の場合＞
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職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、労働条件の明示等、雇用管理上の留意点について取
りまとめ、周知を図る。

規制改革実施計画（2013年６月14日 閣議決定・抄）

「多様な正社員」に係るこれまでの検討の経緯

非正規雇用問題に横断的に取り組むための総合的ビジョンの取りまとめ

非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの年度内の策定

「日本再生の基本戦略」（2011年12月24日 閣議決定・抄）

職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、成功事例の収集、周知・啓発を行うとともに、有識者懇談
会を今年度中に立ち上げ、労働条件の明示等、雇用管理上の留意点について来年度中のできるだけ早期に取りまとめ、速やか
に周知を図る。これらの取組により企業での試行的な導入を促進する。

日本再興戦略（2013年6月14日 閣議決定・抄）

非正規雇用のビジョンに関する懇談会
(座長：樋口美雄 慶應義塾大学商学部長)

「望ましい働き方ビジョン」
（2012年３月27日）

不本意非正規就業者に焦点を当て、正規雇用
への転換を促進。その際、業務や勤務地等が限
定的な「多様な正社員」も視野。

閣議決定文書 厚生労働省における動き

「社会保障・税一体改革大綱」（2012年２月17日閣議決定・抄）

「多様な形態による正社員」に
関する研究会

(座長：佐藤博樹 東京大学社研教授)

研究会報告書（2012年３月28日）
正社員・非正社員の現状、多様な形態による正
社員の活用状況、多様な正社員のメリットと課
題を整理。

「多様な正社員」の普及・拡大
のための有識者懇談会

(座長：今野浩一郎 学習院大学教授)

懇談会報告書（2014年７月30日）
労使関係者の参考となる「雇用管理上の留意
事項」のとりまとめ、労働条件の明示、処遇、
転換等に係るモデル就業規則の策定。

職務等に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進を図るため、労働条件の明示などの雇用管理上の留意点、好事例及
びそれらを踏まえた就業規則の規定例等を取りまとめ、周知を図る。 等

規制改革実施計画（2014年６月24日 閣議決定・抄）

平成29年公表の実態調査の結果を踏まえ、関係法令の整備を含む更に必要となる方策について検討を行い、必要な措置を講ずる。

規制改革実施計画（2017年６月９日 閣議決定・抄）

「多様な正社員」の普及の動きが多くの企業で生み出されるよう、本年７月までに労働条件の明示等の「雇用管理上の留意点」を
取りまとめ、「導入モデル」として公表するとともに、本年中に、職務の内容を含む労働契約の締結・変更時の労働条件明示、いわゆ
る正社員との相互転換、均衡処遇について、労働契約法の解釈を通知し周知を図る。あわせて、専門性の高い人材を含むモデルと
なりうる好事例を複数確立するとともに、就業規則の規定例を幅広く収集し、情報発信を行う。その他、「雇用管理上の留意点」を
踏まえた「多様な正社員」の導入が実際に拡大するような政策的支援について、今年度中に検討し、2015年度から実施する。

日本再興戦略改定2014（2014年6月24日 閣議決定・抄）

職種限定、地域限定等「多様な正社員」について、プロフェッショナル人材の受け皿等として企業での活用を促すため、直近の活用
状況を踏まえつつ、職務の内容や能力等に応じた評価や処遇、雇用保障等の在り方について整理を行い、労使双方が参考としてい
る「雇用管理上の留意事項」への反映やモデル就業規則の策定等の対応を検討する。 ※2019年・2020年にも同様の文言有り。

未来投資戦略2018（2018年６月15日 閣議決定・抄）

ジョブ型正社員の更なる普及・促進に向け、雇用ルールの明確化や支援に取り組む。

経済財政運営と改革の基本方針2020（2020年７月17日 閣議決定・抄）

〔ジョブ型正社員（勤務地限定正社員、職務限定正社員等）の雇用ルールの明確化の検討〕
「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」等を導入する企業に対し、勤務地（転勤の有無を含む。）、職務、勤務時間等の労

働条件について、労働契約の締結時や変更の際に個々の労働者と事業者との間で書面（電子書面を含む。）による確認が確実に
行われるよう、以下のような方策について検討し、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。（以下略）

規制改革実施計画（2019年６月21日 閣議決定・抄）

多様化する労働契約のルールに関する
検討会

無期転換ルールの見直しと多様な正社員の
雇用ルールの明確化等の検討
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「いわゆる正社員」と「非正規雇用の労働者」の働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優
秀な人材の確保や定着の実現のため、職務、勤務地又は労働時間を限定した「多様な正社員」を労使双方にとって望ましい形で普及さ
せることが求められている。

⇒ 「日本再興戦略」（平成25年６月閣議決定）・ 「規制改革実施計画」（平成25年６月閣議決定）等を踏まえ、「多様な正社員の普及・拡大の
ための有識者懇談会」（座長：今野浩一郎学習院大学教授）において、「多様な正社員」の雇用管理をめぐる課題について検討。労使等の
関係者が参照することができる「雇用管理上の留意事項」や就業規則の規定例を整理するととともに、政策提言をとりまとめ、公表。
（平成26年7月30日）

「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会概要・報告書のポイント

「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会 参集者

趣旨・経緯

（ ◎ 座長 ）

◎今野 浩一郎 学習院大学経済学部経営学科教授
神林 龍 一橋大学経済研究所准教授
黒田 祥子 早稲田大学教育・総合科学学術院准教授
黒澤 昌子 政策研究大学院大学教授
櫻庭 涼子 神戸大学大学院法学研究科教授
佐藤 博樹 東京大学社会科学研究所社会調査・データアーカイブ研究センター教授
竹内（奥野）寿 早稲田大学法学学術院准教授
野田 知彦 大阪府立大学経済学部教授
水町 勇一郎 東京大学社会科学研究所教授
山川 隆一 東京大学大学院法学政治学研究科教授

（※肩書き等は懇談会開催時のもの）

懇談会報告書のポイント

① 多様な正社員の効果的な活用が期待できるケース
② 労働者に対する限定の内容の明示
③ 事業所閉鎖や職務の廃止等への対応

◆ 政策提言

④ 転換制度
⑤ 処遇（賃金、昇進・昇格）
⑥ いわゆる正社員の働き方の見直し

８つの項目に沿って、多様な正社員の円滑な活用のために使用者が留意すべき事項と促進するための方策について提言。

⑦ 人材育成・職業能力開発
⑧ 制度の設計・導入・運用に当たっての労使

のコミュニケーション

◆ 「雇用管理上の留意事項」、就業規則、労働契約書の規定例
上記の８項目に沿って雇用管理上の留意事項等を整理するとともに、労働条件の明示、処遇、転換等に係る規定例を整理。

「多様な正社員に係る『雇用管理上の留意事項』等について」（平成26年７月30日付け基発0730第１号通達）を発出し、周知。
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「雇用管理上の留意事項」の周知

「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告等を踏まえた対応

政策提言を踏まえた対応

〈主な留意事項等の内容〉

労働者に対する限定
の内容の明示

紛争の未然防止のため、限定がある場合は限定の内容が当面のものか将来にわたるものか明示すること、労働契約法４条を踏まえ、
勤務地、職務、勤務時間の限定の内容について書面で確認することが望ましい など

転換制度
労働契約法３条３項には転換制度も含まれ、同項を踏まえ、転換できるようにすることが望ましい、無制限な転換は人材育成投資に
影響を与えるため企業の実情に応じて、転換の要件・回数制限等について制度化することが考えられる、転換には本人の同意が必
要 など

事業所閉鎖や職務の
廃止等への対応

勤務地や職務の限定のゆえに、事業所閉鎖や職務廃止の際に直ちに解雇が有効となるわけではなく、整理解雇法理を否定する裁
判例はない、解雇の有効性は人事権の行使状況や労働者の期待などに応じて判断される傾向にある など

「多様な正社員に係る『雇用管理上の留意事項』等について」（平成26年７月30日付け基発0730第１号通達）を発出。
パンフレットやモデル就業規則等により周知。

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針に、限定の内容の明示等が望ましいことを明記する。

平成26年11月28日に定められた行動計画策定指針において、子育てをしやすくすることを目的として職務や勤務地等を
限定する制度を導入した場合、限定の内容を労働者に明示することが重要であり、また、職務や勤務地等の限定がない
労働者との転換ができることが望ましい旨を記載。

〈政策提言例〉

モデル就業規則等の周知

「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」等により周知。

〈主な就業規則における規定例〉

職務の限定

●職務の範囲を限定する雇用区分の例
「職務限定正社員は、限定分野の定常的な基幹業務を行う。」「職務限定正社員は、限定分野の定常業務を行う。」
●特定された職務に限定する雇用区分の例
「職務限定正社員は、一定の職務区分において、その職務区分ごとに必要とされる業務に従事する。」 など
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現行制度の概要① 就業規則

60

○ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなら
ない。 （労働基準法第89条）

※ 「就業規則」とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称をいう。

絶対的必要記載事項
…いかなる場合であっても必ず
記載しなければならない事項

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては
就業時転換に関する事項
②賃金（臨時の賃金等を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する
事項
③退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

相対的必要記載事項
…定めをする場合においては必
ず記載しなければならない事項

①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに
退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧その他

任意記載事項
…使用者において任意に記載
し得る任意記載事項

例：就業規則の制定趣旨ないし根本精神を宣言した規定、就業規則の解釈及び適用に関する規定等

◆ 就業規則の作成・変更をする際には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。（労働基準法第90条）

◆ 就業規則の内容は、法令や事業場における労働協約に反してはならない。（労働基準法第92条）
◆ 就業規則は、作業場の見やすい場所に常時掲示するか備え付ける、労働者に交付するなどの方法により周知しなければならない。
（労働基準法第106条）

◆ 労働基準法第89条の規定に違反した場合、30万円以下の罰金に処する。（労働基準法第120条）

〈就業規則における記載事項（労働基準法第89条）〉
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○ 労働条件が不明確なことによる紛争の未然防止のため、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、
賃金、労働時間等の主要な労働条件について明示しなければならない。（労働基準法第15条第１項）

○ 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするもの
とされている（注）。（労働契約法第４条第１項）

労働基準法第15条 労働契約法第４条

明示時点

労働契約締結時（契約期間満了後、契約を更新する場合や、出向の場合も含
まれる。）（※１）

※1 労働関係の継続中において就業規則の変更等により労働条件の変更がなされた場合については、適用対
象外

労働契約の締結前において使用者が提示した労働条
件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は
変更されて継続している間の各場面（施行通達）

明示事項

（労働基準法施行規則第5条）
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項（※２）

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休
暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業転換に関する事項

⑤賃金（退職手当及びに⑧の賃金を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の
締切り及び支払の時期並びに昇級に関する事項

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の
方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）賞与及び第８条各号に掲げる賃金
（※３）並びに最低賃金額に関する事項

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩安全及び衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑬表彰及び制裁に関する事項
⑭休職に関する事項

・労働契約の締結前又は変更前において、使用者が労
働契約を締結又は変更しようとする者に提示する労働
条件
・有効に締結又は変更された労働契約の内容

明示の方法
①から⑥までの事項（昇給に関する事項を除く）については、労働者に対する書
面の交付（※４）（労働基準法施行規則第５条第３項・第４項）
※４ 労働者が希望した場合は、FAXや電子メール等による明示が可能

できる限り書面で確認する（労働契約法第４条第２
項）

罰則 あり（30万円以下の罰金（労働基準法第120条）） なし

※３ １箇月を超える期間の出勤成績によって支給され
る精勤手当、１箇月を超える一定期間の継続勤務に
対して支給される勤続手当、１箇月を超える期間にわ
たる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

現行制度の概要② 労働条件の明示

61

（注）締結時だけでなく、労働契約の締結前や、変更時なども含む。

※２ 解釈例規（通達）において、「雇入れ直後の就
業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるもの
であるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網
羅的に明示することは差し支えない」としている。
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62資料出所）第９回「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会資料（厚生労働省）より抜粋ページ 176 / 233



（参考）限定正社員の労働条件通知書の例

63資料出所）「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業規則と解説」（厚生労働省）より抜粋ページ 177 / 233



多様な正社員に関する現状 －就業規則における規定、書面による本人明示－

64

〇多様な正社員の限定性や処遇・労働条件等を就業規則上に規定しているか、
本人に書面で明示しているか(企業･2016年10月時点)

資料出所）JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016年10月１日調査時点）

【n＝多様な正社員区分がある企業、単位：％】

36.2 

74.4 

8.3 

17.0 

10.6 

25.3 

29.3 

69.7 

7.5 

5.0 

8.6 

就業規則で規定しており、書面による本人明示も行っている

就業規則で規定しているが、書面による本人明示は行っていない

就業規則で規定していないが、書面による本人明示は行っている

就業規則で規定しておらず、書面による本人明示も行っていない

就業規則での規定が無回答

書面による本人明示が無回答

無回答

n=就業規則で規定している企業

n=就業規則で規定していない企業

全体計
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○専用サイト（多様な人材活用で輝く企業応援サイト）による情報発信

「多様な人材活用で輝く企業応援サイト」（https://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/）において、「多様な正社員」制度の導入によ
り優秀な人材の確保や労働者のモチベーションアップ等につながった企業の取組事例や、企業による取組の優れた点や具
体的な手法、制度導入の効果等についてのポイントをまとめた動画、支援員による「多様な正社員」制度導入支援事例等を
広く周知する。

短時間正社員制度をはじめとする「多様な正社員」制度の普及・促進を図るため、制度導入支援セミナーの開催により、制度導

入に当たっての雇用管理上の留意点や制度を導入している企業の事例紹介を行うとともに、支援員による「多様な正社員」制

度導入支援を実施する。また、専用サイト（多様な人材活用で輝く企業応援サイト）において、「多様な正社員」制度を導入して

いる企業の取組事例等を掲載することにより、「多様な正社員」制度の導入に向けた企業の取組を支援する。

周知・啓発の取組

「多様で安心できる働き方」の導入促進

○制度導入支援セミナーの開催

「多様な正社員」制度に関心のある企業や人事労務担当者等を対象として、制度を導入する上での留意事項等を説明
するとともに、「多様な正社員」制度を導入している企業の事例を紹介し、制度の導入に向けた企業の取組を支援

○制度導入支援の実施

「多様な正社員」制度導入支援員が、制度の導入を検討する事業主に対して制度の設計方針や具体的な導入手法につ
いて助言及び支援

導入支援の取組

65
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目
的 コース名・内容 助成額 ※＜＞は生産性の向上が認められる場合の額、（ ）は大企業の額

正
社
員
化
支
援

正社員化
コース

（一部新規）

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
又は直接雇用

①有期→正規：１人当たり57万円＜72万円＞（４2.75万円＜5４万円＞）
②有期→無期：１人当たり28.5万円＜36万円＞（21.375万円＜27万円＞）
③無期→正規：１人当たり28.5万円＜36万円＞（21.375万円＜27万円＞）
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、①③：１人当たり28.5万円＜36万円＞（大企業も同額）加算
（注）令和２年１月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者を、

紹介予定派遣の後、派遣先の事業所が正社員として直接雇用した場合、対象となる労働者の方の直接雇用前に当該事業所に従事してい
た期間が、２か月以上～６か月未満でも支給対象とします（令和３年度限り）。

※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合

①：１人当たり9.5万円＜12万円＞（大企業も同額）、②③：１人当たり4.75万円＜6万円＞（大企業も同額）加算

※勤務地・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合、①③：１事業所当たり9.5万円＜12万円＞（7.125万円＜9万円＞）加算

障害者正社員化コース
（新規）

障害者を正規雇用労働者等に転換
①有期→正規：１人当たり90万円（67.5万円） ※重度障害者等の場合は１人当たり120万円（90万円）
②有期→無期：１人当たり45万円（33万円） ※重度障害者等の場合は１人当たり60万円（45万円）
③無期→正規：１人当たり45万円（33万円） ※重度障害者等の場合は１人当たり60万円（45万円）

処
遇
改
善
支
援

賃金規定等改定
コース

全て又は一部の有期雇用労働者等の基本給の
賃金規定等を改定し、２％以上増額

①全ての賃金規定等改定：
対象労働者数が１人～３人：１事業所当たり9.5万円＜12万円＞（7.125万円＜9万円＞）４人～６人：１事業所当たり19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞）

７人～10人：１事業所当たり28.5万円＜36万円＞（19万円＜24万円＞） 11人～100人：１人当たり2.85万円＜3.6万円＞（1.9万円＜2.4万円＞）

②雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定：
対象労働者数が１人～３人：１事業所当たり4.75万円＜6万円＞（3.325万円＜4.2万円＞）４人～６人：１事業所当たり9.5万円＜12万円＞（7.125万円＜9万円＞）

７人～10人：１事業所当たり14.25万円＜18万円＞（9.5万円＜12万円＞） 11人～100人：１人当たり1.425万円＜1.8万円＞（0.95万円＜1.2万円＞）

※ 中小企業において3％以上増額した場合、全ての賃金規定等改定：1人当たり1.425万円＜1.8万円＞加算
雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定：1人当たり0.76万円＜0.96万円＞加算

※ 中小企業において5％以上増額した場合、全ての賃金規定等改定：１人当たり0.95万円＜1.2万円＞さらに加算
雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定：1人当たり0.475万円＜0.6万円＞さらに加算

※ 「職務評価」の手法の活用により実施した場合、１事業所当たり19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞）加算

賃金規定等共通化
コース

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通
の賃金規定等を新たに規定・適用

１事業所当たり57万円＜72万円＞（42.75万円＜54万円＞）
※ 対象労働者1人当たり、2万円＜2.4万円＞（1.5万円＜1.8万円＞）加算

諸手当制度等共通化
コース

（一部新規）

有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通
の諸手当制度を新たに規定・適用、又は有期
雇用労働者等を対象に法定外の健康診断制度
を新たに規定し、４人以上実施

１事業所当たり38万円＜48万円＞（28.5万円＜36万円＞）
※ 諸手当制度を共通化した対象労働者２人目以降、1人当たり、1.5万円＜1.8万円＞（1.2万円＜1.4万円＞）加算
※ 同時に2つ以上の諸手当を導入した場合に、2つ目以降の手当1つにつき、16万円＜19.2万円＞（12万円＜14.4万円＞）加算

選択的適用拡大
導入時処遇改善

コース

選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者
の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と
働き方の見直しに反映させるための取組の実
施

１事業所当たり19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞）
※ 社会保険加入時に賃金増額を行った場合、労働者１人につき増額幅に応じ以下の額を加算

2％以上：１.９万円＜2.4万円＞（１.４万円＜１.８万円＞） 3％以上：2.9万円＜3.6万円＞（2.2万円＜2.7万円＞） 5％以上：4.7万円＜６万円＞（3.6万円＜4.5万円＞）
7%以上：6.6万円＜8.3万円＞（５万円＜6.3万円＞） 10％以上：9.4万円＜11.9万円＞（7.1万円＜8.9万円＞） 1４％以上：13.2万円＜16.6万円＞（9.9万円＜12.5万円＞）

※ 短時間労働者の生産性の向上を図るための取組（研修制度や評価の仕組みの導入）を行った場合に、10万円（7.5万円）加算

短時間労働者
労働時間延長

コース

有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、
社会保険を適用

１人当たり22.5万円＜28.4万円＞（16.9万円＜21.3万円＞）
※ 労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上５時間未満延長でも助成(上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せることも可)
1時間以上２時間未満： 4.5万円＜5.7万円＞ （3.4万円＜4.3万円＞） 2時間以上３時間未満： ９万円＜11.4万円＞ （6.8万円＜8.6万円＞）
3時間以上４時間未満：13.5万円＜17万円＞（10.1万円＜12.8万円＞） 4時間以上５時間未満：18万円＜22.7万円＞（13.5万円＜17万円＞）

○ 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するた
め、 正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

※ 「人材育成コース」は平成30年度から「人材開発支援助成金（特別訓練育成コース）」として統合されています。 66

キャリアアップ助成金について 令和３年度予算案：739億円（２年度予算額1,231億円）
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各裁判例の要旨 

 

１．無期転換前の雇止め等に関する裁判例 

 

○ 公益財団法人グリーントラストうつのみや事件（宇都宮地判令和 2 年 6 月 10 日ジャー

ナル 101 号 1 頁） 

無期労働契約の締結申込権が発生するまでは、使用者には労働契約を更新しない自由

が認められているから、無期労働契約の締結申込権の発生を回避するため更新を拒絶し

たとしてもそれ自体は格別不合理ではないが、本件労働契約は労契法 19条 2号に該当し、

X の雇用継続に対する期待は合理的な理由に基づくものとして一定の範囲で法的に保護

されたものであるから、特段の事情もなく、かかる X の合理的期待を否定することは、客

観的にみて合理性を欠き、社会通念上も相当とは認められないとされた。 

○ 高知県公立大学法人事件（高知地判令和 2 年 3 月 17 日労判 1234 号 23 頁、高松高判令

和 3 年 4 月 2 日） 

第一審判決が、労契法 18条 1 項が適用される直前に雇止めをするという法を潜脱する

かのような雇止めを是認することができない等と述べ、Xの地位確認請求を認めたのに対

し、控訴審判決は、当該法を潜脱するかのような雇止めを是認することができないという

趣旨の説示はせず、また、結果として、労契法 18条 1 項所定の期間内に Xが Y に対して

無期転換申込権を行使したとは認められないとして、X の地位確認請求の認容部分を取り

消した。 

○ 博報堂事件（福岡地判令和 2 年 3 月 17 日労判 1226 号 23 頁） 

Y は、形骸化したというべき契約更新を繰り返してきたものであり、Xの契約更新への

期待は相当高く、その期待は合理的な理由に裏付けられたものといえ、Y は、平成 25 年

以降、最長 5年ルールの適用を徹底しているが、一定の例外が設けられており、Xの契約

更新に対する高い期待が大きく減殺される状況にあったとはいえず、Xが契約更新に期待

を抱くような発言等が改めてされていないとしても、X の期待やその合理性は揺るがない

として、Xの契約更新への期待は労契法 19条 2号で保護されるとされた。 

○ 地方独立行政法人山口県立病院機構事件(山口地判令和 2 年 2 月 19 日労判 1225 号 91

頁) 

就業規則が改正され、雇用期間上限が 5年とされるとともに、契約書には就業規則の更

新上限条項の範囲内で更新される場合があることが明記されているが、それ以前の段階

で、X には既に契約更新の合理的期待が生じており、上記改正をもってその期待が消滅し

たとはいえず、また、上記改正の具体的説明がされたのは契約書取り交わし後であり、X

が雇用期間上限を認識していたとはいえず、X の期待が消滅したとはいえないとされた。 

○ 日本通運（東京地裁判決）事件（東京地判令和 2 年 10 月 1 日労判 1236 号 16 頁） 

不更新条項等を含む契約書に署名押印する行為が労働者の自由な意思に基づいてされ

たものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限り（山梨県民信用組

合事件参照）、労働者により更新に対する合理的な期待の放棄がされたと認めるべきとし
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て、本件では、不更新条項等の契約書に署名押印する行為が Xの自由な意思に基づいてさ

れたものと認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するとはいえないとされた。 

○ 日本通運（横浜地裁川崎支部判決）事件（横浜地川崎支判令和 3 年 3 月 30 日） 

X が本件不更新条項等を明示的に付した本件雇用契約の締結の意思を形成するうえで、

その自由意思を阻害する状況があったことをうかがわせる事情も認められないこと等か

ら、本件雇用契約の満了時において、Xが本件雇用契約による雇用の継続を期待すること

について合理的な理由があるとは認められないとして、X の地位確認請求等を棄却した。 

○ 福原学園（九州女子短期大学）事件（最判平成 28 年 12 月 1 日集民 254 号 21 頁） 

本件規程には、契約期間の更新限度が 3年であり、その満了時に労働契約を期間の定め

のないものとすることができるのは、これを希望する契約職員の勤務成績を考慮して Yが

必要であると認めた場合である旨が明確に定められ、X もこれを十分に認識した上で本件

労働契約を締結したことなどから、無期労働契約となるか否かは、Xの勤務成績を考慮し

て行う Y の判断に委ねられており、本件労働契約が 3 年の更新限度期間の満了時に当然

に無期労働契約となることを内容とするものであったといえないとされた。 

 

２．無期転換後の労働条件に関する裁判例 

 

○ 井関松山製造所事件（高松高判令和 1 年 7 月 8 日労判 1208 号 25 頁） 

本件手当等の不支給を定めた無期転換就業規則は、Xらが無期転換する前に定められて

いることを考慮しても、当該定めについて合理的なものであることを要するところ（労契

法 7 条参照）、同規則は、本件手当等の支給に関する限り、同規則制定前の有期契約労働

者の労働条件と同一であることなどから、同規則の制定のみをもって、Yが支払義務を負

わないと解するべき根拠は認め難いとされた。 

○ ハマキョウレックス（無期契約社員）事件（大阪地判 令和 2 年 11 月 25 日） 

労契法 18条 1項に基づき無期転換した後の労働条件に関し、無期転換後の労働者に適

用される就業規則が別途定められている場合において、労契法 18条は無期転換後の契約

内容を正社員と同一にすることを当然に想定したものではないこと等を理由として、当

初から無期労働契約を締結している労働者に適用される就業規則が適用されないと判断

された。 
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１．無期転換前の雇止め等に関する裁判例 

 
公益財団法人グリーントラストうつのみや事件（宇都宮地判令和 2 年 6 月 10 日ジャーナ

ル 101 号 1 頁） 

 

（事案概要） 

X は、平成 24年 11 月 1日に Y と有期労働契約を締結し、その後 4 回にわたり更新してき

た。Xは、平成 29年 4月 1 日に 1 年の有期労働契約（以下「本件労働契約」という。）を締

結し、平成 30年 1月 17 日に Yに対して本件労働契約の更新の申込みをしたところ、Y はこ

れを拒絶し、本件労働契約の雇用期間の満了日である平成 30 年 3 月 31 日をもって雇止め

をすることを通知した（以下「本件雇止め」という。）。Xは、同年 8月 23日、Y に対し「無

期労働契約転換申込書」により、労契法 18 条に基づき無期労働契約への転換を申し込んだ。 

X は、本件雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められず、

かつ、労契法 18条 1 項により無期労働契約に転換されたとして、労働契約上の権利を有す

る地位にあることの確認を求めた。 

 

（判決判旨） 

(1) 労契法 19条 1号の該当性について 

労契法 19条 1号の該当性は、当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期

間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待をもたせる使用者の言動の有無等を総合考慮し

た上、当該有期労働契約が「期間の定めのない労働契約と実質上異ならない状態にある」

と認められるか否かにより判断すべきものと解される。 

そこで検討すると、①本件労働契約は、平成 24 年 11 月 1 日締結の労働契約が複数回

にわたって反復、更新された後に締結された労働契約であって、②その間の更新回数も既

に 5 回に上っているほか、③各雇用期間も上記労働契約のそれが 5 か月間（平成 24年 11

月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）であった以外は全て 1 年間であって、本件労働契

約の期間終了における通算雇用期間は 5 年 5 か月に及んでいるほか、④その業務内容も

単なる補助的・臨時的な業務にとどまらない。しかし、➊各労働契約は、いずれも飽くま

で X を「非常勤嘱託員」として採用することを前提に締結されたものであり、❷当然のこ

とながら内規（U 市非常勤嘱託員取扱要綱及び本件要領）に従って雇用期間が定められ、

❸Y は、これを前提に毎回、内部決裁を行った上、辞令書や勤務条件通知書を作成し、ほ

ぼ毎回上記辞令書等を Xに交付していたこと、そして、❹その各辞令書には雇用期間（任

用期間）が明記され、また、各勤務条件通知書中には、任用期間満了時の業務量、勤務成

績・態度、能力、予算措置を総合的に判断して再任する場合があり得ることが記載されて

いたというのであるから、これらの事情を合わせ考慮すると、上記①ないし④の事情を勘

案したとしても、従前の各労働契約は、いずれも、その締結時において雇用の更新継続が

当然の前提とされていたものではない。 

そうすると、本件労働契約は、「期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態」
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にあったものと評価することはできず、労契法 19条 1 号には該当しないといえる。 

(2) 労契法 19条 2号の該当性について 

労契法 19 条 2 号の該当性は、同条 1 号の該当性と同様、当該雇用の臨時性・常用性、

更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待をもたせる使用者の

言動の有無等を総合的に斟酌し、使用者が当該労働契約を有期労働契約とした目的の合

理性の有無・程度と労働者の雇用継続に対する期待の合理性の有無・程度を相関的に検討

した上、使用者において雇用期間を定めた趣旨・目的との関係で、なお労働者の雇用継続

に対する期待を保護する必要性が高いものといえるか否かにより判断すべきである。 

そこで検討すると、確かに、X は、飽くまで各労働契約が有期労働契約として締結され

たものであって、その各労働契約には雇用期間の定めがあり、かつ、自らが非常勤の嘱託

職員の地位にあることの認識を欠いていたものではない。また、非常勤嘱託員の報酬（給

与）は U市からの補助金によって賄われており、その任用取扱基準も「U 市役所の非常勤

嘱託員任用手引き（任用期間：原則 1 年以内（任用期間は更新を含め最大 3 年以内））」に

依拠することが求められていることからみて、各労働契約における雇用期間は、上記任用

取扱基準に従って U 市からの非常勤嘱託員の報酬財源を確保するために定められたもの

であって、その趣旨・目的に一応の合理性が認められる。 

しかし、X の業務実態は、各労働契約締結のかなり早い段階から、非常勤としての臨時

的なものから基幹的業務に関する常用的なものへと変容するとともに、その雇用期間の

定めも、上記のとおり当初予定された 3年間（更新を含む）を超えて継続している点で報

酬財源確保の必要性というよりむしろ雇止めを容易にするだけの名目的なものになりつ

つあったとみるのが相当である上、各労働契約の各更新手続それ自体も実質的な審査は

ほとんど行われず、単に X の意向確認を行うだけの形式的なものに変じていたものとい

わざるを得ない。そうすると、上記のような各労働契約における雇用期間の定めの意味や

目的を考慮したとしても、なお X の雇用継続に対する期待を保護する必要は高いものと

いうべきであるから、X において本件労働契約の満了時に同労働契約が更新されるものと

期待することについて合理的な理由があるものというべきであり、本件労働契約は労契

法 19条 2号に該当する。 

(3) 本件雇止めにかかる客観的に合理的な理由及び社会的相当性の有無 

本件雇止めの経緯（X が本件労働契約の更新の申込みをしたところ、Y の事務次長は、

X に対し、「5 年のルール（労契法 18 条の無期転換ルール）が平成 30 年 4 月 1 日から施

行されるので、X については今度更新すると長期雇用となってしまうので、市の人事課か

ら人員を整理するよう指導があった」などとして、本件雇止めを行った。）によれば、本

件雇止めは、Y が労契法 18 条所定の期間の定めのない労働契約の締結申込権の発生を回

避する目的で行われたものということができる。しかし、労契法 18 条の「通算契約期間」

が経過し、労働者に無期労働契約の締結申込権が発生するまでは、使用者には労働契約を

更新しない自由が認められているのであって、「通算契約期間」の定めは、使用者のかか

る自由まで否定するものではないから、使用者が無期労働契約の締結申込権の発生を回

避するため、「通算契約期間」内に当該有期労働契約の更新を拒絶したとしても、それ自
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体は格別不合理な行為ではない。しかし、本件労働契約は、労契法 19 条 2 号に該当し、

X の雇用継続に対する期待は合理的な理由に基づくものとして一定の範囲で法的に保護

されたものであるから、特段の事情もなく、かかる X の合理的期待を否定することは、客

観的にみて合理性を欠き、社会通念上も相当とは認められないものというべきである。 

特段の事情の有無について検討すると、Yは、Y の財政基盤は一般企業などとは異なり

脆弱であり、およそ安定していないのか実情であって、労契法 18条 1 項により非常勤嘱

託員を無期労働契約の労働者として雇用を継続することは著しく困難である旨主張する。

確かに、労契法 19 条各号により雇用継続の期待が保護される有期労働契約においても人

員整理的な雇止めが行われることがあり、本件雇止めも、かかる人員整理的な雇止めとし

て実行されたものということができる。そうすると、その審査の在り方（厳格性）はとも

かく、本件雇止めにも整理解雇の法理が妥当するものというべきであるから、①人員整理

の必要性、②使用者による解雇回避努力の有無・程度、③被解雇者の選定及び④その手続

の妥当性を要素として総合考慮し、人員整理的雇止めとしての客観的合理性・社会的相当

性が肯定される場合に限り、本件雇止めには特段の事情があるというべきである。 

Y は、本件雇止めに当たって、U市から Xにつき労契法 18条 1項が適用され、それまで

の有期労働契約が期間の定めのない労働契約に転換されないよう人員整理を行うべき旨

の指導を受けていたというのであるから、Y には上記人員整理のため本件雇止めを行う必

要性が生じていたことは否定し難い。しかし、Xの業務実態は、各労働契約締結のかなり

早い段階から、非常勤としての臨時的なものから基幹的業務に関する常用的なものへと

変容し、その雇用期間の定めも、雇止めを容易にするだけの名目的なものになりつつあっ

たというのであるから、①人員整理のため本件雇止めを行う必要性をそれほど大きく重

視することは適当ではない上、②雇止め回避努力の有無・程度、③被雇止め者の選定及び

④その手続の妥当性に関する審査も、これを大きく緩和することは許されないものと解

されるところ、本件雇止めの経緯からみて、Y は、U市からの指導を唯々諾々と受け入れ、

本件の人員整理的な雇止めを実行したものであって、その決定過程において本件雇止め

を回避するための努力はもとより、Xを被雇止め者として選定することやその手続の妥当

性について何らかの検討を加えた形跡は全く認められないのであるから、これらの事情

を合わせ考慮すると、人員整理を目的とした本件雇止めには、客観的な合理性はもとより

社会的な相当性も認められず、本件雇止めに特段の事情は存在しないものといえる。 

(4) 結論 

以上によれば、Y は、本件労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で同労働契

約の更新申込みを承諾したものとみなされる（労契法 19 条柱書）ところ、X は労契法 18

条 1 項に基づき無期労働契約への転換申込みをしており、これにより X と Y には、平成

31 年 4 月 1 日以降、有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の条

件により無期労働契約が締結されたものとみなされる。 
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高知県公立大学法人事件（高知地判令和 2 年 3 月 17 日労判 1234 号 23 頁、高松高判令和 3

年 4 月 2 日） 

 

（事案概要） 

 労働者 X は、使用者 Y との間で期間の定めのある労働契約を平成２５年４月１日又は同

年１１月１日に締結し（契約成立の時期については後記のとおり争いがある。）、３回にわた

り当該労働契約を更新したが、平成３０年４月１日以降、Yが当該労働契約を更新しなかっ

たこと（以下「本件雇止め」という。）について、労働契約法（以下「労契法」という。）１

９条に基づき、当該労働契約が更新され、その後、通算契約期間が５年を超えたことから、

同法１８条１項に基づき、期間の定めのない労働契約に転換したなどと主張し、Y に対し、

X が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める事案である。 

 

高知地判令和 2 年 3 月 17 日労判 1234 号 23 頁 

（判決要旨） 

(1) 契約更新の期待が合理的（労契法１９条２号）といえるか 

X は、XY間の労働契約の契約期間が満了する平成３０年３月３１日時点において、労働

契約が更新されるとの期待を抱いており、かつ、かかる期待には合理的な理由があるとい

える。 

(2) 雇止めにおける客観的に合理的な理由及び社会的相当性の有無 

 本件雇止めは、Y における財政状況の悪化とＤＮＧＬプログラムに係るシステム構築作

業の完了などを理由としてなされたものであり、Xの責めに帰すべき事由によるものとは

いえないため、本件雇止めに客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当である

といえるか否かを判断する際には、無期労働契約との差異を十分に踏まえつつ、整理解雇

の場合に準じて、〈１〉人員削減の必要性、〈２〉雇止め回避努力、〈３〉人選の合理性及

び〈４〉手続の相当性の各事情を総合的に考慮して判断する必要がある。 

 これに加えて、本件雇止めがなされた時期が、雇止めがなされなければ、労契法１８条

１項に基づいて有期労働契約が期間の定めのない契約へ転換しうる時期にあったことも

踏まえて検討する必要がある。 

 確かに、整理解雇に準じて、Xを雇止めることに関して、雇止めを肯定すべき事情が全

くないわけではないが、本件労働契約について、本件プロジェクトが終了する１年前に、

本件労働契約に関して、あえて雇止めをしなければならない、客観的な理由や社会通念上

の相当性があったのかは疑問であり、X一人の雇用を１年継続したとしても、経理上深刻

な問題が生じたとまではいい難いし、雇止め以外の方法が皆無であったともいい難いか

ら、Yは否定するものの、その時期に鑑みれば、やはり、Yは、労契法１８条１項による

転換を強く意識していたものと推認できるというべきであり、X に雇用契約が更新される

との合理的な期待が認められるにもかかわらず、同条同項が適用される直前に雇止めを

するという、法を潜脱するかのような雇止めを是認することはできない。 

(3) 無期労働契約への転換 
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X は、本件労働契約の期間満了日前である平成３０年２月２０日、Yに対し、本件労働

契約の更新の申込みを行ったが、Yは、同月２３日、Xに対し、当該申込みを拒絶したと

ころ、本件労働契約は労契法１９条２号に該当し、かつ、当該拒絶は社会通念上相当とは

認められないことから、同条により、Y は、第３回更新後の本件労働契約の労働条件と同

一の労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなされる。 

 したがって、本件労働契約は、平成３０年４月１日、契約期間を同日から平成３１年３

月３１日まで、契約を更新しない、従事すべき業務の内容を本件プロジェクトに関する業

務（技術）とし、（略）とする労働条件で、更新されたと認められる（以下「本件契約更

新」という。）。 

 本件では、X が、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間に、Y に対し、

無期労働契約の締結を明示して申し込んだ事実は認められない。しかしながら、Xが Yに

対し明示的な申込みをしなかったのは本件雇止めを受けたためであること、Xは、平成３

０年４月１３日、本件訴訟を提訴し、当審口頭弁論終結時まで一貫して、本件雇止めが労

契法１９条によって無効であり同月１日から本件労働契約が更新されたことを理由とし

て、Y に対し、現在も労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び同月から本判

決確定までの賃金支払等を請求しており、さらに、同法１８条１項に基づき、本件労働契

約が無期労働契約に転換した旨の主張もしていることなどを考慮すれば、遅くとも平成

３１年３月３１日までの間に、Xが Yに対し同条同項に基づく無期労働契約締結の申込み

の意思表示を行ったと認めるのが相当である。 

 そして、本件労働契約締結日は平成２５年１１月１日であるところ、第１回契約更新な

いし本件契約更新によって本件労働契約は４回更新され、契約期間満了日である平成３

１年３月３１日までの通算契約期間は約５年５か月であると認められる。 

 したがって、同条同項より、Yは、契約期間の定めを除く本件契約更新後の本件労働契

約の労働条件と同一の労働条件で、上記申込みを承諾したものとみなされる。 

 以上より、XY間において、平成３１年４月１日、（略）とする労働条件で、無期労働契

約が締結されたと認められる。 

 

高松高判令和 3 年 4 月 2日 

(1) X の本件労働契約更新の期待が合理的といえるか（労働契約法１９条２号の要件充足性） 

ア まず、本件労働契約締結時における契約更新の期待につき合理的理由があるか検討

する。 

既に説示したとおり、本件労働契約は、ＤＮＧＬプロジェクトを前提として、最長で

も同プロジェクト終了時までを契約期間として予定していた有期労働契約であると認

められる。 

そして、前記認定事実によれば、〔１〕Ｄ主幹は、本件労働契約締結前である平成２

４年１２月１３日、Xに対し、ＤＮＧＬプロジェクトは平成２４年度を含め７年間（平

成３１年３月３１日まで）である旨をメールで説明していたこと、〔２〕X は、平成２

４年１１月７日の時点で、７年後には、ＤＮＧＬプロジェクトに係る業務が完了するこ
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とを認識していたこと、〔３〕Ｈ副学長との面談及び平成２５年８月２０日の面談にお

いて、Ｈ副学長は、Xに対し、６年間（すなわち、平成３１年３月３１日まで）の雇用

継続を約束すると提案をしたこと、〔４〕本件労働契約締結時に交付された労働条件通

知書には契約を更新する場合があると明記されていたことが認められる。 

これらの事実によれば、本件労働契約締結時において、Xは、本件労働契約の当初の

契約期間は平成２６年３月３１日までの５か月であるものの、その満了時に更新され、

ＤＮＧＬプロジェクトが終了する平成３１年３月３１日まで雇用が継続されるという

期待を抱いたものと認めることができる。また、前記認定のとおり、当時の学長であっ

たＪ学長の意向を踏まえて、後に学長となったＨ副学長が、自ら、ＤＮＧＬプログラム

の責任者として、X に対し、６年間の契約期間の提案を行ったこと等を考慮すれば、Y

大学外から招聘された立場にあった X にとって、ＤＮＧＬプロジェクトが終了する平

成３１年３月３１日まで雇用が継続されると期待したことには、合理的な理由がある

というべきである。 

（略） 

 以上によれば、X は、本件労働契約締結時において、ＤＮＧＬプロジェクトが終了す

る平成３１年３月３１日まで雇用が継続されるという期待を抱き、かつ、この期待には

合理的な理由があるといえる。 

イ 次に、本件雇止め１の時点（平成３０年３月３１日）における契約更新の期待につき

合理的理由があるか、検討する。 

上記で説示したとおり、本件労働契約は、ＤＮＧＬプロジェクトを前提として、最長

でも同プロジェクト終了時までを契約期間として予定して締結されたものであって、X

も、本件労働契約締結時において、本件労働契約はＤＮＧＬプロジェクト終了時である

平成３０年３月３１日までは継続することを期待していたことが認められる。 

そして、前記認定事実によれば、〔１〕X は、本件労働契約の締結前は維持しようと

考えていた神奈川の住居を平成２５年１０月中に引き払い、高知に生活の拠点を移し

たこと、〔２〕本件労働契約は、３回にわたって更新されたこと、〔３〕Xは、Ｄ主幹か

ら、平成２９年２月、同年４月以降の契約を１年契約にするのか、当初約束していた平

成３１年３月までの２年契約にするのかを人事担当部署とＤＮＧＬプログラム責任者

（Ｈ副学長）と相談の上、進めて行きたいとのメールを受け取ったこと、〔４〕平成３

０年３月３１日時点において、ＤＮＧＬプロジェクトが平成３１年３月３１日まで実

施されることが決定しており、X もこれを認識していたことからすれば、X は、本件雇

止め１をされた平成３０年３月３１日時点においても、本件労働契約が更新され、平成

３１年３月３１日までは Y 大学において勤務を継続できる旨の期待を有していたと認

めるのが相当である。 

そして、前記認定事実によれば、平成３０年３月３１日時点においても、実際に Xが

ＤＮＧＬプログラム技術職員として行っていた業務内容が極端に減少していたわけで

はないこと、本件労働契約締結までの交渉過程において、Ｄ主幹がＤＮＧＬプロジェク

ト中の雇用継続が可能である旨述べていたこと、６年間の契約期間の提案を行ったＨ
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副学長はＤＮＧＬプログラムの責任者であったこと、ＤＮＧＬプロジェクトが途中で

終了するとは考え難い事業であったこと等を考慮すれば、上記の Xの期待は、合理的な

理由があるというべきである。 

 （略） 

そうすると、本件労働契約の期間が満了する平成３０年３月３１日時点においても、

本件労働契約当初の上記期待が消滅又は放棄されたとは認められず、X は、本件労働契

約が更新されるとの期待を有しており、かつ、その期待には合理的な理由があるといえ

る。 

そして、前記前提事実によれば、Xが、平成３０年２月１０日、Y に対し、本件雇止

め１は違法であるとして、労働契約の契約期間が満了するまでの間に、本件労働契約の

更新の申込みをしたことが認められる。 

ウ さらに、上記のとおり、本件労働契約は、平成３０年４月１日から、従前と同一の条

件により１年間、更新されたが、更新された労働契約が満了する平成３１年３月３１日

（本件雇止め２の時点）における契約更新の期待につき合理的理由があるかを検討す

る。 

前記で、原判決を補正の上引用した認定事実によれば、Yが X と本件労働契約を締結

する際に新たに制定した「高知県公立大学法人高知県立大学特定プロジェクト職員規

程」には、第１条（趣旨）として、「この規程は、競争的外部資金の提供を受けた教育・

研究プロジェクト若しくは理事長が必要と認める事業等（以下「特定プロジェクト」と

いう。）を推進するため雇用する特定プロジェクト職員に関し必要な事項を定める。」と

規定し、第５条（雇用期間等）として、「特定プロジェクト職員の雇用期間は、事業年

度の範囲内で定めるものとし、雇用の通算期間は当該特定プロジェクトに係る終期を

限度とする。特定プロジェクト職員は、高知県公立大学法人職員定年規程を適用しな

い。」と規定しており、Y としては、補助金交付対象であるＤＮＧＬプロジェクト終了

後の平成３１年４月１日以降は、X と本件労働契約を更新する意思は全くなかったこと、

Y の担当者が、X に対し、同日以降も本件労働契約を更新する旨明言したことはないこ

と、X は、当初から、本件労働契約の締結及び更新につき、ＤＮＧＬプロジェクトが前

提になっていると認識していたことが認められる。 

これらの事実を前提とすれば、X は、Yとの間で、最大でも、ＤＮＧＬプロジェクト

が終了する平成３１年３月３１日を限度として更新するとの前提で本件労働契約を締

結し、その後も同様の前提で更新していたものと認められるから、その限度を超えて、

本件労働契約につき同年４月１日以降も更新されると期待していたとしても、そのこ

とに合理的な理由があったとは認め難い。 

エ したがって、Xは、平成３０年３月３１日の本件労働契約の契約期間満了時において、

本件労働契約が更新されるものと期待することにつき合理的な理由があると認められ

る上、Yに対し、契約期間が満了するまでの間に、本件労働契約につき、労働契約法１

９条所定の事由があるとして、有期労働契約の締結の申込みをしたといえるが、X が本

件労働契約につき平成３１年４月１日以降も更新されると期待していたとしても、そ
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のことに合理的な理由があったとは認め難い。 

 

(2) 本件各雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない

か（労働契約法１９条柱書）について 

 前記認定事実によれば、本件雇止め１は、Yにおける財政状況の悪化とＤＮＧＬプログ

ラムに係るシステム構築作業の完了などを理由とするものであり、労働者である X の責

めに帰すべき事由によるものでないことは明らかである。 

 そうであるとすれば、本件雇止め１が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で

あると認められないか否かを判断する際には、無期労働契約との差異を十分に踏まえつ

つ、整理解雇の場合に準じて、〔１〕人員削減の必要性、〔２〕雇止め回避努力、〔３〕人

選の合理性及び〔４〕手続の相当性の各事情を総合的に考慮して判断するのが相当である。 

 （略） 

 以上のとおり、Yには、本件雇止め１を正当化するほどの人員削減の必要性があったと

は認められないこと、Yが X の本件雇止め１を回避するための努力をしていたとは評価で

きないこと、Y が、ＤＮＧＬプロジェクトが終了する前の段階で、X１人を対象として本

件雇止め１をしたことにつき、人選の合理性があったとは認められないことに照らすと、

本件雇止め１は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないと

いわざるを得ない。 

 したがって、本件労働契約は、Xが平成３０年２月２０日、Xに対し、本件労働契約の

更新を申し込んだことにより、労働契約法１９条２号が適用され、Yが同一の労働条件で

この申込みを承諾したものとみなされる。 

 

(3) 本件労働契約は労働契約法１８条１項により無期労働契約に転換したかについて 

ア 本件労働契約の通算契約期間について 

 本件労働契約の始期は、平成２５年１１月１日であり、平成３０年３月３１日に行わ

れた本件雇止め１は無効であるから、本件労働契約は、同日、従前の労働条件と同一の

条件で更新されたことになり（労働契約法１９条柱書）、更新後の契約の終期は平成３

１年３月３１日となる。したがって、平成３０年１１月１日には、本件労働契約の通算

契約期間が５年を超えることになる。 

イ 無期転換申込権の行使について 

（ア）労働契約法１８条１項前段は、「同一の使用者との間で締結された２以上の有期労

働契約の契約期間を通算した期間が５年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に

締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の

翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、

使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と規定する。 

 労働契約法１８条１項は、無期労働契約を原則とするものではないが、一定期間を

超えた有期労働契約の継続的利用を同契約の濫用的利用と評価しつつ、有期労働契

約であることに伴い労働者に有利な労働条件が定められることもあるので、自動的
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な無期転換ではなく、労働者の意思に応じて無期労働契約への転換を求める権利を

与えるとともに、使用者側に無期労働契約の締結を強制し、もって、安定した無期労

働契約を促進する趣旨であると解される。 

 そうであるとすれば、同項に規定する無期転換申込権は、当該契約期間中に通算契

約期間が５年を超えることになる有期労働契約の契約期間の開始時点で発生し、そ

の行使が可能になり、その契約期間が満了する日までの間に、有期労働契約を無期労

働契約に転換する意思を有することが判別できる方法で行使することが必要である

と解される。 

 そうすると、X は、当該契約期間中に通算期間が５年を超えることになる有期労働

契約の開始時点である平成３０年４月１日から本件労働契約終了日である平成３１

年３月３１日までの間に、無期転換申込権を行使する意思表示をすることによって、

本件労働契約を無期労働契約に転換させることができると解される。 

（イ）そこで、X が無転換申込権行使の意思表示をした時期について検討するに、前記認

定事実によれば、X が明示的に Yに対して本件労働契約につき無期転換申込権行使の

意思表示をしたのは、本件労働契約の期間満了（平成３１年３月３１日）の後である

令和元年８月９日付けの準備書面によってであったことが認められる。 

したがって、X が労働契約法１８条１項所定の期間内に無期転換申込権を行使した

とは認められない。 

（略） 

また、X は、本件訴訟における訴状その他 X 作成に係る準備書面や X 提出に係る証

拠から、X が Y に対して平成３０年４月１日以降の継続雇用を希望していたのが明ら

かであるから、無期転換申込権を行使したと評価できる旨主張する。 

 しかしながら、前記で、原判決を補正の上引用した認定事実によれば、Xが無期転

換申込権を行使したのは令和元年８月９日が最初であって、それまでの X の原審に

おける主張は、本件雇止め１は無期転換申込権の発生を阻害するものであって無効

であり、有期労働契約の更新が認められるべきであるという主張にとどまることが

認められ、同日までには、黙示的にせよ無期転換申込権を行使していたと評価するこ

とは困難である。そうすると、X の上記主張は採用できない。 
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博報堂事件（福岡地判令和 2 年 3 月 17 日労判 1226 号 23 頁） 

 

（事案概要） 

 X は Y と昭和 63年 4月から 1年の有期雇用契約を締結し、29回にわたって更新してきた

が（以下、更新されてきた労働契約全体又は一部を「本件雇用契約」という。）、平成 30年

3 月 31 日の期間満了をもって Yから雇止めされた（以下「本件雇止め」という。）。Xは、労

契法 19 条を理由に、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた。 

なお、Y は、平成 20 年 4 月 1 日、契約社員就業規則を改訂し、新たに「更新により雇用

契約期間が最初の雇用契約開始から通算して 5 年を超える場合、原則として雇用契約を更

新しない。」という条項（以下「最長 5年ルール」という。）を設けた。Yは、最長 5年ルー

ルが盛り込まれた時点では、既に 5 年超で雇用されていた従業員には最長 5 年ルールを適

用しないこととしていたため、Xはその適用対象外となっており、X に最長 5 年ルールの説

明をしていなかったが、平成 24 年の労契法改正（以下「平成 24年法改正」という。）によ

り、平成 25 年 4 月 1 日以降に有期雇用契約を締結する場合、5 年を超えて契約を更新する

と無期転換申込権が認められることになったため、Xを含む最長 5年ルールの適用除外者に

対しても、平成25年4月を起算点として最長5年の上限を設ける取扱いをすることにした。 

 

（判決要旨） 

(1) 労働契約終了の合意の有無 

 約 30 年にわたり本件雇用契約を更新してきた X にとって、Y との有期雇用契約を終了

させることは、生活面のみならず、社会的な立場等にも大きな変化をもたらすものであり、

その負担も少なくないから、XY 間で本件雇用契約を終了させる合意を認定するには慎重

を期す必要があり、これを肯定するには、X の明確な意思が認められなければならない。 

不更新条項が記載された雇用契約書への署名押印を拒否することは、X にとって、本件

雇用契約が更新できないことを意味するのであるから、このような条項のある雇用契約

書に署名押印をしていたからといって、直ちに X が雇用契約を終了させる旨の明確な意

思を表明したものとみることは相当ではない。また、転職支援会社に氏名等の登録をした

事実は認められるものの、雇止めになるという不安からやむなく登録をしたとも考えら

れるところであり、このような事情があるからといって、本件雇用契約を終了させる旨の

X の意思が明らかであったとまでいうことはできず、むしろ X は Y に雇止めは困ると述

べ、福岡労働局へ相談して、Yに契約が更新されないことの理由書を求めた上、Y の社長

に対して雇用継続を求める手紙を送付するなどの行動をとっており、これらは X が労働

契約の終了に同意したことと相反する事情であるといえる。 

以上から、本件雇用契約が合意により終了したとはいえず、平成 25 年の契約書から 5

年間継続して記載された平成 30 年 3 月 31 日以降は更新しない旨の記載は雇止めの予告

とみるべきであるから、Y は平成 30 年 3 月 31 日に X を雇止めしたというべきである。 

(2) 労契法第 19 条第 1号又は第 2 号の該当性 

Y は、平成 25 年までは雇用契約書を交わすだけで契約更新をしてきたのであり、平成
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24 年法改正を契機として、平成 25年以降は X に対しても最長 5 年ルールを適用し、毎年

契約更新通知書を Xに交付したり、面談するようになった。かかる事情等から、本件雇用

契約を全体として見渡したとき、その全体を、期間の定めのない雇用契約と社会通念上同

視するにはやや困難な面があることは否めず、労契法 19 条 1 号に直ちには該当しない。 

Y は、形骸化したというべき契約更新を繰り返してきたものであり、Xの契約更新への

期待は相当高く（定年まで勤続できるものと期待していたとしても不思議ではない。）、そ

の期待は合理的な理由に裏付けられたものといえる。また、Y は、平成 25年以降、Xを含

め最長 5 年ルールの適用を徹底しているが、一定の例外（X に配布された「事務職契約社

員の評価について」には「6年目以降の契約については、それまでの間（最低 3年間）の

業務実績（目標管理による評価結果・査定）に基づいて更新の有無を判断する。」とされ

ているなど）が設けられており、Xの契約更新に対する高い期待が大きく減殺される状況

にあったとはいえない。X は、既に平成 25 年までの間に契約更新に対して相当高い期待

を有し、その後も同様の期待を有し続けていたといえるから、Xが契約更新に期待を抱く

ような発言等が改めてされていないとしても、Xの期待やその合理性は揺るがない。した

がって、Xの契約更新への期待は労契法 19条 2号で保護される。 

(3) 雇止めにおける客観的に合理的な理由及び社会的相当性の有無 

Y の主張を端的にいえば、最長 5年ルールを原則とし、これと認めた人材のみ 5 年を超

えて登用する制度を構築し、その登用に至らなかった X に対し、最長 5 年ルールを適用

して雇止めをしようとするものであるが、そのためには、Xの契約更新に対する期待を前

提にしてもなお雇止めを合理的であると認めるに足りる客観的な理由が必要である。 

Y 主張の人件費削減や業務効率見直しの必要性というおよそ一般的な理由では本件雇

止めの合理性を肯定するには不十分である。また、Xのコミュニケーション能力の問題に

ついては、雇用継続が困難であるほどの重大なものとまでは認め難く、むしろ、Xを長期

間にわたり雇用しながら、Y がそれを指摘し、適切な指導教育を行ったともいえないから、

殊更に重視することはできない。なお、Y は、転職支援サービスへ登録をしたり、転職の

ためパソコンのスキルを上げようとしていたにもかかわらず、雇用継続を要求すること

は信義則上許されないと主張するが、雇用継続を希望しつつも雇止めになる不安からそ

のような行動に出ることは十分あり得るのであって、信義に反するとはいえない。 

以上によれば、本件雇止めは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると

いえず、Y は従前の有期雇用契約の労働条件と同一の労働条件での承諾をしたものとみな

される。そうすると、XY間には平成 30年 4月 1日以降も 1 年の有期雇用契約が更新され

たのと同様の法律関係にあるといえ、X は本訴訟で現在の雇用契約上の地位確認を求めて

いるから、その後も契約更新の申込みをする意思を表明しているといえ、前記(2)及び(3)

の事情が変わったとはいえないから、平成 31年 4月 1 日以降も Yは従前の有期雇用契約

の労働条件と同一の労働条件で Xによる契約更新の申込みを承諾したものとみなされる。 
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地方独立行政法人山口県立病院機構事件(山口地判令和 2 年 2 月 19 日労判 1225 号 91 頁) 

 

（事案概要） 

X は、Yと有期労働契約（以下「本件労働契約」という。）を締結して、Yの運営する病院

（以下「本件病院」という。）で看護師として勤務し、就業規則上有期常勤職員（3 年を超

えない雇用期間を定めて雇用される者であって、勤務時間について無期職員の 1 週間当た

りの勤務時間と同じ勤務時間で雇用される者）に該当する労働者であったが、平成 30 年 4

月 1 日以降契約更新はなされなかった（以下「本件雇止め」という。）。X は、労契法 19 条

を理由に、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた。 

就業規則には、平成 29年 3 月まで労働契約の更新に関する規定はなかったが、同年 4月

1 日付け改正により、平成 25 年 4 月 1 日を起算日とする有期常勤職員の通算雇用期間は「理

事長が特に必要と認めたとき」を除き、原則として 5 年を超えない範囲内とする旨の通算雇

用期間の上限制限規定（以下「更新上限条項」という。）が設けられた。Yは、平成 29 年 7

月、就業規則において有期常勤職員の 6年目以降の有期労働契約更新の要件とされた「理事

長が特に必要と認めたとき」の判断に当たり、面接試験（以下「本件面接試験」という。）

及び当該職員の勤務状況等の評価（以下「本件勤務評価」という。）を実施し、その結果等

を総合的に判断して決定する取扱い（以下「本件雇用継続審査」という。）を開始した。 

 

（判決要旨） 

(1) 労契法 19条 1号又は 2号の該当性 

本件労働契約は、平成 23年 4 月以降、平成 30年 3月 31 日に契約期間が満了するまで

の 7 年間に合計 7 回、就業規則改正前の平成 29年 3月 31 日までの 6 年間を見ても合計 6

回にわたって更新されてきたところ、①Y における有期労働契約の更新手続は、平成 29

年 3 月以前は確立した手続の定めがなく、事実上、有期常勤職員及び有期短時間勤務職員

（以下「有期職員」と総称する。）は、期間満了の数か月前頃、各病院の事務部総務課か

ら配布される所定の用紙に、次年度の雇用形態（有期常勤、短時間（日）、短時間（時間））

の変更の有無を記載して提出し、契約更新後に雇用契約書兼労働条件通知書を交付され、

同書面に署名押印をして提出するという運用が行われていたこと、②更新手続における

事務部からの書面交付及び有期職員からの書面提出は、所属長等の管理職を介して行わ

れていたが、所属長が事務部に更新に関する意見を伝達する機会はなく、事務部において、

有期職員を面接するなどして審査を行うこともなかったこと、③有期職員が更新手続に

あたって提出する上記①の書面についても、平成 28 年度までは同書面を提出すれば有期

労働契約が更新されることが前提となっていると読み取れる体裁であったことからすれ

ば、Xは、平成 23年 4月以降、反復継続して本件労働契約を更新されてきたものであり、

その手続は形式的に更新の意思の確認が行われるのみで、勤務態度等を考慮した実質的

なものではなかったといえる。また、Xが従事していた看護業務は、臨時的・季節的なも

のではなく、恒常的業務である上、本件病院における有期職員と契約期間の定めのない職

員との間で勤務実態や労働条件に有意な差があるものとは認められない。 
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したがって、X が本件労働契約の契約期間満了時に本件労働契約が更新されるものと期

待することについて合理的な理由があるといえ、当該期待は、平成 29年 4月 1 日以前か

ら生じていたものというべきである。 

なお、平成 29 年 4 月に就業規則が改正され、有期常勤職員の通算雇用期間の上限が 5

年とされるとともに、平成 29年 4月契約書には就業規則の更新上限条項の範囲内で更新

される場合があることが明記されているが、就業規則の改正の有効性については措くと

しても、平成 29 年 4 月 1 日以前の段階で、X には既に本件労働契約更新について合理的

期待が生じており、就業規則の改正によって更新上限条項が設けられたことをもって、そ

の合理的期待が消滅したと解することはできず、また、就業規則の改正について Y から X

に対して具体的な説明がされたのは、平成 29 年 4 月契約書が取り交わされた後であり、

X が通算雇用期間の上限設定を認識していたとはいえないので、Xの本件労働契約更新に

対する合理的期待が消滅したといえない。 

以上を総合すると、本件労働契約は、少なくとも労働契約法 19条 2号に該当する。 

(2) 雇止めにおける客観的に合理的な理由及び社会的相当性の有無 

Y は、本件雇用継続審査の結果に基づき本件雇止めを決定したところ、本件雇止めは本

件面接試験の評価に依拠していると認められるから、本件面接試験の合理性を検討する。 

就業規則上、有期常勤職員の 6年目以降の雇用継続の要件は「理事長が特に必要と認め

たとき」と定められているところ、その具体的な判断基準は明らかではないが、有期職員

の中には有期労働契約が更新されることについての合理的期待を有する者がおり、客観

的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない雇止めは許されないの

であるから、理事長の人事権に当然に内在する制約として、その判断は公正に行われなけ

ればならない。したがって、本件雇用継続審査については、評価の公正さを担保できる仕

組みが存在し、設定された評価基準自体が合理性を有することが必要と解すべきである。 

本件面接試験については、その評価対象は明示されていないものの、総合評価における

雇用継続決定基準が「業務に支障はなく、本人に要求される水準に達している」か否かで

あることから、その評価の対象も、当該有期職員の担当業務の遂行に必要な能力の有無で

あると認められる。しかるに、本件面接試験においては、「業務内容」、「意欲」、「性格」

及び「自己アピール」などの質問項目が例示として定められているのみで、評価項目及び

各項目の評定尺度の基準の定め、各項目の評定結果と総合評価との関連付けについての

定めはなく、2名の試験委員が、15分程度の面接時間内に行われた質問に対する回答を踏

まえて、直接 4 段階の総合評価を行うものとされていたこと、各評価段階を区別する指標

は、「ぜひ雇用継続したい」、「雇用継続したい」、「雇用継続をためらう」、「雇用継続した

くない」という、主観的な表現が用いられているのみであって、試験委員が評価の根拠を

明らかにすることも予定されていなかったことが認められる。以上によれば、本件面接試

験には合理的な評価基準の定め及び評価の公正さを担保できる仕組みが存在せず、本件

雇用継続審査における判断過程は合理性に欠けるものといわなければならず、本件雇止

めには合理的理由を認めることができず、社会通念上相当であるとは認められない。 
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日本通運（東京地裁判決）事件（東京地判令和 2 年 10 月 1 日労判 1236 号 16 頁） 

 

（事案概要） 

Y との間で、平成 29 年８月 31日に、期間を同年９月１日から平成 30年３月 31日までと

して労働契約を締結し、同契約を更新されず Y から雇止めされた X が、Xと Y の労働契約は

労働契約法（以下「労契法」という。）19 条１号又は２号の要件を満たしており、雇止めに

ついて客観的合理的な理由も社会通念上相当性もないため、従前の労働契約の内容で契約

が更新されたと主張して、Yに対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求

めるとともに、労働契約に基づき平成 30 年４月分以降の賃金と遅延損害金の支払を求めた

事案である。 

 

（判決要旨） 

(1) 前提事実 

 ア X は、平成 22 年 12 月から、派遣社員として Y のＱ１支店Ｑ２事業所において倉庫事

務に従事していたところ、平成 24年６月１日、Yを使用者、X を労働者として、直接、

後記イの有期労働契約を締結することになった。 

 イ 平成 24年６月１日、Xと YＱ１支店支店長は、Y を使用者、X を労働者として、以下

の内容の労働契約を締結した（以下「労働契約１」という。）。 

 （ア）期間 平成 24年６月１日から同年８月 31日まで 

（イ）就業場所 Ｑ１支店Ｑ２事業所。ただし、業務の都合により変更する場合がある。 

 （ウ）勤務内容 Ｑ３業務（在庫管理、更新、登録・各種伝票発行他）。ただし、業務の

都合により変更する場合がある。 

 （エ）勤務時間 始業時刻９時 終業時刻 18時（休憩１時間） 

 （オ）賃金 時給 1200 円、月末締め翌 25日払 

 （カ）契約書には、契約更新について「契約更新有無 なし。ただし、更新する場合には

労働条件の内容を変更することがある。」「契約更新の判断基準 １契約満了時の業

務量により判断する。２労働者の能力、勤務成績、態度等により判断する。３会社の

経営状況、従事している業務の進捗状況により判断する。」旨記載されていた。 

 ウ 平成 24年９月１日、Xと YＱ１支店支店長は、Y を使用者、X を労働者として、以下

の期間の労働契約を締結した（以下「労働契約２」という。）。なお、就業場所、勤務内

容、勤務時間、賃金及び契約書の契約更新についての記載は、労働契約１と同趣旨であ

った。 

 期間 平成 24 年９月１日から平成 25年６月 30日まで 

 エ 平成 25年７月１日、Xと YＱ１支店支店長は、Y を使用者、X を労働者として、以下

の期間の労働契約を締結した（以下「労働契約３」という。）。就業場所、勤務内容、勤

務時間、賃金及び契約書の契約更新についての記載は、労働契約１と同じであった。 

   期間 平成 25 年７月１日から平成 26年６月 30日まで 

 オ 平成 26年７月１日、Xと YＱ１支店支店長は、Y を使用者、X を労働者として、以下
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の期間の労働契約を締結した（以下「労働契約４」という。）。なお、就業場所、勤務内

容、勤務時間及び契約書の契約更新についての記載は、労働契約１と同じであった。 

 （ア）期間 平成 26年７月１日から平成 27 年６月 30日まで 

 （イ）賃金 時給 1210 円、月末締め翌 25日払 

 カ 平成 27年６月 30日、Xと YＱ１支店支店長は、Yを使用者、Xを労働者として、以下

の内容の労働契約を締結した（以下「労働契約５」という。）。なお、就業場所、勤務時

間は、労働契約１と同じであった。 

 （ア）期間 平成 27年７月１日から平成 28 年６月 30日まで 

 （イ）勤務内容 Ｑ３（Ｑ４）業務（協力会社作業実績表作成、出荷作業実績表作成、運

転手窓口対応他）。ただし、業務の都合により変更する場合がある。 

 （ウ）賃金 時給 1220 円、月末締め翌 25日払 

 （エ）契約書には、契約更新について、「本契約は、前記の勤務地、勤務課所で、前記の

業務を遂行するためのものであり、これが消滅、縮小した場合は、契約を終了する。」

「更新の可能性 無。ただし、更新する場合には労働条件の内容を変更することがあ

る。」「契約更新の判断基準 １契約満了時の業務量により判断する。２労働者の能力、

勤務成績、態度等により判断する。３会社の経営状況、従事している業務の進捗状況

により判断する。2013 年４月１日以後、最初に更新した雇用契約の始期から通算し

て５年を超えて更新することはない。」旨記載されていた。 

 キ 平成 28年６月 30日、Xと YＱ１支店支店長は、Yを使用者、Xを労働者として、以下

の期間の労働契約を締結した（以下「労働契約６」という。）。就業場所、勤務内容、勤

務時間、賃金及び契約書の契約更新についての記載は、労働契約５と同じであった。 

 期間 平成 28 年７月１日から平成 29年６月 30日まで 

 ク 平成 29年６月 30日、Xと YＱ１支店支店長は、Yを使用者、Xを労働者として、以下

の内容の労働契約を締結した（以下「労働契約７」という。）。就業場所、勤務内容及び

勤務時間は、労働契約５と同じであった。 

 （ア）期間 平成 29年７月１日から同年８月 31日まで 

 （イ）賃金 時給 1250 円、月末締め翌 25日払 

 （ウ）契約書には、契約更新について「本契約は、前記の勤務地、勤務課所で、前記の業

務を遂行するためのものであり、これが消滅、縮小した場合は、契約を終了する。た

だし、他の勤務地・勤務課所が確保できた場合は新たに契約を締結する。」「更新の可

能性 無」「契約更新の判断基準 １契約満了時の業務量により判断する。２労働者

の能力、勤務成績、態度等により判断する。３会社の経営状況、従事している業務の

進捗状況により判断する。2017 年８月 31 日を超えて契約を更新することはない。」

旨記載されていた。 

 ケ 平成 29年８月 31日、Xと YＱ５支店支店長は、Yを使用者、Xを労働者として、以下

の内容の労働契約を締結した（書証略。以下「労働契約８」という。）。勤務時間及び

賃金は、労働契約７と同じであった。 

 （ア）期間 平成 29年９月１日から平成 30 年３月 31日まで 
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 （イ）就業場所 Ｑ６事業所Ｑ７課。ただし、例外的に業務の都合により変更する場合が

ある。 

 （ウ） 勤務内容 倉庫事務全般（ＡＳ業務他）。ただし、例外的に業務の都合により変

更する場合がある。 

 （エ） 契約書には、契約更新について、「本契約は、前記の勤務地、勤務課所で、前記

の業務を遂行するためのものであり、これが消滅、縮小した場合は、契約を終了する。

ただし、他の勤務地・勤務課所が確保できた場合は新たに契約を締結する。」「更新の

可能性無（今回の契約をもって終了）」「契約更新の判断基準 １契約満了時の業務量

により判断する。２労働者の能力、勤務成績、態度等により判断する。３会社の経営

状況、従事している業務の進捗状況により判断する。2018 年３月末日を超えて契約

を更新することはない。」旨記載されていた。 

(2) 労働契約５から８までの不更新（更新限度）条項について 

 労働契約５及び６の契約書には更新限度条項が、労働契約７及び８の契約書には不更

新条項がそれぞれ設けられている（以下、これらの条項を「不更新条項等」という。）。X

は、不更新条項等は、公序良俗に反して無効となると主張するが、強行法規によって与え

られた権利を事後に放棄することは一般的には可能であり、雇用継続の期待が発生した

場合にこれを放棄することを禁止すべき根拠はなく、採用できない。そのように解すると、

本件においては、不更新条項等に対する同意の効果として、契約書作成時点で Xが雇用継

続の合理的期待を抱いていたとしても、Xがこれを放棄したことになるのではないか問題

となる（Yの主張もこれと同趣旨のものと解される。）。 

 しかし、本件のように契約書に不更新条項等が記載され、これに対する同意が更新の条

件となっている場合には、労働者としては署名を拒否して直ちに契約関係を終了させる

か、署名して次期の期間満了時に契約関係を終了させるかの二者択一を迫られるため、労

働者が不更新条項を含む契約書に署名押印する行為は、労働者の自由な意思に基づくも

のか一般的に疑問があり、契約更新時において労働者が置かれた前記の状況を考慮すれ

ば、不更新条項等を含む契約書に署名押印する行為があることをもって、直ちに不更新条

項等に対する承諾があり、合理的期待の放棄がされたと認めるべきではない。労働者が置

かれた前記の状況からすれば、前記行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと

認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限り（最高裁平成 28 年２月 19日

第二小法廷判決・民集 70巻２号 123 頁（山梨県民信用組合事件）参照）、労働者により更

新に対する合理的な期待の放棄がされたと認めるべきである。 

本件では、労働契約５の締結時に、不更新条項等が初めて契約書に記載されたが、労働

契約５及び６の締結時、Y の管理職が、X に対し、Y 運用基準の存在や不更新条項等の法

的効果について説明したことを認めるに足りる証拠はなく、また、Xは、労働契約７の締

結の際、管理職に対し、不更新条項等について異議を留めるメールを送っている（１（２）、

（３）ウ、（６）イ）。そうすると、労働契約５から８までの不更新条項等の契約書に署名

押印する行為が Xの自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が、

客観的に存在するとはいえない。 
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 したがって、仮に X の雇用継続の期待が合理的であるといえる場合であっても、X が、

労働契約５から８までの契約書に署名押印したことをもって、その合理的期待を放棄し

たと認めることはできない。 

 また、当該有期労働契約期間満了前に使用者が更新年数の上限を一方的に宣言したと

しても、そのことのみをもって直ちに同号の該当性が否定されることにはならないから、

不更新条項等の存在をもって直ちに労契法 19条２号の該当性が否定されることにはなら

ない。 

 このようなことから、労働契約６から８までの不更新条項等の存在は、Xの雇用継続の

期待の合理性を判断するための事情の一つにとどまるというべきである。 

 

(3) 労働契約８の満了時における Xの雇用継続の期待の合理性 

 労働契約８の満了時、X と Y との間の労働契約の契約期間は通算５年 10 箇月、有期労

働契約の更新回数は７回に及ぶものであった（第２の１（２））。 

 他方で、Xと Yとの労働契約では、毎回、必ず契約書が作成されており、契約日より前

に、Y の管理職から Xに対し、契約書を交付し、管理職が X の面前で契約書全部を読み上

げて契約の意思を確認する手続を取っていた（１（２）（６）（８））。また、労働契約１か

ら７までの契約書に定められた勤務地はＱ１支店のＱ２事業所であり、契約書に定めら

れた勤務内容はＱ３の商品配送の事務作業であり、労働契約１を締結した当初から、契約

書には更新時の業務量が更新の判断基準であることが記載され、労働契約５から７まで

の契約書には、契約は契約書記載の勤務地で、契約書記載の業務を遂行するためのもので

あり、これが消滅縮小した場合は契約を終了することが記載されていた（第２の１（２））。

そして、労働契約１から７までの契約期間中に Xが現実に担当していた業務は、契約書ど

おりＱ１支店のＱ２事業所におけるＱ３の商品配送業務の事務作業であり、それ以外の

顧客の業務は５％以下であったこと、Ｑ３の商品配送業務は、Yが顧客のＱ３から単年度

ごとの入札を経て受注していたものであった（１（１）イ、（４）ア）。以上からすれば、

労働契約１から７までは、Ｑ２事業所におけるＱ３の商品配送業務を Y が受注する限り

において継続する性質の雇用であり、そのことが X に対し明示されていたといえる。 

 そして、Y は、平成 29 年５月頃にＱ３の商品配送業務を受注できず、それにより、同

年８月末日をもってＱ２事業所の閉鎖を余儀無くされ、Xが従事していた業務がなくなる

こととなったため、直近４年間の労働契約３から６までは、７月１日開始の期間１年の契

約であったのに、次期の労働契約７は、Ｑ３の受注の終期と同じく、同年７月１日から同

年８月 31日までの期間２箇月の契約となった（第２の１（２）、第３の１（４）イ）。そ

して、期間２箇月の労働契約７を締結する前に、X は、Y の管理職から、Y がＱ３の業務

を受注できなかったこと、そのためＱ２事業所の業務が同年８月末までで終わり、次期契

約は同業務が終了するまでの期間２箇月の契約となること、その後の更新はされないこ

との説明を、個人面談も含めて２回以上受け、雇止めの際は失業保険給付までの期間を最

短とするため会社都合とすることや、Yに代わってＱ３の業務を受注した後継業者（Ｑ１

１）への移籍もできることが説明され、後継業者との面接を希望するか否か意思を確認さ
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れ、後継業者との面接を行った（１（５））。労働契約７の締結時には、管理職が、Xに対

し、不更新条項を設けた契約書の読み上げを行い、X は、Yの管理職から、契約書とは別

に説明書面を交付され、同書面に基づいて、次回の更新はしないこと、明示された勤務地、

勤務場所及び従事業務に限定された雇用であること、これがなくなったり、縮小した場合

には、契約を終了する可能性があることの説明を受けたほか、更新はないのかとの Xの質

問に対し、管理職から、「有期雇用契約社員には雇用上限が設けられているため、仮に、

平成 29 年９月以降に別の事業所で働くとしても、ずっと Y で働くことはできない。」旨

の説明を受けた（１（６）ア）。また、X が後継業者への移籍を希望せず、Yの別の事業所

での労働契約を希望したことを受けて、Y から、Xに対し、別の支店の事業所を就業場所

とする労働契約８が提案され、期間７箇月の労働契約８が締結されることになったが、労

働契約８の締結前には、Y の管理職が、X と面談し、不更新条項が設けられた契約書を読

み上げたほか、次回以降の雇用契約は締結しないこと、更新年数の上限は期間満了日であ

り、今回の契約で雇用契約は終了すること、雇用契約は、明示された勤務地、勤務場所及

び業務に限定された雇用であること、これがなくなったり、縮小した場合には、契約を終

了する可能性があることなどが記載された説明書面を交付して、同書面に基づき説明を

行った（１（８）ア）。 

 以上の各事実からすれば、労働契約１から７までは、Ｑ２事業所におけるＱ３の商品配

送業務を Yが受注する限りにおいて継続する性質の雇用であったところ、Yが同業務を受

注できず事業所を閉鎖して撤退するに至ったため、労働契約７の締結前に、X が、Yの管

理職から、Y がＱ３の商品配送業務を失注し事業所を閉鎖する見込みとなり、次期契約期

間満了後の雇用継続がないことについて、個人面談を含めた複数回の説明を受け、Yに代

わりＱ３業務を受注した後継業者への移籍ができることなどを説明され、契約書にも不

更新条項が設けられたことにより、労働契約７の締結の時点においては、それまでの契約

期間通算５年１箇月、５回の更新がされたことによって生じるべき更新の合理的期待は、

打ち消されてしまったといえる。そして、労働契約８締結時も、契約書に不更新条項が設

けられ、管理職が、X に対し、契約期間満了後は更新がないことについて説明書面を交付

して改めて説明を行ったことにより、合理的な期待が生じる余地はなかったといえる。 

 したがって、労働契約８の期間満了時において、X が、Yとの有期労働契約が更新され

るものと期待したとしても、その期待について合理的な理由があるとは認められない。 

 

※参考：山梨県民信用組合事件（最二小判平成 28年 2月 19 日民集 70巻 2号 123 頁） 

「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該

変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指

揮命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力

にも限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみ

るのは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされる

べきである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対

する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけ

ページ 201 / 233



21 
 

でなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行

為がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の

内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足り

る合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解す

るのが相当である」  
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日本通運（横浜地裁川崎支部判決）事件（横浜地川崎支判令和 3 年 3 月 30 日）  

 

（事案概要） 

 本件は、Yとの間で期間の定めのある雇用契約（以下「有期雇用契約」という。同契約に

は、最初の雇用契約開始日から通算して５年を超えて更新することはない旨の条項が付さ

れていた。）を締結し、４回目の契約更新を経て勤務していた X が、Yに対し、Y が当初の雇

用契約から５年の期間満了に当たる平成３０年６月３０日付けで X を雇止めしたことにつ

いて、〔１〕上記条項は労働契約法１８条の無期転換申込権を回避しようとするもので無効

であり、X には雇用継続の合理的期待があった、〔２〕同雇止めには客観的合理性、社会通

念上の相当性が認められないなどと主張し、Yによる雇止めは許されないものであるとして、

雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同契約に基づく賃金

請求権及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 

 これに対し、Y は、XY 間の上記有期雇用契約締結の当初から雇用期間の上限が明示されて

おり、X もこれを認識していたから、X に雇用継続の合理的期待があったとはいえないし、

上記条項には客観的合理性、社会的相当性があること等を理由として雇止めが許されると

主張し、Xの請求をいずれも争った。 

 

（判決要旨） 

本件雇用契約の契約期間の満了時において，原告に雇用継続の合理的期待があったといえ

るか（労働契約法１９条２号）について 

（１）労働契約法１９条２号は、最高裁昭和６１年１２月４日第一小法廷判決・裁判集民事

１４９号２０９頁（日立メディコ事件）の判例法理を実定法としたものであると解され

ており、同号の要件に該当するか否かは、当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇

用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待をもたせる使用者の言動の有無等

の客観的事実を総合考慮して判断すべきである。そして、同号の「満了時」は、最初の

有期雇用契約の締結時から雇止めされた雇用契約の満了時までの間の全ての事情が総

合的に勘案されることを示すものと解されるから、上記満了時までにいったん労働者が

雇用継続への合理的期待を抱いたにもかかわらず、当該有期雇用契約期間満了前に使用

者が更新年数の上限を一方的に宣言したとしても、そのことのみをもって直ちに同号の

該当性は否定されないと解される。 

 

（２）これを本件についてみると、前提事実及び上記１の各認定事実によれば、以下の各事

情が認められる。 

ア 本件雇用契約は、契約締結当初から期間１年の有期雇用契約として締結されたもの

であるところ、その内容となる本件雇用契約書には、契約期間の更新限度が平成３０年

６月３０日までの５年である旨が明確に定められており、Xは、本件雇用契約締結時に

おいて、契約内容を十分に認識した上で本件雇用契約を締結した。 

  その後の X と Y の間の本件雇用契約の契約期間は、本件雇止め時点で通算５年であ
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り、有期雇用契約の更新回数は４回であったが、各更新時にいずれも X が署名押印した

契約書が作成され、次が更新上限となる４回目の契約更新に際しては、管理職が更新上

限又は契約の更新をしない旨等、本件雇用契約の重要事項を読み上げて確認する手続

が取られ、Xにおいて当該説明を受けたことを確認する内容が記載された説明内容確認

書を作成し、Yに提出していた。 

イ オイル配送センターの主な業務は、顧客である昭和シェルの潤滑油を東日本地域で

配送する業務であり、Xは、平成２８年６月３０日にＪが退職した後は主にトラックの

配車の手配を担当していた。X の当該担当業務は、Ｈや他の契約社員が代替できるもの

であった。オイル配送センターは本件雇止め時点で１７年以上事業を継続しており、上

記の時点で事業所の廃止等の話は出ていなかったが、同センターの経営状況は、Xと Y

が本件雇用契約を締結した平成２５年当時は赤字であった。 

 そして、本件雇用契約書上、「・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 ・

支店の経営状況・従事している業務の進捗状況」を更新の判断基準とすることや、事業

所が消滅・縮小した場合は、契約を終了する場合があることが一貫して明記されていた。 

ウ Xが本件雇用契約を締結した当時、有期雇用労働者として配属されていたＨ及びＪや、

Ｊの退職後である平成２９年７月にオイル配送センターに配属されたＫは、いずれも

５年以上 Yに就労していたが、上記３名は、当初に締結された有期雇用契約において更

新上限が設定されていなかった有期雇用労働者であり、Xとは契約条件が異なっていた。 

  上記アないしウのとおり、本件においては、通常は労働者において未だ更新に対する

合理的期待が形成される以前である本件雇用契約締結当初から、更新上限があること

が明確に示され、Xもそれを認識の上本件雇用契約を締結しており、その後も更新に係

る条件には特段の変更もなく更新が重ねられ、４回目の更新時に、当初から更新上限と

して予定されたとおりに更新をしないものとされている。また、Xの業務はある程度長

期的な継続は見込まれるものであるとしても、オイル配送センターの事業内容や従前

の経営状況に加え、Xの担当業務の内容や本件雇用契約上の更新の判断基準等に照らせ

ば、X の業務は、顧客の事情により業務量の減少・契約終了があることが想定されてい

たこと、Xの業務内容自体は高度なものではなく代替可能であったことからすれば、恒

常的とまではいえないものであった。加えて、オイル配送センターにおいて就労してい

た他の有期雇用労働者は X とは契約条件の異なる者らであった。その他、YのＮ支店に

おいて不更新条項が約定どおりに運用されていない実情はうかがわれない。 

  このような状況の下では、X に、本件雇用契約締結から雇用期間が満了した平成３０

年６月３０日までの間に、更新に対する合理的な期待を生じさせる事情があったとは

認め難い。 

 

（３）X は、本件不更新条項等が無期転換申込権の事前放棄の効果を生ずることにつき本件

雇用契約締結時において説明されなかったことや、相当の熟慮期間が設けられなかった

こと等を理由として、労働者が契約するかどうかの自由意思を阻害するものであるとし

て、雇用継続に対する合理的期待の判断において考慮すべきではない旨主張し、立正大
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学法学部准教授Ｑの意見書（甲２０）にはこれに沿った部分がある。 

しかし、本件雇用契約においては、当初の契約締結時に不更新条項が明示的に付され

ており（したがって、労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断の方

法につき判示した最高裁平成２８年２月１９日第二小法廷判決・民集７０巻２号１２３

頁（山梨県民信用組合事件）の射程には入らない。）、このような場合、通常は、まだ更

新に対する合理的期待が形成される以前であり、労働者において、労働者が契約するか

どうかの自由意思を阻害するような事情はない。 

本件についてみると、上記１の各認定事実によれば、確かに本件雇用契約締結時にお

いて、５年を超える有期雇用契約を締結する場合には無期転換申込権が発生することを

説明したことはなく、本件雇用契約締結前に雇用期間等の条件が示された形跡はないが、

本件雇用契約書及び説明内容確認票の各記載内容によれば、XY間の雇用期間は５年を超

えない条件であることは一義的に明確であり（したがって、もとより労働契約法１８条

の適用を受ける余地はない。）、X 自身、当該条件自体については認識した上で契約締結

の手続を行っており、X は本件雇用契約締結時において、Ｅ課長に対し、特段説明を求

めておらず、契約締結後も異議を述べてはいない。本件雇用契約締結の打診から締結の

手続まで１か月程度の期間があったが、X は、その間に、スタッフサービスを通じて、

あるいはオイル配送センターの当時の事業所長であったＦ事業所長を通じて、有期雇用

であるかなどの雇用期間に係る契約条件について確認することもしておらず、X は、本

人尋問において、当時の生活状況から、家族を養うために１日でも収入が途切れること

をなくしたい状況であった旨供述している。そうすると、X が Y の直接雇用を受けなか

った場合は失業に直結する可能性があったとしても、X はそもそも詳細な雇用条件を確

認するまでもなく、自らの生活状況等を踏まえて登録型派遣による就労と比較し、より

安定して就労できる Yとの雇用契約を締結することとしたものと認めることができるか

ら、本件において自由意思を阻害する事情は認められない。 

そのほか、X が本件不更新条項等を明示的に付した本件雇用契約の締結の意思を形成

する上で、その自由意思を阻害する状況があったことをうかがわせる事情は認められな

い。これに反する甲２０は独自の見解であって、当裁判所の採用するところではない。

したがって、Xの上記主張は理由がない。 

 

（４）X は、本件不更新条項等は労働契約法１８条の適用を免れる目的で設けられたもので

あり、公序良俗に反し無効である旨も主張する。 

しかし、労働契約法１８条は、有期契約の利用自体は許容しつつ、５年を超えたとき

に有期雇用契約を無期雇用契約へ移行させることで有期契約の濫用的利用を抑制し、も

って労働者の雇用の安定を図る趣旨の規定である。このような趣旨に照らすと、使用者

が５年を超えて労働者を雇用する意図がない場合に、当初から更新上限を定めることが

直ちに違法に当たるものではない。５年到来の直前に、有期契約労働者を使用する経営

理念を示さないまま、次期更新時で雇止めをするような、無期転換阻止のみを狙ったも

のとしかいい難い不自然な態様で行われる雇止めが行われた場合であれば格別、有期雇
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用の管理に関し、労働協約には至らずとも労使協議を経た一定の社内ルールを定めて、

これに従って契約締結当初より５年を超えないことを契約条件としている本件雇用契

約について、労働契約法１８条の潜脱に当たるとはいえない。したがって、同法の潜脱

を前提とする公序良俗違反の X の上記主張は理由がない（なお、X は、本件不更新条項

等が労働契約法１７条２項の趣旨にも反する旨も主張するが、同法は、有期雇用契約を

締結する際の期間につき配慮事項を定めるものであり、有期雇用契約の締結を制限した

り、その期間の定めを無効としたりする趣旨を含むものとは解せられない。）。 

なお、X は、派遣契約期間と通算すると期間が５年を超えることに照らして、本件雇

止めが労働契約法１８条の潜脱となるという趣旨の主張をするが、同法は「同一の使用

者」と定めているところ（X が提出する厚生労働基準局長発「労働契約法の施行につい

て」（平成２４年基発０８１０第２号、甲９）においても、同法の「同一の使用者」に関

し、派遣労働者の場合は、労働契約の締結の主体である派遣元事業主との有期労働契約

について同法１項の通算契約期間が計算されるものであることが記載されている（３

頁）。）、派遣期間中においては派遣労働者であった X と派遣先である Y との間に直接の

契約関係はなく、本件において派遣元であるスタッフサービスと派遣先である Yとを実

質的に同一と考えるべき事情も本件証拠上うかがえないから、派遣契約期間を通算する

などとする X の主張は採用できない。その他、公序良俗違反を基礎付けるに足りる事情

の主張立証はないから、X の上記主張は理由がない。 

 

（５）以上によれば、本件雇用契約の満了時において、Xが本件雇用契約による雇用の継続

を期待することについて合理的な理由があるとは認められない。 

したがって、本件雇用契約は、本件期間満了日の経過をもって終了したものと認める

のが相当であり、その余の争点について判断をするまでもなく、Xの請求は理由がない。 

 

※参考：山梨県民信用組合事件（最二小判平成 28年 2月 19 日民集 70巻 2号 123 頁） 

「使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、当該変

更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、労働者が使用者に使用されてその指揮

命令に服すべき立場に置かれており、自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力に

も限界があることに照らせば、当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみる

のは相当でなく、当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべ

きである。そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対す

る労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけで

なく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為

がされるに至った経緯及びその態様、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内

容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる

合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解する

のが相当である」 
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福原学園（九州女子短期大学）事件（最判平成 28 年 12 月 1 日集民 254 号 21 頁） 

 

（事案概要） 

X は、平成 23年 4月 1日、Y との間で、契約職員規程（以下「本件規程」という。）に基

づき、契約期間を平成 24年 3月 31 日までとする有期労働契約を締結し（以下「本件労働契

約」という。）、本件規程所定の契約職員となり、Yの運営する A 短期大学の講師として勤務

していた。本件規程には、次の内容の定めがある。 

ア 契約職員とは、1事業年度内で雇用期間を定め、Yの就業規則 28 条に定める労働時間で雇用される

者のうち、別に定めるところによる契約書により労働契約の期間を定めて雇用される者をいう。 

イ 契約職員の雇用期間は、当該事業年度の範囲内とする。雇用期間は、契約職員が希望し、かつ、当

該雇用期間を更新することが必要と認められる場合は、3年を限度に更新することがある。この場

合において、契約職員は在職中の勤務成績が良好であることを要するものとする。 

ウ 契約職員（助手及び幼稚園教諭を除く。）のうち、勤務成績を考慮し、Yがその者の任用を必要と認

め、かつ、当該者が希望した場合は、契約期間が満了するときに、期間の定めのない職種に異動す

ることができるものとする。 

Y は、平成 24 年 3 月 19 日、X に対し、同月 31 日をもって本件労働契約を終了する旨通

知した（以下「初回雇止め」という。）。X は、同年 11 月 6 日、本地位確認訴訟を提起した。

Y は、平成 25 年 2 月 7 日、X に対し、仮に本件労働契約が初回雇止めによって終了してい

ないとしても同年 3月 31日をもって本件労働契約を終了する旨通知した（以下「本件予備

的雇止め」という。）。また、Yは、平成 26年 1月 22 日、Xに対し、本件規程において契約

期間の更新の限度は 3 年とされているので、仮に本件労働契約が終了していないとしても

同年 3月 31 日をもって本件労働契約を終了する旨通知した（以下「本件雇止め」という。）。 

 

（判決要旨） 

 本件労働契約の内容となる本件規程には、契約期間の更新限度が 3年であり、その満了時

に労働契約を期間の定めのないものとすることができるのは、これを希望する契約職員の

勤務成績を考慮して Y が必要であると認めた場合である旨が明確に定められていたのであ

り、Xもこのことを十分に認識した上で本件労働契約を締結したといえる。さらに、Xが大

学教員として Y に雇用された者であり、大学教員の雇用については一般に流動性のあるこ

とが想定されていることや、Y の運営する 3 大学において、3年の更新限度期間の満了後に

労働契約が無期契約とならなかった契約職員も複数いたことに照らせば、本件労働契約が

無期労働契約となるか否かは、Xの勤務成績を考慮して行う Yの判断に委ねられているもの

というべきであり、本件労働契約が 3 年の更新限度期間の満了時に当然に無期労働契約と

なることを内容とするものであったと解することはできない。そして、Y が本件労働契約を

無期労働契約とする必要性を認めていなかったことは明らかである。また、労契法 18 条の

要件を X が満たしていないことも明らかであり、他に本件労働契約が無期労働契約となっ

たと解すべき事情を見いだすことはできない。 

以上によれば、本件労働契約は平成26年4月1日から無期労働契約となったとはいえず、
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同年 3月 31 日をもって終了したというべきである。 

 

※ 裁判官櫻井龍子補足意見 

 私は法廷意見に賛同するが、近年、有期労働契約の雇止めや無期労働契約への転換をめぐって、有期

契約労働者の増加、有期労働契約濫用の規制を目的とした労働契約法の改正という情勢の変化を背景に

種々議論が生じているところであるので、若干の補足意見を付記しておきたい。 

まず、本件は、有期労働契約の更新及び無期労働契約への転換の可能性、その場合の判断基準等が、

当事者間の個別契約の内容となる本件規程に明記され、一方、X も契約締結の際、契約内容を明確に理

解し、了解していたと思われ、雇止めの措置はその基準等に照らし特段不合理な点はなかったと判断で

きる事案であったといえる。 

本件においては、無期労働契約を締結する前に 3 年を上限とする 1 年更新の有期労働契約期間を設け

るという雇用形態が採られているところ、X が講師として勤務していたのは大学の新設学科であり、同

学科において学生獲得の将来見通しが必ずしも明確ではなかったとうかがわれることや、教員という仕

事の性格上、その能力、資質等の判定にはある程度長期間が必要であることを考慮すると、このような

雇用形態を採用することには一定の合理性が認められるが、どのような業種、業態、職種についても正

社員採用の際にこのような雇用形態が合理性を有するといえるかについては、議論の余地のあるところ

ではなかろうか。この点は、我が国の法制が有期労働契約についていわゆる入口規制を行っていないこ

と、労働市場の柔軟性が一定範囲で必要であることが認識されていることを踏まえても、労働基準法 14

条や労働契約法 18 条の趣旨・目的等を考慮し、また有期契約労働者（とりわけ若年層）の増加が社会全

体に及ぼしている種々の影響、それに対応する政策の方向性に照らしてみると、今後発生する紛争解決

に当たって十分考慮されるべき問題ではないかと思われる。 

 さらに、原審の判断についても一言触れておきたい。原審の判断を、仮に、判例が積み重ねてきたい

わゆる雇止め法理、あるいは労働契約法 19 条 2 号の判断枠組みを借用して判断したものととらえるこ

とができるとしても、雇止め法理は、有期労働契約の更新の場合に適用されるものとして形成、確立さ

れてきたものであり、本件のような有期労働契約から無期労働契約への転換の場合を想定して確立され

てきたものではないことに原審が十分留意して判断したのか疑問である。すなわち、原審は無期労働契

約に移行するとの X の期待に客観的合理性が認められる旨の判断をしているが、有期労働契約が引き続

き更新されるであろうという期待と、無期労働契約に転換するであろうという期待とを同列に論ずるこ

とができないことは明らかであり、合理性の判断基準にはおのずから大きな差異があるべきといわなけ

ればならない。無期労働契約への転換は、いわば正社員採用の一種という性格を持つものであるから、

本件のように有期労働契約が試用期間的に先行している場合にあっても、なお使用者側に一定範囲の裁

量が留保されているものと解される。そのことを踏まえて期待の合理性の判断が行われなければならな

い。もとより、このような場合の期待の合理性は、日立メディコ事件をはじめこれまでの裁判例に明ら

かなとおり、労働者の主観的期待を基準に考えるのではなく、客観的にみて法的保護に値する期待であ

るといえるか否かを、様々な事情を踏まえて総合的に判断すべきものであるということを念のため付け

加えておきたい。以上の考え方に照らすと、仮に原審の判断枠組みに沿って考えるとしても、本件は無

期労働契約転換についての期待に客観的合理性があったと認めることができる事案とはいえず、雇止め

は有効と判断すべきこととなろう。  

ページ 208 / 233



28 
 

２．無期転換後の労働条件に関する裁判例 

 
井関松山製造所事件（高松高判令和元年 7 月 8 日労判 1208 号 25 頁） 

 

（事案概要） 

X らはそれぞれ Y（農業用機械器具の製造及び販売等を事業目的とする会社）におけるト

ラクター等の農業機械の製造に係るライン業務において、平成 19 年 7 月 16 日以降、契約

期間を 6 か月とする有期契約労働者として就労している。 

X らは、無期契約労働者に支給される賞与、家族手当、住宅手当及び精勤手当（以下、総

称して「本件手当等」という。）が有期契約労働者には支給されないことは労契法 20 条に違

反するとして、主位的に本件手当等に対する賃金請求を、予備的に不法行為に基づき本件手

当等相当額の損害賠償請求を行った。 

1 審は、賞与を除く本件手当等の不支給について、Xらの不法行為に基づく損害賠償請求

を認めた。X らと Y は敗訴部分についてそれぞれ控訴した。なお、本訴訟係属中の平成 30

年 9 月 1 日以降、X らと Y の間には、労契法 18 条 1 項に基づき、無期労働契約が成立して

いるが、Yの「無期転換社員就業規則」においても本件手当等は不支給とされていた。 

本判決においても、賞与を除く本件手当等の不支給に係る労契法 20条違反と不法行為性

を認定した上で、損害額に関して、以下のように判示した。 

 

（判決要旨） 

Y は、X らは平成 30 年 9 月 1 日をもって Y との間で締結した労働契約が無期労働契約に

転換し、本件手当等の不支給を定めた無期転換就業規則の規律を受ける以上、不法行為に基

づく損害賠償請求のうち、同月以降の請求については理由がないことになるため、平成 30

年 9 月以降につき、本件手当等に相当する損害金の支払義務を負わない旨主張する。 

そこで検討するに、本件手当等の不支給を定めた無期転換就業規則は、Xらが無期転換す

る前に定められていることを考慮しても、当該定めについて合理的なものであることを要

するところ（労契法 7条参照）、①同規則は、本件手当等の支給に関する限り、同規則制定

前の有期契約労働者の労働条件と同一であること、また、②Yが同規則の制定に当たって労

働組合と交渉したことを認めるに足りる適切な証拠はなく、Xらが同規則に定める労働条件

を受け入れたことを認めるに足りる証拠もないこと、そして、③Y は、これらの事情にもか

かわらず、上記不支給を定めた同規則の合理性について特段の立証をしないことからする

と、同規則の制定のみをもって、Y が上記支払義務を負わないと解するべき根拠は認め難い。 

 よって、Y の前記主張は、採用することができない。 
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ハマキョウレックス（無期契約社員）事件（大阪地判令和 2 年 11 月 25 日） 

 

（事案概要） 

本件は、労働契約法（以下労契法という。）18条 1項に基づき有期労働契約から期間の定

めのない労働契約（以下「無期労働契約」という。）に転換した労働者Ｘらが、転換後の労

働条件について、雇用当初から無期労働契約を締結している労働者（以下正社員という。）

に適用される就業規則（以下「正社員就業規則」という。）によるべきであると主張して、

Ｙに対し、正社員就業規則に基づく権利を有する地位にあることの確認を求めた。 

（就業規則について） 

平成 30 年 10 月 1 日時点で、Ｙには次の就業規則があり以下の定めがあった。 

○就業規則（以下「正社員就業規則」という。） 

第３条 この規則で従業員とは、第 6条で定める手続を経て採用され、Ｙの業務に従事す

る者をいう。 

第４条 この規則は、前条に規定する従業員に適用する。 

２ 有期の契約社員については、別に定める契約社員就業規則による。 

第６条 Ｙが従業員を採用するときは、新卒者および就職希望者の内から選考して、所定

の手続を経た者を採用する。 

○契約社員就業規則 

第１条 この規則は、有期の契約社員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を

定めたものである。 

第２条 有期の契約社員の定義は、次のとおりとする。 

（１）有期の契約社員とは、雇用期間を定めた雇用契約を締結して雇い入れた者をいう。 

（２）有期の契約社員であって、第 10条の規定により、Ｙと期間の定めのない労働契

約を締結したものを、無期契約社員という（平成 29 年 10 月 1 日改正による追加）。 

第 10条 Ｙにおける有期労働契約期間を通算した期間が 5年を超える有期の契約社員で

あって、引き続き雇用を希望する者は、Ｙに対し、期間の定めのない労働契約へ

転換することの申込みをすることができる。 

２ 前項の申込みをしたときは、申込みをした有期の契約社員は、現に締結してい

る労働契約が満了する日の翌日から無期契約社員となる。 

      ３ 無期契約社員の労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容であ

る労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件とする。ただし、無期契約社

員との合意のうえ、異なる労働条件を定めることができる。 

（平成 29年 10 月 1日改正による追加） 

第 11条 有期の契約社員のうち、特に勤務成績が良好な者は選考の上、正規従業員に登

用することがある。 

 

（判決要旨） 

（１）無期転換後の労働条件に関する正社員就業規則による旨の合意の有無について 
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○無期転換 

Ｘらは、平成３０年 4月 1 日、Ｙに対し、労契法１８条 1項に基づき、有期労働契約の契

約期間満了日の翌日である同年１０月 1 日を始期とする無期労働契約の締結を申し込み、

Ｙは、同条項に基づき、これを承諾したものとみなされ、Ｘらは、平成３０年１０月 1 日を

もって無期契約社員となった。ＸらとＹは、無期パート雇用契約書を同年１１月 2日付けで

交わした。 

同契約書には、雇用期間と基本給の額を除いて有期の契約社員当時と同じ労働条件が記

載されており、その他の労働条件については契約社員就業規則による旨の記載がある。 

○ハマキョウレックス事件（最二小判 平成 30 年 6 月 1 日（以下「前訴最判」という。）） 

最高裁判所は、平成３０年 6 月 1 日、Ｙにおける有期の契約社員と正社員との無事故手

当、作業手当、給食手当及び通勤手当の支給の相違は労契法 20条に違反し不法行為を構成

するとして原審の判断を是認し、皆勤手当の支給の相違は同条に違反するものの支給要件

の充足について審理を尽くさせるため原審に差し戻す旨を言い渡した。 

○争点に関する判断 

Ｙは、一貫して、無期転換後の無期契約社員が正社員になるとは考えておらず、正社員就

業規則が適用されるものではない旨回答しているのであって、無期パート雇用契約書及び

契約社員就業規則の無期契約社員規定（契約社員就業規則第2条2号及び10条3項を指す。

以下同じ。）が無効となる場合には正社員就業規則が適用されるといったＸらの考えをＹが

了解したと認めるに足る事情は何ら存在しない。 

かえって、Ｘらは、Ｙの回答が上記のとおりであることを認識した上で、無期転換後の労

働条件は契約社員就業規則による旨が明記された無期パート雇用契約書に署名押印してＹ

に提出しており、ＸらとＹとの間には、無期転換後も契約社員就業規則が適用されることに

ついて明示の合意があるというべきである。 

Ｘらは、Ｙが無期転換後のＸらに契約社員就業規則が適用されると考えていることを十

分認識していたと解されるのみならず、上記雇用契約書が、無期転換後の労働条件について

Ｙの上記考えを反映したものであることは文言上明らかであって、これを形式的なものと

誤信して署名押印したとのＸらの主張は採用し難い（なお、Ｘらの主張を心裡留保による無

効をいう趣旨と解しても、Ｘらの主張を採用し難いことに変わりはない。）。 

以上によれば、無期転換後の労働条件に関し、正社員就業規則による旨の合意があったと

するＸらの主張は採用できない。 

（２）正社員就業規則が労契法 18条 1項第 2 文の別段の定めに当たるかについて 

Ｘらは、無期転換後のＸらに契約社員就業規則を適用することは、正社員より明らかに不

利な労働条件を設定するものとして、均衡考慮の原則（労契法 3条 2項）及び信義則（同条

4 項）に違反し、合理性の要件（同法 7条）を欠く旨主張する。 

しかし、当裁判所に顕著な前訴最判によれば、Ｙにおいて、有期の契約社員と正社員とで

職務の内容に違いはないものの、職務の内容及び配置の変更の範囲に関しては、正社員は、

出向を含む全国規模の広域異動の可能性があるほか、等級役職制度が設けられており、職務

遂行能力に見合う等級役職への格付けを通じて、将来、Ｙの中核を担う人材として登用され
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る可能性があるのに対し、有期の契約社員は、就業場所の変更や出向は予定されておらず、

将来、そのような人材として登用されることも予定されていないという違いがあることが

認められる。そして、無期転換の前後でＸらの勤務場所や賃金の定めについて変わるところ

はないことが認められ、Ｙが無期転換後のＸらに正社員と同様の就業場所の変更や出向及

び人材登用を予定していると認めるに足りない。したがって、無期転換後のＸらと正社員と

の間にも、職務の内容及び配置の変更の範囲に関し、有期の契約社員と正社員との間と同

様の違いがあるということができる。 

そして、無期転換後のＸらと正社員との労働条件の相違も、両者の職務の内容及び配置の

変更の範囲等の就業の実態に応じた均衡が保たれている限り、労契法 7 条の合理性の要件

を満たしているということができる 

なお、無期転換後のＸらと正社員との労働条件の相違が両者の就業実態と均衡を欠き労

契法 3条 2項、4 項、7条に違反すると解された場合であっても、契約社員就業規則の上記

各条項に違反する部分がＸらに適用されないというにすぎず、Ｘらに正社員就業規則が適

用されることになると解することはできない。すなわち、上記部分の契約解釈として正社員

就業規則が参照されることがありうるとしても、上記各条項の文言及びＹにおいて正社員

就業規則と契約社員就業規則が別個独立のものとして作成されていることを踏まえると、

上記各条項の効力として、Ｘらに正社員就業規則が適用されることになると解することは

できない。 

さらに、Ｘらは、無期契約社員規定の追加により無期転換後のＸらに契約社員就業規則を

適用することは、無期転換後は正社員としての地位を得るとのＸらの合理的期待を侵害し、

労働条件の実質的な不利益変更に当たるから、労契法 10 条の類推適用（なお、無期契約社

員規定は、Ｘらの無期転換前から実施されている。）により無効である旨主張する。しかし

ながら、そもそも労契法 18 条は、期間の定めのある労働契約を締結している労働者の雇用

の安定化を図るべく、無期転換により契約期間の定めをなくすことができる旨を定めたも

のであって、無期転換後の契約内容を正社員と同一にすることを当然に想定したものでは

ない。 

そして、無期契約社員規定は、労契法 18 条 1 項第 2 文と同旨のことを定めたにすぎず、

無期転換後のＸらに転換前と同じく契約社員就業規則が適用されることによって、無期転

換の前後を通じて期間の定めを除きＸらの労働条件に変わりはないから、無期契約社員規

定の追加は何ら不利益変更に当たらない。 

採用時に正社員として採用されることを望むＸに対して、Ｙ彦根支店長が社員ドライバ

ーにすることは約束するが、直ぐにというわけにはいかず、約半年から 1年間程度は待って

欲しい旨の発言をしたことが認められる。しかし、その後に取り交わされた雇用契約書には、

半年ないし 1 年後に正社員として登用する旨の記載はなく、約 10 年間にわたり、有期の契

約社員として契約の更新が繰り返されてきたことが認められる。 

そうすると、採用時の上記やりとりは、契約社員就業規則に、有期の契約社員のうち、特

に勤務成績が良好な者は選考の上、正社員に登用することがあると規定されていることを

踏まえて、Ｘについても、将来正社員として登用される可能性があることを説明したにすぎ
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ないと解するのが相当であり、採用時の上記やりとりをもってＸに正社員となることにつ

いての合理的期待があったとまではいえない。 

以上のとおり、正社員就業規則が労契法 18条 1項第 2 文の別段の定めに当たるとのＸら

の主張は、いずれも理由がない。 

以上によれば、残る争点（Ｘらについて正社員就業規則が適用される場合、正社員との賃

金差額について）を判断するまでもなく、Ｘらの本件請求はいずれも理由がないから、これ

らを棄却する。 
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ヒアリング結果まとめ（個別事例）

参考資料４
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事例１（Ａ社）

1

基礎情報 食料品製造・販売業、飲食業、従業員1,000名以上3,000名未満

概要 無期転換について対象者に個別案内している。地域・職種・勤務時間限定の正社員制度がある。

社員構成概況 全体の約２割が社員、約３割が契約社員、約５割がアルバイト。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・イントラネットで無期転換の案内文を掲載しているほか、毎年４月の給与明細で①無期転換権保持者、②今後１
年以内に無期転換権発生者に無期転換権発生の案内を掲載。

・無期転換後の労働条件は無期転換前と同じ。その旨は周知の事実のため、個別には案内していない。
・短期アルバイトを繰り返す方がいるため、クーリングは設定。

効果・課題
に関する見解

・課題：１年更新である点を除き有期雇用の契約社員と無期転換者で処遇等が変わることはない点や、積み立て有
給休暇制度について契約社員のまま契約期間満了で雇用終了した方がメリットがある点から、無期転換権を有す
る者のうち実際に無期転換したのは4～5%程度。

・元々長期雇用を望んでいない短期雇用の従業員もおり、従業員から早めの無期転換の希望やクーリング期間の制
度の廃止の希望の声は聞いたことがない。

多
様
な
正
社
員

制度・
取り組み概要

・短時間社員：年間所定労働時間がフルタイム社員の半分以上。契約社員の社員への転換を促進する制度であると
ともに、社員がワーク・ライフ・バランスに応じて理由を問わず働く時間を選択できる制度。①契約社員から社
員へ転換する場合と②社員が短時間社員になる場合がある。①か②かによって短時間社員の処遇は異なる（制度
導入当時、①については、社員になる手前の準備期間という位置づけで考えており、それゆえに諸手当の一部の
支給を無しとしていた。①は1年経過後フルタイム社員転換可能）。制度目的は、多様な雇用形態の実現、良質な
人材の確保、社員との格差解消、契約社員のモチベーション向上。

・地域職種限定社員：転居を伴う転勤も職種変更もない社員。短時間併用も可能。転換理由不問。制度導入の背景
として、最近は優秀な契約社員が転勤や職種の変更を好まず、短時間社員制度の受験者が減少傾向となってきた
こと、また、売り場をまとめる店長の辞退者が増え社員の配置が急務となったこと、がある。

効果・課題
に関する見解

・短時間社員：制度導入後の状況として、フルタイム社員から短時間社員への転換について、育児・病気を理由と
した制度利用の例が多く多様な雇用形態の実現に資することができており、また、非正規雇用であれば退職して
いたかもしれない人材が社員として会社に定着しているという点で良質な人材の確保もできている。短時間社員
に転換した者の昇格状況を追跡したところ、新卒・大卒の従業員とほぼ同じスピードで昇格できている。近年は
半数以上の応募者が短時間社員制度きっかけで応募したとのアンケート結果有り。

・地域職種限定社員：転勤や職種の変更を嫌がる若い方が増えていることから、少しぐらい給料が少なくても地域
職種限定社員になりたいという声が出始めている。転勤や職種の変更を可とする者の処遇を厚くすることも今後
検討。また、社員の大多数が一度も転勤したことがなく、地域職種限定のような実態であるため、地域職種限定
フルタイム社員の処遇（手当等）を再検討する必要がある。ページ 215 / 233



事例２（Ｂ社）

2

基礎情報 小売業、従業員10,000名以上

概要 定着率向上のために、１回目の更新時に自動的に無期転換するほか、地域限定正社員制度を設けている。

社員構成概況 全体の約２割が正社員、約８割がパートタイム社員、他に正社員とおおよそ同数の学生アルバイト。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・１回目の更新時に自動的に無期転換。ただし、評語が最下位の場合は対象外となる場合がある。
・処遇は有期の時と変わらない。評語に基づき昇給金額提示。
・１回目の更新時に無期転換することは、契約締結時にも更新時にも伝える。
・労使交渉について、現行の人事制度への見直しにあたって労使で人事制度検討委員会を設置し検討した。労働側
の構成員は、組合専従者（執行委員長、副執行委員長、事務局長、副事務局長）。制度導入を検討する約１年前
までには設置し、施行後においても運用面を確認する意味から１年間程度は設置している。

・制度導入にあたり、会社から当該制度対象となる社員に対しヒアリングを行った結果や組合にあがってきている
ヒアリング結果も反映している。非組合員からも意見のヒアリングは行っている。・研修計画表に基づく教育・
研修あり。

・有期特措法の活用はなし。65歳定年後のシニアパートも１年後に無期転換して75歳の第二定年まで働ける仕組み。

効果・課題
に関する見解

・効果：無期転換によって社員の安心感につながっており、また、その他の施策と相まって定着率の向上につな
がっている。

・課題：無期転換後、年に１回等面接を行っており、問題なく運用できている。更に制度を周知させ、定着率の向
上に繋げる。

多
様
な
正
社
員

制度・
取り組み概要

・正社員が全ての店舗に異動の可能性があるのに対し、地域限定正社員は通勤60分程度で通勤可能な近隣５店舗に
限定される代わりに賃金水準が正社員の80％。

・育児・介護短時間勤務制度等が活用されていることもあり、正社員から地域限定正社員への転換は少ない｡
・労使交渉については無期転換関係と同様。
・勤務店舗は契約書で明示。契約期間中での勤務地変更の個別交渉あり。
・店舗閉鎖時は全ての社員区分において近隣店舗で雇用を確保。
・区分間での相違は、あくまでも異動の有無と範囲であり、職務上は相違なし。地域を限定した勤務だと、給与が
８割であることについて、パートタイム社員から地域限定正社員になる場合、業務内容がチーフ／主任と同等に
なるものの、大幅に給与が上がり、通勤時間の負担もないため、不満は出ていない。

効果・課題
に関する見解

・効果：それまで運用していたキャリア社員制度の不具合を解消でき、生活に合わせたスタイルで正社員になるス
テップを導入することができた点

・課題：更に制度を周知させ、活用してもらえるようにする。また、社員への処遇（均等均衡）を制度面でどのよ
うに対応していくかが課題。
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事例３（Ｃ社）

3

基礎情報 自動車製造業、従業員10,000名以上

概要 無期転換ルールに基づく無期転換はなく、会社独自の社員登用制度がある。

社員構成概況 従業員のうち有期契約労働者は１割未満。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・有期契約労働者の更新上限は２年11か月であり、無期転換ルールに基づく無期転換なし。有期契約労働者の雇用
を通じ、多様な能力・経験を有する人材を確保していくことで、職場のダイバーシティが進み、強い技能系職場
を堅持し続けることができると考えている。

・有期契約労働者から正社員への登用制度(※)を労働契約法改正前より運用。
※１年以上勤務した有期契約労働者について、１年目･２年目に各１回、本人の意思・能力があれば正社員に登用
される試験の受験機会有り。

・2015年からクーリング期間を６ヶ月に設定。他方、2015年から社員登用を更に推進。
・契約期間を２年11ヶ月とした際は、１年→２年11ヶ月と長期化した変更のため、労組からの異論なく、合意され
た。

・在籍18ヶ月以降で満了の場合、再就職支援として、希望に基づき国家資格取得支援を会社負担で実施。
・満了者を対象に、関連企業への正社員採用を前提とした紹介（人材紹介会社経由）の仕組み有。
・有期特措法の活用はなし。定年後再雇用は１年ごとの有期契約で65歳上限のため。
・各制度を策定するにあたって、職場運営の中で雇用形態にかかわらず各種ミーティングを行っており、有期・正
社員関係なく、当該ミーティングにおいて会社側からの伝達事項を伝えて声を吸い上げている。

効果・課題
に関する見解

・更新上限まで勤務して、クーリング期間後にまた勤務したいと言う方もいるが、クーリングの仕組みがなくなる
と、エントリーする機会がなくなる。会社としても採用目標を達成して生産を安定させていくといったお互いの
ニーズに関わる問題になってくるかと考えている。

多
様
な
正
社
員

制度・
取り組み概要

・業務職は勤務地限定（各事業所）。
・限定の定めについては、採用辞令で明示。
・業務職について、部門閉鎖時は他部門へ異動等。事業所閉鎖時は転居を伴わない近隣事業所へ異動。
・役割に明確な差があることから、処遇差について理解を得ている。

効果・課題
に関する見解

・効果：職種ごとのワーキングライフプランに基づく育成によるキャリアアップの促進。
・介護や育児等の事情がある従業員については、別途設けている時短制度や休職制度で対応が可能なので、短時間
設定での雇用の必要性が生じていない。
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事例４（Ｆ社）

4

基礎情報 中小企業、従業員50名以上100名未満

概要 有期雇用は試用目的のみであり、無期転換は行っていない。多様な正社員としては短時間制度を導入している。

社員構成概況 全体の５％程度が有期雇用。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・採用時に６ヶ月間の試用期間目的の有期雇用契約を締結。６ヶ月以上の有期雇用を設定する予定はなく、無期転
換が生じた事例はないし今後も生じない。

・有期特措法については、60歳を超える社員が存在せず適用対象がいない。

効果・課題
に関する見解

・有期雇用特別措置法について、定年後の再雇用時の届け出そのものに意味を感じない。廃止すべき。

多
様
な
正
社
員

制度・
取り組み概要

・短時間正社員制度：正社員が短時間で勤務できる制度（本来７時間→３・４時間勤務が可能）
・労働者と年２回定期面談をしており、その際での相談に応じて短時間社員制度を制度化した。
・短時間正社員にも分け隔て無く研修を実施。

効果・課題
に関する見解

・効果：社員が、家族介護や家事の都合などで継続して正社員として働ける環境を維持する意味で、今後も必要性
に応じて適用。

・課題：情報共有や周囲のフォローが必要になる、労働者間のコミュニケーションの問題がある。
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事例５（Ｘ社） ※事務局によるヒアリング結果

5

基礎情報 卸売業、従業員100名以上500名未満

概要
５年経過時点及び希望に応じて５年未満でも無期転換を行っている。職務区分は総合職と一般職（転勤の有無が異
なる）。

社員構成概況 期間の定め有の割合は約２割。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・規定上は、法定どおり５年経過時点で無期転換申込み可としているが、有期契約労働者には更新毎に面談を行い、
希望があれば５年未満でも無期転換している。

・転換後の処遇は有期契約の時と差はない。
・契約社員（無期転換者を含む。）と正社員間では、仕事の重みが違うため、月収に違いがあるほか、賞与・退職
金の有無に差がある。

・更新上限やクーリングは設けていない。他方、服務規律や協調性、能力的な問題等により無期で雇えない場合は
期間満了による雇止めを行う場合がある。有期契約で見極めをしている面がある。

・過去に無期転換した事例は全て女性。いずれも、正社員入社後、出産や育児介護等のライフイベントのため一旦
退職し、契約社員として再度勤務、その後に希望を聞いた上で、子育てが一段落した等の個々の事情に応じて無
期の契約社員に変更し、その後正社員に復帰したというもの。

・有期契約労働者→無期転換者→正社員という実績は今のところ無い。
・無期転換者から正社員になるための教育プログラムや有期雇用労働者等への教育訓練等の支援はない。

効果・課題
に関する見解

・無期転換したとしても待遇差もなく、無期になりたいという人はほとんどいない。有期契約のままでも雇用不安
定とは感じていない。働き方も無期になっても変わらない。

多
様
な
正
社
員

制度・
取り組み概要

・区分としては、総合職（営業・技術）と一般職（事務）で、総合職か一般職かで転勤の有無に違い。なお、総合
職はほぼ男性、一般職はほぼ女性である。また、一般職は勤務地限定。

・職種（営業・技術・事務）は内規に書いている。契約書上は「職種：営業」とあるが、営業→技術といった変更
も、本人の同意・希望があれば可能。

効果・課題
に関する見解

・転勤有りの前提である総合職でも家庭の事情等で転勤できないという人も多いが、他方、総合職と一般職とでは
転勤を受け入れるかどうかの違いで待遇差があり、区分設定や待遇バランスに課題を感じている。

・地方では男性並みに働きたいという女性はいまだに少なく、Ｍ字カーブのとおり30歳頃にやめてしまう。他方で、
会社としては１人を長く雇いたいと考えており、対応を検討中。また、AIによる職務の代替が進み、現在社内で
は、一般職をなくす議論もなされている。

その他 ・大企業と中小企業では法令改正への対応力に違いがある点は念頭に置くべき。
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事例６（Ｙ社） ※事務局によるヒアリング結果

6

基礎情報 建設業、従業員1,000名以上3,000名未満

概要 特措法第４条に基づく第一種の適用がある。

社員構成概況 期間の定め有の割合は約１割。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・法定どおりに５年経過後に無期転換している事例は少なく、数年前までは、無期転換を前提として、トライアル
雇用として有期雇用を活用していた事例あり。

・その他、正社員と同等以上の能力を発揮しているような有期契約労働者は、本人の要望や現場の声を踏まえて、
人事部で面接等の査定を行い、５年より早く無期転換させる場合もある。これは規定上の対応ではなく、運用面
で実施。

・転換後は正社員となる。転換後の処遇は、職務や年齢、能力、他とのバランスを踏まえた上で、会社から処遇案
を提示し、本人と合意して個別に決定している。

・長期プロジェクト担当として外国人弁護士を雇用し、その者について有期雇用特別措置法第４条に基づく第一種
の適用対象としている。

効果・課題
に関する見解

・一人前になったか見極めるのに５年程度かかると考えているため、現行の法定の５年という通算契約期間の年数
はちょうどいいと感じている。

・有期雇用特別措置法第４条に基づく第一種の適用について、当該弁護士と当社のスタイルがマッチするか分から
ないから期限を設けざるを得ない（※）が、プロジェクト期間が５年を超えることは多くあるので、仮にマッチ
する人材であれば、５年の手前で手放すことになるのは避けたい。そうした観点から、第一種の制度があるのは
ありがたい。
※労基法14条柱書き（期間の定めのある労働契約であっても一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれ
ば３年を超える労働契約を締結できる）では対応できない、との趣旨。

多
様
な
正
社
員

制度・
取り組み概要

・主な区分としては、総合職といわゆる一般職で、総合職か一般職かで転勤の有無に違いがある。また、一般職は
転勤を伴わない異動はある。

・職務は、募集要項の業務内容の記載に基づいて明示している。採用の過程から業務内容は明示、説明している。
特定業務を行うものと明示して雇った場合は、本人同意が無い限りは当該業務以外の仕事をすることはない。

・有期契約労働者は、高度専門的な人材であることもあり、職務限定である。

効果・課題
に関する見解

・採用過程でも明示や説明は行って、本人に納得してもらっているのでトラブルは特にない。
・ミスマッチを防ぐため、事業内容や待遇面は丁寧に説明するように努めている。
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事例７（Ｄ組合）

7

基礎情報 製造業労働組合、従業員10,000名以上

概要
意欲・適性等ある有期社員には社員登用試験を用意しつつ、登用試験で基準に満たなかった者、社員を希望しな
かった者等には法定の無期転換で対応している。

社員構成概況 社員、無期転換社員、シニア社員、有期契約。無期転換社員は組合加入。有期契約は組合非加入。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・法定の無期転換ルールに則った制度。無期転換後は期間の定めを変更して無期転換社員となり、無期転換社員規
則に沿った労働条件に変更となる。有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超える契約のときにあらかじ
め、およびその後の契約更新毎に本人への制度説明・意思確認を行う。更新上限の設定なし。

・社員転換希望の場合は、年１回社員登用試験を実施の上、意欲・適性等が基準満たす場合に社員登用。
・会社による教育や職場上長との面談・フィードバック等あり。
・社員と無期転換社員の間で、少なくとも担当する業務に必要な教育、安全・技能に関する教育、コンプライアン
ス教育等については同等であると認識。

効果・課題
に関する見解

・効果：有期契約労働者の雇用の安定と労働条件の向上。
・課題：転勤や職務の限定の観点から正社員と無期転換社員で賃金が同一ではない点、無期転換社員の賃金制度が
明確ではない点。大きなトラブルなし。

・労働条件について、同一労働同一賃金関連法を参考にしながら、無期転換社員と社員との間の労働条件の不合理
な差異をなくすようにした。労使協議の中で、有期のみ労働条件を上げて無期転換はそのままにするのは理にか
なっていないという点は会社側も理解を示しており、結果的に上記のようなかたちに落ち着いた。

多
様
な
正
社
員

制度・
取り組み概要

・社員の短時間・短日数勤務有り（育児・介護・治療等）。無期転換社員・シニア社員は仕事内容・労働条件が限
定。

・無期転換社員・シニア社員は採用時、労働契約上、仕事内容・労働条件の限定明示。
・ジョブ型人材マネジメントは、そのジョブだけの雇用というものではなく内部の人材活用の活性化や経験者採用
等の観点で導入したマネジメントという意味合いである。

効果・課題
に関する見解

・勤務時間・場所等の限定について、昨今テレワークも普及し、また、単身赴任の解消も検討を始めているところ
で、現段階で従業員からの要望は特にない。

・現行の区分以外の積極的な限定社員を作ろうという動きは現状無く、社員からの要望は特にない。
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事例８（ＧーＡ組合） ※Ｇ組合によるヒアリング結果

8

基礎情報 印刷業労働組合、従業員50名未満

概要 情報通信等の組合が加盟する産別労働組合（Ｇ組合）が聞き取りした個別労働組合。

社員構成概況 全体の２割弱が無期転換社員。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・労契法改正前は明確な無期転換要件はなかった（数年勤続し、本人の希望と労働組合の後押しにより転換）が、
労契法改正後は法律に基づいて無期転換要件について対応

・対象者への周知・説明方法：会社からの声掛け（有期契約の更新タイミングで無期転換を案内）
・労働者の申出方法：口頭
・転換後の社員区分：無期契約社員
・転換後の処遇、制度の定め方：就業規則で設定（賃金制度は定年再雇用労働者の規則に準拠）、有期→無期転換
→正社員登用となった場合でも業務内容や労働時間はほぼ変わらないが、賃金や一時金等の処遇は上がる。

・雇止めの実績はなし
・無期転換後の正社員登用実績あり（制度化されたものではなく、本人の希望と労働組合の後押しで正社員化）

効果・課題
に関する見解

・効果：法改正前はいつ転換できるかが曖昧だったが、法改正後は期間が明確（法定）なので、無期転換がしやす
い。
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事例９（ＧーＢ組合） ※Ｇ組合によるヒアリング結果

9

基礎情報 印刷業労働組合、従業員50名未満

概要 情報通信等の組合が加盟する産別労働組合（Ｇ組合）が聞き取りした個別労働組合。

社員構成概況 定年再雇用社員数名を除き全員正社員。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・労契法改正前よりパート（時給制）→月給制の有期雇用（定年再雇用と同一処遇）に転換。労契法改正を受けて、
無期契約への転換を会社に促した（無期転換要件：法律に準拠）。まずは契約期間の無期化のみ行い、一年後に
正社員へ登用。

・対象者への周知・説明方法：有期契約の更新タイミング（半年）で無期転換を案内
・労働者の申出方法：口頭
・転換後の社員区分：無期契約社員
・転換後の処遇、制度の定め方：就業規則で設定（定年再雇用労働者と同基準）
・雇止めの実績はなし

効果・課題
に関する見解

・効果：労契法改正による無期契約後、「無期雇用＝昇給が必要」との認識を労使で共有し、新たな賃金体系を増
やすことを避ける形で正社員へ登用した。結果、明確な制度は整備されていないものの、有期契約から正社員へ
の流れが出来た（パート社員で入社し、業務範囲の拡大に応じて、転換・登用）。

・課題：勤続年数について、正社員登用前の勤続年数が考慮されない（昇格要件・退職金等に影響）。
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事例１０（ＧーＣ組合） ※Ｇ組合によるヒアリング結果

10

基礎情報 通信建設業労働組合、対象企業10社（従業員100名未満：７社、300名以上900名未満：３社）

概要 情報通信等の組合が加盟する産別労働組合（Ｇ組合）が聞き取りした個別労働組合。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・労契法改正時点では法定準拠、その後現行制度（転換要件：勤続５年）は2021年４月より導入
・対象者への周知・説明方法：有期契約の更新タイミング（半年）で無期転換を案内
・労働者の申出方法：口頭
・転換後の社員区分：無期契約社員（労契法改正前は有期契約から正社員登用があった）
・転換後の処遇、制度の定め方：就業規則で設定
・雇止めの実績はなし
・無期契約社員から正社員への登用ルール（年数と評価制度の結果を要件）あり
・労契法改正による無期契約社員の制度化後、業務の範囲、責任の範囲、転勤有無等、差異に応じた処遇となるよ
う交渉を重ねた結果、2021春闘で、契約社員（無期・有期）の賃金制度（昇給）および一時金の制度化

・教育体制についても、正社員と同一支援の対応を整備（業務の幅による差異はある）

効果・課題
に関する見解

・課題：無期転換により、同一同一の法的適用対象から外れてしまい、処遇改善が図られないままに据え置かれる
労働者が出てしまうことを懸念（当該労使では、無期契約も含めた均等均衡処遇の観点で制度整備実施）
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事例１１（ＧーＤ組合） ※Ｇ組合によるヒアリング結果

11

基礎情報 情報サービス業労働組合、従業員100名程度

概要 情報通信等の組合が加盟する産別労働組合（Ｇ組合）が聞き取りした個別労働組合。

社員構成状況 全体の約１割が契約社員。

無
期
転
換

制度・
取り組み概要

・労契法改正より無期転換制度を導入（正社員への転換の運用は労契法改正以前から実施）
・転換要件：有期契約社員で採用後、半年程度で正社員への転換を提示。正社員に転換しない場合には、有期契約
社員としての雇用を継続し、５年目以降は無期契約。

・対象者への周知・説明方法：会社からの声掛け
・労働者の申出方法：口頭
・転換後の社員区分：正社員または無期契約社員
・無期雇用を回避するための雇止めは無い
・転換後の処遇、制度の定め方：就業規則で設定（無期契約社員は有期契約社員と同様）
・有期契約から正社員への転換実績あり
・一旦正社員への転換を断り契約社員として雇用されている者で、再度正社員になりたいとの意思表示をするため
の明確なルールは定めていない（実績もない）

・契約社員の雇用はプロジェクト対応期間を想定した有期雇用（期間中もしくは期間後の実績を踏まえ、正社員雇
用を提案）または正社員を前提とした中途採用
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多様化する労働契約のルールに関する検討会 

開催要綱 

 

１．趣旨・目的 

労働契約法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 56 号）附則第３項におい

て、同法施行後８年を経過した場合において、改正労働契約法第 18 条の規定に基

づく無期転換ルールについて、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされてい

る。 

また、勤務地限定正社員や職務限定正社員等の「多様な正社員」は、無期転換

ルールによって無期雇用となった社員の重要な受け皿の１つとして期待されると

ころ、規制改革実施計画（令和元年６月閣議決定）において、令和２年度中に多

様な正社員の雇用ルールの明確化について検討を開始することとされている。 

   このため、無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等に

ついて検討を行うことを目的として、「多様化する労働契約のルールに関する検

討会」を開催する。 

 

２．検討事項 

 無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等の検討 

 

３．運営 

⑴ 本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者（別紙）の参集を求めて開

催する。 

⑵ 本検討会においては、必要に応じ、⑴の参集者以外の学識経験者及び実務経験

者等の出席を求めることがある。 

⑶ 検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開とする。ただし、個

社のヒアリング等、公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利

益を及ぼすおそれがある場合等において、座長が非公開が妥当であると判断した

際には、非公開とすることができる。なお、非公開とする場合には、その理由を

明示するとともに、議事要旨を公開する。 

⑷ 本検討会の座長は、参集者の互選により選出し、座長代理は座長が指名する。 

⑸ 本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局労働関係法課において行う。 
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「多様化する労働契約のルールに関する検討会」参集者 

 

安藤
あんどう

至大
むねとも

   日本大学経済学部教授 

 

戎野
えびすの

淑子
す み こ

   立正大学経済学部教授 

 

桑村
くわむら

裕美子
ゆ み こ

  東北大学大学院法学研究科教授 

 

坂爪
さかづめ

洋美
ひ ろ み

   法政大学キャリアデザイン学部教授 

 

竹内
たけうち

（奥野
お く の

）寿
ひさし

  早稲田大学法学学術院教授 

 

両角
もろずみ

道代
み ち よ

     慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

 

山川
やまかわ

隆一
りゅういち

   東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 

 

                      （敬称略・五十音順） 
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